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議事日程（第１号）  

令和２年６月８日  

開   会   午前９時 30分  

日程第１   会議録署名議員の指名  

日程第２   会期の決定  

日程第３   諸般の報告  

日程第４   市長の行政報告  

日程第５   議案第 22号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市税条例等の一部改正）  

日程第６   議案第 23号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市都市計画税条例の一部改正）  

日程第７   議案第 24号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置  

             に関する条例の一部改正）  

日程第８   議案第 25号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市消防団員等公務災害補償条例の一部改正）  

日程第９   議案第 26号  専決処分の承認を求めることについて  

            （組織改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定）  

日程第 10  議案第 27号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市国民健康保険税条例の一部改正）  

日程第 11  議案第 28号  専決処分の承認を求めることについて  

            （令和元年度岩出市一般会計補正予算第５号）  

日程第 12  議案第 29号  専決処分の承認を求めることについて  

            (令和元年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算第５号 ) 

日程第 13  議案第 30号  専決処分の承認を求めることについて  

            （令和元年度岩出市介護保険特別会計補正予算第５号）  

日程第 14  議案第 31号  専決処分の承認を求めることについて  

            （令和元年度岩出市下水道事業特別会計補正予算第４号）  

日程第 15  議案第 32号  専決処分の承認を求めることについて  

            （令和元年度岩出市墓園事業特別会計補正予算第１号）  

日程第 16  議案第 33号  専決処分の承認を求めることについて  

            （令和２年度岩出市一般会計補正予算第１号）  
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日程第 17  議案第 34号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市税条例の一部改正）  

日程第 18  議案第 35号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市都市計画税条例の一部改正）  

日程第 19  議案第 36号  岩出市国民健康保険税条例の一部改正について  

日程第 20  議案第 37号  岩出市手数料徴収条例の一部改正について  

日程第 21  議案第 38号  岩出市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について  

日程第 22  議案第 39号  岩出市国民健康保険条例の一部改正について  

日程第 23  議案第 40号  岩出市介護保険条例の一部改正について  

日程第 24  議案第 41号  令和２年度岩出市一般会計補正予算（第２号）  

日程第 25  議案第 42号  令和２年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算 (第１号 ) 

日程第 26  議案第 43号  令和２年度岩出市水道事業会計補正予算（第１号）  

日程第 27  議案第 44号  令和２年度岩出市下水道事業会計補正予算 (第１号 ) 

日程第 28  議案第 45号  市道路線の廃止について  

日程第 29  議案第 46号  市道路線の認定について  

日程第 30  議案第 47号  動産の取得について  

日程第 31  議案第 48号  岩出市農業委員会委員の過半数を認定農業者等又はこれら  

            に準ずる者とすることに関する同意について  
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                  開会             （９時 30分）  

○田畑議長  おはようございます。  

  議場内では録音に支障を来すため、携帯電話の電源をお切りください。  

  ただいまから、令和２年第２回岩出市議会定例会を開会いたします。  

  会議に先立ち一言申し上げます。  

  このたびの新型コロナウイルス感染によりましてお亡くなりになられた方々とそ

のご遺族に対しまして、深く哀悼の意を表しますとともに、現在闘病中の皆様の一

日も早いご回復をお祈り申し上げます。  

  また、人々の命や社会生活を守るため、昼夜分かたず献身的な対応を続けてくだ

さった医療関係者をはじめとする皆様、外出自粛要請に応じてくださった多くの皆

様に心より敬意を表しますとともに、感謝を申し上げる次第でございます。  

  つきましては、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、黙禱をささげた

いと思います。議場内の皆様、ご起立をお願いいたします。黙禱。  

（黙   禱）  

○田畑議長  黙禱を終わります。皆様、ご協力ありがとうございました。  

  ご着席ください。  

  これより本日の会議を開きます。  

  本日の会議は、会議録署名議員の指名、会期の決定、諸般の報告、市長の行政報

告、議案第 22号から議案第 48号までの議案 27件につきましては、提案理由の説明で

す。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第１  会議録署名議員の指名  

○田畑議長  日程第１  会議録署名議員の指名を行います。  

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第 81条の規定により、山本重信議員及び

福山晴美議員の両名を指名いたします。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第２  会期の決定  

○田畑議長  日程第２  会期の決定を議題といたします。  

  お諮りいたします。  

  本定例会の会期は、本日から６月 25日までの 18日間とすることにご異議ありませ

んか。  

（「異議なし」の声あり）  
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○田畑議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、本定例会の会期は、本日から６月 25日までの 18日間と決しました。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第３  諸般の報告  

○田畑議長  日程第３  諸般の報告を行います。  

  令和２年度和歌山県市議会議長会第１回総会における永年在職議員表彰で、本市

議会においては、吉本勧曜議員と尾和弘一議員が 15年在職一般表彰を受けました。

また、第 96回全国市議会議長会定期総会における表彰で、本市議会においては、尾

和弘一議員が 15年在職一般表彰を受けましたのでご報告いたします。  

  両議員、誠におめでとうございます。これまでの議員活動に対しまして敬意を表

しますとともに、今後も市政発展のためご活躍を賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。  

  次に、本定例会に説明員としての出席者の職、氏名は、配付の写しのとおりであ

ります。  

  次に、本定例会に市長から提出のありました議案等は、配付のとおり議案 27件と

報告４件であります。  

  次に、令和２年第１回定例会から令和２年第２回定例会までの会務の概要は、配

付の議長報告書のとおりであります。  

  次に、令和２年度市議会議長会関係について、事務局から報告させます。  

○事務局  市議会議長会関係について、報告いたします。  

  令和２年４月 17日金曜日、京都市で開催予定でありました第 85回近畿市議会議長

会定期総会については書面での開催となり、議長が書面決議書を提出いたしました。  

  主な内容は、平成 31年４月 11日から令和２年３月 31日までの近畿市議会議長会会

務報告、平成 30年度近畿市議会議長会会計歳入歳出決算、令和元年度近畿市議会議

長会会計前期の出納検査結果報告、支部提出議案２件の審議、会長提出議案の令和

２年度近畿市議会議長会会計予算の審議及び役員の選任について、書面により実施

されました。  

  書面による協議の結果、報告事項、議案審議、協議事項について、原案どおり承

認され、当市は全国市議会議長会地方財政委員及び議員共済会代議員に選任されま

した。  

  次に、令和２年５月 19日火曜日、橋本市で開催予定でありました令和２年度和歌

山県市議会議長会第１回総会については書面での開催となり、議長が書面決議書を
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提出いたしました。  

  主な内容は、永年在職議員表彰該当者の報告、令和２年２月 10日から令和２年５

月 18日までの会務報告、令和元年度和歌山県市議会議長会会計決算及び令和２年度

和歌山県市議会議長会会計予算の審議、次期総会開催市と日程、防災・減災国土強

靱化のための３か年緊急対策事業の期間延長を求める要望書等及び近畿市議会議長

会支部提出議案の協議について、書面により実施されました。  

  書面による協議の結果、報告事項、議案審議、協議事項について、原案どおり承

認されました。  

  次に、令和２年５月 27日水曜日、東京都で開催予定でありました第 96回全国市議

会議長会定期総会については書面会議となり、部会提出議案 26件及び会長提出議案

５件の審議、部会等推薦役員の選任、顧問、相談役委嘱案の各協議事項の賛否につ

いて、議長が書面で回答いたしました。  

  書面会議の結果、全ての議案について可決されました。  

  次に、令和２年５月 28日水曜日、東京都で開催予定でありました市議会議員共済

会第 120回代議員会については書面会議となり、令和２年２月６日から令和２年５

月 18日までの事務報告、令和元年度市議会議員共済会決算の審議、今後の会議予定

の報告があり、議長が審議事項について書面にて回答いたしました。  

  以上です。  

○田畑議長  以上で、諸般の報告を終わります。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第４  市長の行政報告  

○田畑議長  日程第４  市長の行政報告を行います。  

  市長。  

○中芝市長  皆様、おはようございます。  

  失礼して、マスク取らせていただきます。  

  初夏の候、議員の皆様には、ますますご健勝にてご活躍のこととお喜びを申し上

げます。  

  また、平素は、岩出市発展のため、市行政全般にわたり、種々格別のご支援、ご

協力を賜り、深く感謝申し上げます。  

  さて、本日、令和２年第２回岩出市議会定例会を招集いたしましたところ、議員

の皆様におかれましては、何かとご多忙のところ、ご出席をいただき、開会できま

すことに厚くお礼を申し上げます。  
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  本会議の開会に当たり、これまでの新型コロナウイルス感染症対策について報告

させていただきます。  

  ３月定例会でも申し上げましたとおり、３月２日に岩出市新型インフルエンザ等

対策本部を立ち上げ、市民の皆様への情報提供を行い、小まめな手洗い、せきエチ

ケットの徹底、消毒液の設置、密閉・密集・密接の３つの密を避けるといった対策

のほか、県をまたいだ行楽や旅行を控えるなどお願いし、市主催のイベント等につ

いても中止または延期としてまいりました。  

  岩出保健所管内において感染症発生報告がなされた４月７日以降につきましては、

市内放送及び市広報車での注意喚起、また、公共施設において、接客での飛沫感染

防止の仕切りを設けるなど、感染症拡大防止策を実施し、公民館などの市の施設に

ついても４月９日から５月 31日まで休館といたしました。  

  保育所につきましては、保育の必要な子供を預かる施設であることから、感染防

止対策を講じ開所を続けております。また、学童保育についても、小学校休校に併

せて、午前中からの開所を実施しております。  

  介護保険や障害福祉のサービス事業所につきましては、感染防止対策を適切に実

施し、対応していただくよう周知を行っています。  

  外出自粛が続き、心身の機能低下が心配される高齢者への対策につきましては、

市ウェブサイトにおいて新型コロナウイルス感染症予防と介護予防について注意喚

起を行うとともに、高齢者でも安全に取り組め効果の高い運動を紹介する「シニア、

さくっと運動」の動画を作成し、岩出市公式ＹｏｕＴｕｂｅに公開をいたしました。  

  また、生涯学習分野としては、外出自粛が求められる中、少しでも運動していた

だくことを目的に、岩出市公式ＹｏｕＴｕｂｅに、岩出市スポーツ推進委員会によ

る岩出健康体操の動画を公開し、市民の皆様方にご利用いただいております。  

  この間、各種団体の総会につきましては、ほとんどの団体が書面決議による総会

とされております。  

  ５月 14日に和歌山県が緊急事態宣言の解除の対象となり、５月 25日には全ての都

道府県で緊急事態宣言が解除され、自粛の動きが一部緩和されたところではありま

すが、一方で、感染の第２波が懸念されており、予断を許さない状況であります。  

  今後の市主催のイベント等についてでありますが、感染防止の一環として、中止

の決定または検討を進めているところであります。  

  「クリーン缶トリー運動イン岩出」につきましては、毎年「ごみのないまち・き

れいなまち・美しいふるさとづくり」の推進を目的として開催しておりましたが、
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度は中止とさせていただきました。  

  いわで夏まつりにつきましては、今年度の夏まつりは中止も視野に入れて検討し

ているところであります。  

  次に、学校教育についてでありますが、新型コロナウイルス感染防止のための対

応方針として、３月２日から春休み終了までの期間を臨時休校とし、春休み終了後、

４月７日に岩出市立小中学校で令和２年度の始業式、４月８日に入学式を実施して

おりますが、いずれも規模縮小・時間短縮で実施をいたしました。  

  その後は、県教育委員会からの要請及び政府による緊急事態宣言の発令等により、

５月 31日まで臨時休校といたしました。  

  市教育委員会では、この間、児童生徒の命と健康を最優先に感染防止対策に取り

組み、併せて学力格差が生じることのないよう、全小中学校で教員により、毎週、

教科書に沿った学習プリントを作成して、全児童生徒に配付し、それぞれの学力把

握に努めてきたところですが、さらなる充実を図るため、全学年の教科書に沿った

教材を購入し、自宅での学習で有効に活用するよう配付しております。  

  また、授業時間の確保という面では、緊急事態宣言の解除を受け、５月 18日から

６月 12日までの間は段階的に分散登校を実施、６月 15日から通常授業を再開する予

定としています。  

  今年度の夏季休業は、県教育委員会からの要請により、８月８日から８月 16日ま

での間として縮小する等、今後の状況を注視しながら、授業時間の確保に努めてま

いります。  

  市教育委員会では、引き続き、児童生徒の感染防止を図るとともに、学力格差が

生じないよう努めてまいります。  

  この間、市民の皆様をはじめ事業者の方々から、教育分野へのマスクや消毒液の

ご寄付を頂いておりますので、この場をお借りして改めてお礼を申し上げます。  

  次に、国の緊急経済対策への対応についてでありますが、特別定額給付金につき

ましては、オンライン申請を５月１日から受付開始をし、５月 14日から振込を開始

しております。また、申請書による申請につきましては、５月 21日に郵送を開始し、

現在、申請の受付及び給付を行っているところであります。現在の予定では、６月

11日の振込により、全体の約 74％が支給済みとなる見込みであります。引き続き市

民の皆様に早く給付できるよう進めてまいります。  

  次に、子育て世代ヘの臨時特別給付金につきましては、子育て世代の生活支援対

策として、児童手当の受給者に児童１人当たり１万円を支給いたします。これらの
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給付金支給に係る費用につきましては、緊急を要するため、国の補正予算成立と同

日に補正予算を専決処分いたしました。専決議案につきましては、本定例会に上程

しておりますので、ご承認賜りますようお願い申し上げます。  

  次に、地域の命と暮らしを守るための市独自の新型コロナウイルス感染症対策事

業についてでありますが、早期の経済回復と市民生活の安定を図るため、国の新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して水道基本料金の免除や、

事業所支援給付金をはじめとした事業を実施する予定であります。  

  また、ＧＩＧＡスクールの整備については、年次計画的に整備していく予定とし

ておりましたが、国の方針変更により、令和２年度事業として前倒しをしてまいり

ます。  

  なお、これらの事業を含めた新型コロナウイルス感染症対応事業につきましては、

一覧表に取りまとめ、参考資料として提出しております。  

  本定例会において補正予算を計上させていただいておりますので、ご審議賜りま

すようお願いを申し上げます。  

  また、休業等に伴い収入が減少し、生活にお悩みの方につきましては、各種相談

に対応し、貸付等の制度の利用につなげるなど、必要な支援を行ってまいります。  

  国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者が新型コロナウイルスに感染し、療

養のため就労できない場合に、傷病手当金の支給を行えるよう、関係条例の一部改

正について、本定例会において上程させていただいておりますので、ご審議賜りま

すようお願い申し上げます。  

  今後も引き続き、国、県と協力し、新型コロナウイルス感染症対策を実施してま

いります。  

  次に、当面の市行政の動きにつきまして、ご報告させていただきます。  

  和歌山地方法務局岩出出張所の統廃合についてでありますが、以前から令和２年

２月に廃止し、本局へ統合する旨の要請があったため、紀の川市と連携を図りなが

ら幾度となく存続を強く要望しておりますが、依然として厳しい状況にあります。  

  次に、生活福祉部の組織についてでありますが、地域福祉課にありました総務福

祉係と人権啓発係を生活支援課へ、また、子ども・健康課にありました健康推進係

を保険年金課に移管することで、生活支援課を福祉業務の総務係とし、子ども・健

康課では子育てに関する事業を、地域福祉課では高齢者及び障害者に関する事業を、

保険年金課では国保の保健事業と成人保健の一体的な事業実施など、市民の皆様に

分かりやすく、より効率的に取り組めるよう見直しを行っております。  
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  次に、総合保健福祉センターについてでありますが、災害時の避難所となる同セ

ンターにおいて、老朽化した空調設備や照明設備の更新工事と停電時の電力確保を

図るための太陽光発電設備の設置工事を併せて実施をいたします。  

  なお、財源として、温室効果ガスの排出抑制が見込めるため、環境省の二酸化炭

素排出抑制対策事業費等補助金などの活用を考えております。  

  工事に係る費用等につきましては、本定例会において補正予算を上程させていた

だいておりますので、ご審議賜りますようお願いを申し上げます。  

  以上、諸般にわたり報告をさせていただきましたが、これらの施策の推進に積極

的に取り組み、市政の発展に努めてまいりますので、議員各位のご理解、ご支援を

お願い申し上げまして、行政報告とさせていただきます。  

○田畑議長  以上で、市長の行政報告を終わります。  

  市長の行政報告につきましては、会議終了後、その写しを全議員に配付させてい

ただきます。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第５  議案第 22号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市税条例  

        等の一部改正）～  

   日程第 31 議案第 48号  岩出市農業委員会委員の過半数を認定農業者等又はこ  

        れらに準ずる者とすることに関する同意について  

○田畑議長  日程第５  議案第 22号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市

税条例等の一部改正）の件から日程第 31 議案第 48号  岩出市農業委員会委員の過

半数を認定農業者等又はこれらに準ずる者とすることに関する同意についての件ま

での議案 27件を一括議題といたします。  

  提案理由の説明を求めます。  

  市長。  

○中芝市長  ただいま議題となりました諸議案について、ご説明を申し上げます。  

  今回、ご審議をお願いする案件につきましては、専決処分の承認を求める案件が

14件、条例改正の案件が５件、令和２年度補正予算案件が４件、市道路線の廃止案

件と認定案件がそれぞれ１件、動産の取得案件が１件、農業委員会委員関係の同意

についての案件が１件の計 27件であります。  

  初めに、専決処分の承認を求める案件についてご説明をいたします。  

  議案第 22号  岩出市税条例等の一部改正、議案第 23号  岩出市都市計画税条例の

一部改正、議案第 24号  岩出市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置に
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関する条例の一部改正、議案第 25号  岩出市消防団員等公務災害補償条例の一部改

正、及び議案第 27号  岩出市国民健康保険税条例の一部改正につきましては、地方

税法などの法令等の改正に伴い、また、議案第 26号  組織改正に伴う関係条例の整

理に関する条例の制定につきましては、生活福祉部の組織改正に伴い、所要の改正

を要したものであります。  

  次に、議案第 28号  令和元年度岩出市一般会計補正予算第５号についてでありま

すが、既決の予算の総額に 6,700万 9,000円を追加し、補正後の予算の総額を 178億

242万 1,000円とするほか、繰越明許費及び地方債について補正したものであります。  

  主な内容は、歳入では、実績による地方交付税のほか、各事務事業の精算及び交

付決定等による事業財源などについて、歳出では、各事務事業の精算のほか、入札

等による請負及び購入差額、特別会計繰出金、生活保護扶助費及び決算収支見込み

による基金積立金などについて補正するものであります。  

  また、繰越明許費では、公共施設省エネルギー化検討事業及び防災公園建設事業

について、地方債では、緊急防災・減災事業及び学校教育施設等整備事業に係る起

債額の確定に伴う限度額の変更について補正するものであります。  

  次に、議案第 29号  令和元年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算第５号につ

いてでありますが、既決の予算の総額に 1,566万 5,000円を追加し、補正後の予算の

総額を 56億 3,491万 5,000円としたものであります。  

  主な内容は、歳入では、県の財政対策補助金のほか、保険基盤安定繰入金などの

一般会計繰入金及び延滞金について、歳出では、国民健康保険事業運営基金積立金

について補正するものであります。  

  次に、議案第 30号  令和元年度岩出市介護保険特別会計補正予算第５号について

でありますが、既決の予算の総額から 1,469万 6,000円を減額し、補正後の予算の総

額を 32億 6,590万 1,000円としたものであります。  

  主な内容は、歳入では、介護給付費及び地域支援事業費に係る国・県支出金のほ

か、一般会計繰入金について、歳出では、介護予防・生活支援サービス事業費のほ

か、介護給付費準備基金積立金などについて補正するものであります。  

  次に、議案第 31号  令和元年度岩出市下水道事業特別会計補正予算第４号につい

てでありますが、既決の予算の総額から 9,537万 9,000円を減額し、補正後の予算の

総額を 33億 544万 8,000円とするほか、地方債について補正したものであります。  

  主な内容は、歳入では、実績による受益者分担金、受益者負担金、消費税還付金、

下水道事業債の確定及びそれらに伴う一般会計繰入金について、歳出では、委託料、
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修繕料、水洗化助成金、工事請負費、補償費、紀の川中流流域下水道（那賀処理

区）建設負担金のほか、借入額、利子の確定による下水道事業債の元金償還金及び

償還金利子について補正するものであります。  

  また、地方債では、下水道事業に係る起債額の確定に伴う限度額の変更について

補正するものであります。  

  次に、議案第 32号  令和元年度岩出市墓園事業特別会計補正予算第１号について

でありますが、既決の予算の総額から 1,063万 3,000円を減額し、補正後の予算の総

額を 2,858万 9,000円としたものであります。  

  主な内容は、墓地使用の申込件数が当初の見込み数を下回ったことにより補正す

るものであります。  

  次に、議案第 33号  令和２年度岩出市一般会計補正予算第１号についてでありま

すが、既決の予算の総額に 55億 5,225万 9,000円を追加し、補正後の予算の総額を

223億 2,575万 9,000円としたものであります。  

  主な内容は、歳入では、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連事業に係る

事業財源のほか財政調整基金繰入金などについて、歳出では、特別定額給付金給付

事業費、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費、教育振興費における消耗品費

及び学校給食運営費における補償金について補正するものであります。  

  次に、議案第 34号  岩出市税条例の一部改正、及び議案第 35号  岩出市都市計画

税条例の一部改正についてでありますが、新型コロナウイルス感染症対策における

税制上の措置として、地方税法の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を要し

たものであります。  

  次に、条例案件についてご説明をいたします。  

  議案第 36号  岩出市国民健康保険税条例の一部改正についてでありますが、新型

コロナウイルス感染症対策として国民健康保険税の減免措置を講じるため、所要の

改正をするものであります。  

  次に、議案第 37号  岩出市手数料徴収条例の一部改正についてでありますが、情

報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の

簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する

法律等の一部を改正する法律の一部施行に伴い、個人番号の通知カードが廃止され

るため、所要の改正をするものであります。  

  次に、議案第 38号  岩出市後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてであ

りますが、和歌山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改
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正に伴い、所要の改正をするものであります。  

  次に、議案第 39号  岩出市国民健康保険条例の一部改正についてでありますが、

被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合などに傷病手当金を支給する

ため、所要の改正をするものであります。  

  次に、議案第 40号  岩出市介護保険条例の一部改正についてでありますが、新型

コロナウイルス感染症対策として介護保険料の減免措置を講じるため、所要の改正

をするものであります。  

  以上、条例案件でございます。  

  続いて、令和２年度補正予算案件についてご説明をいたします。  

  議案第 41号  令和２年度岩出市一般会計補正予算（第２号）についてであります

が、既決の予算の総額に 12億 2,208万 5,000円を追加し、補正後の予算の総額を 235

億 4,784万 4,000円とするものであります。  

  主な内容は、歳入では、小中学校給食費のほか、新型コロナウイルス感染症緊急

経済対策関連事業に係る事業財源、基金繰入金、諸収入などについて、歳出では、

新型コロナウイルス感染症対策事業費のほか、人事異動等による人件費、保健福祉

センター運営費における委託料及び工事請負費、道路新設改良費における委託料、

工事請負費及び公有財産購入費、下水道事業会計出資金、学校給食運営費における

需用費などについて補正するものであります。  

  次に、議案第 42号  令和２年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

についてでありますが、既決の予算の総額に 195万円を追加し、補正後の予算の総

額を 55億 4,317万 8,000円とするものであります。  

  主な内容は、歳入では、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対する

傷病手当金の支給に伴う保険給付費等交付金について、歳出では、当該傷病手当金

の支給に係る経費について補正するものであります。  

  次に、議案第 43号  令和２年度岩出市水道事業会計補正予算（第１号）について

でありますが、既決の収益的収入の予定額に 143万円を追加し、補正後の予定総額

を 10億 2,680万 6,000円とし、既決の収益的支出の予定額から 147万 9,000円を減額し、

補正後の予定総額を９億 3,683万 4,000円とするものであります。  

  主な内容は、収益的収入では、新型コロナウイルス感染症対策として水道料金減

免による給水収益及び他会計補助金について、収益的支出では、人事異動等による

人件費及び新型コロナウイルス感染症対策として水道料金減免に係るシステム改修

委託料について補正するものであります。  
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  次に、議案第 44号  令和２年度岩出市下水道事業会計補正予算（第１号）につい

てでありますが、既決の収益的支出の予定額に 980万 6,000円を追加し、補正後の予

定総額を８億 9,598万円とし、既決の資本的収入の予定額に 1,002万 8,000円を追加

し、補正後の予定総額を 19億 9,117万 4,000円とし、既決の資本的支出の予定額に 22

万 2,000円を追加し、補正後の予定総額を 23億 4,111万円とするものであります。  

  主な内容は、収益的支出、資本的収入及び支出において、人事異動等による人件

費の増額について補正するものであります。  

  以上が令和２年度の補正予算案件であります。  

  次に、議案第 45号  市道路線の廃止についてにつきましては、市道路線１路線を

廃止するため、議案第 46号  市道路線の認定については、開発行為等による帰属道

路等 12路線を市道認定するため、それぞれ道路法の規定により、議会の議決を求め

るものであります。  

  次に、議案第 47号  動産の取得についてでありますが、教育情報化推進事業によ

る小中学校への大型モニター及び周辺機器等一式購入について、予定価格が 2,000

万円以上であることから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。  

  最後に、議案第 48号  岩出市農業委員会委員の過半数を認定農業者等又はこれら

に準ずる者とすることに関する同意についてでありますが、認定農業者等が委員の

過半数を占めることを要しない場合において、農業委員会等に関する法律施行規則

第２条第１号の規定により、認定農業者に準ずる者の割合を過半数としたいので、

議会の同意を求めるものであります。  

  以上、各議案についてご説明いたしましたが、いずれも重要案件でございますの

で、慎重審議いただき、ご承認賜りますようよろしくお願いをいたします。  

○田畑議長  以上で、提案理由の説明を終わります。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

○田畑議長  以上で、本日の日程は終了いたしました。  

  お諮りいたします。  

  次の会議を６月 12日金曜日、午前９時 30分から開くことにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○田畑議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、次の会議を６月 12日金曜日、午前９時 30分から開くことに決しました。  

  本日は、これにて散会いたします。  
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  どうもご苦労さまでした。  

                  散会             （ 10時 15分）  
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議事日程（第２号）  

令和２年６月 12日  

開   議   午前９時 30分  

日程第１   諸般の報告  

日程第２   報告第２号  専決処分の報告について  

            （賠償損害額の決定及び和解）  

日程第３   議案第 22号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市税条例等の一部改正）  

日程第４   議案第 23号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市都市計画税条例の一部改正）  

日程第５   議案第 24号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置  

             に関する条例の一部改正）  

日程第６   議案第 25号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市消防団員等公務災害補償条例の一部改正）  

日程第７   議案第 26号  専決処分の承認を求めることについて  

            （組織改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定）  

日程第８   議案第 27号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市国民健康保険税条例の一部改正）  

日程第９   議案第 28号  専決処分の承認を求めることについて  

            （令和元年度岩出市一般会計補正予算第５号）  

日程第 10  議案第 29号  専決処分の承認を求めることについて  

            (令和元年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算第５号 ) 

日程第 11  議案第 30号  専決処分の承認を求めることについて  

            （令和元年度岩出市介護保険特別会計補正予算第５号）  

日程第 12  議案第 31号  専決処分の承認を求めることについて  

            （令和元年度岩出市下水道事業特別会計補正予算第４号）  

日程第 13  議案第 32号  専決処分の承認を求めることについて  

            （令和元年度岩出市墓園事業特別会計補正予算第１号）  

日程第 14  議案第 33号  専決処分の承認を求めることについて  

            （令和２年度岩出市一般会計補正予算第１号）  

日程第 15  議案第 34号  専決処分の承認を求めることについて  



－17－ 

            （岩出市税条例の一部改正）  

日程第 16  議案第 35号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市都市計画税条例の一部改正）  

日程第 17  議案第 36号  岩出市国民健康保険税条例の一部改正について  

日程第 18  議案第 37号  岩出市手数料徴収条例の一部改正について  

日程第 19  議案第 38号  岩出市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について  

日程第 20  議案第 39号  岩出市国民健康保険条例の一部改正について  

日程第 21  議案第 40号  岩出市介護保険条例の一部改正について  

日程第 22  議案第 41号  令和２年度岩出市一般会計補正予算（第２号）  

日程第 23  議案第 42号  令和２年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算 (第１号 ) 

日程第 24  議案第 43号  令和２年度岩出市水道事業会計補正予算（第１号）  

日程第 25  議案第 44号  令和２年度岩出市下水道事業会計補正予算 (第１号 ) 

日程第 26  議案第 45号  市道路線の廃止について  

日程第 27  議案第 46号  市道路線の認定について  

日程第 28  議案第 47号  動産の取得について  

日程第 29  議案第 48号  岩出市農業委員会委員の過半数を認定農業者等又はこれら  

            に準ずる者とすることに関する同意について  

日程第 30  発議第２号  和歌山地方法務局岩出出張所の存続を求める意見書の提出  

            について  
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                  開議             （９時 30分）  

○田畑議長  おはようございます。  

  議場内では録音に支障を来すため、携帯電話の電源をお切りください。  

  ただいまから、本日の会議を開きます。  

  本日の会議は、諸般の報告、報告第２号につきましては、質疑、議案第 22号から

議案第 48号までの議案 27件につきましては、質疑、常任委員会への付託、発議第２

号の議員提出議案につきましては、提出者の趣旨説明であります。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第１  諸般の報告  

○田畑議長  日程第１  諸般の報告を行います。  

  議員から提出のありました議員提出議案は、配付のとおり、発議１件であります。  

  以上で、諸般の報告を終わります。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第２  報告第２号  専決処分の報告について (損害賠償額の決定及び和解 ) 

○田畑議長  日程第２  報告第２号  専決処分の報告について（損害賠償額の決定及

び和解）の件の報告１件を議題といたします。  

  これより質疑に入ります。  

  質疑に当たっては、市議会会議規則第 55条の規定により、発言は簡明に行うとと

もに、議題外の質疑及び自己の意見を述べることのないようお願いいたします。  

  質疑の通告がありますので、順次発言を許します。  

  質疑は、自席でお願いいたします。  

  日本共産党議員団、増田浩二議員、報告に対する質疑をお願いいたします。  

  増田議員。  

○増田議員  皆さん、おはようございます。  

  報告第２号について、２点質疑をさせていただきたいと思います。  

  報告の中では、市道の側溝に転落したというふうにされているんですが、そもそ

も側溝に転落したという事故の内容について、どのような状態でこのような事故が

起きたのかという、この内容についてお聞きをしたいと思います。  

  それと２点目は、最近、畑毛のほうとか、たしか西国分、岡田の方面でしたかね、

そういうとこなんかでも、側溝の事故というようなものがあったと思いますが、こ

ういうような側溝の事故の報告というのが続いているわけなんですが、当局として、

市の見解として、どのような認識を持っておられるのか、この点、２点をお聞きし
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たいと思います。  

○田畑議長  答弁願います。  

  土木課長。  

○矢代土木課長  皆さん、おはようございます。  

  増田議員のご質疑についてお答えします。  

  １点目の事故の内容についてですが、令和元年 11月７日午後８時に、市道根来川

尻線岩出市森 78番５地先を歩行中に道路側溝の開口部に足を踏み落とし、左足のく

るぶしを負傷したものです。  

  現場の状況としまして、隙間両側の隣接地権者が、当時の道路管理者である和歌

山県の許可を得て、それぞれの蓋がけ工事を行ったことにより、接続水路部分が残

り、隙間ができ、加えて夜間は周辺に明かりがなかったため、見通しが悪い状況と

なっておりました。  

  ２点目の市の見解についてですが、市といたしましては、この事故を教訓として、

事故発生後、速やかに道路パトロールを行い、確認を行うとともに、同様の危険箇

所については、水路管理者の同意を得て、隙間の蓋がけやラバーポール等を設置す

るなどの注意喚起を促し、また、道路照明設置基準を満たす道路については、道路

照明を順次設置していくこととし、今後同様の事故が起こらないよう安全管理の徹

底に努めてまいります。  

○田畑議長  再質疑ありませんか。  

  増田議員。  

○増田議員  今、森とか川尻というそういうことが言われたんですが、要するに鉄板

の蓋みたいなのがされとったやつに隙間が生じたというような説明だったんですが、

現実的には、こういう蓋をするような工事というのは、どんな形で、本来、単に蓋

だけやりゃええという、工事やっているときになっているのか、それとも今言われ

たように、照明というんですか、そういうやつなんかは規定上、工事やっていると

ころには照明みたいなやつをするというのが本来の姿なのか、その辺ちょっと教え

ていただきたいんです。  

  それと、今、農免道路側のところで、多分下水の関係やと思うんですが、夜中に

も工事をされて、交通整理なんかもされているんですけども、そこの部分じゃなし

に、六差路の北側のところなのか、場所はちょっと改めて、もう一度、場所ここで

すというのを教えていただきたいんです。  

  それと、今回のような、こういうような事故という部分、以前には道路の蓋なん
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かが外れかけていたというようなところがあって、そのときには全市的に調査する

んだ、調査しましたというようなことなんかも言われたんですが、今回のようなこ

ういうような事故のような、蓋をされているような場所という、そういうような点

検なんかは、市としては、この事故以後されたんでしょうか、この点だけちょっと

お聞きをしたいと思います。  

○田畑議長  答弁願います。  

  土木課長。  

○矢代土木課長  再質疑にお答えします。  

  まず、道路照明のことについてですが、今回の事故に関しては、工事中の場所で

はなかったので、道路照明等は設置されておりませんでした。  

  蓋かけについては、本来は施工承認において、隣接の地権者が設置するものとな

っております。  

  その事故後の点検についてですが、市道根来川尻線の点検の結果ですけども、事

故箇所を含めた開口部など 10か所がございまして、コンクリート床板及び注意喚起

用の視線誘導標等を設置しております。  

  場所についてですが、旧県道の市道根来川尻線の六差路というのは川尻の交差点

のことですか。そこから北へ行きまして、農免のさらにもっと北になるんではござ

いますが、ちょっと目印になるようなものが周辺にないので、すみません。  

○田畑議長  再々質疑ありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これで、日本共産党議員団、増田浩二議員の質疑を終わります。  

  ２番目、尾和弘一議員、報告に対する質疑をお願いいたします。  

  尾和議員。  

○尾和議員  おはようございます。  

  報告第２号  専決処分の報告についてであります。事故の詳細については、今、

若干述べられておりましたんで、それについて改めて報告を、重複するところは結

構ですけども、二、三点についてお聞きをしたいと思います。  

  まず第１点は、この事故の、今も答弁の中で地権者がすべきだということなんで

すけども、事故の起きたところは、岩出市の管理の道路上で起きたのか、この地権

者というのは誰のことを指して言われたのか、ご答弁をいただきたいと思います。  

  それから、賠償補償額 55万 6,451円なんですが、事故が起きて、経過的に、いつ

示談に至ったのか、示談の日付。それから、補償額の市から持ち出しは幾らなのか。
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保険で対応しておると思いますが、保険によって支払っているのか、この金額につ

いてご答弁ください。  

  それから、この当事者、岡本さんでしたかね、岡本さんの判断する上において、

100％市道管理のところで事故を起こさないということはないと思うんですけども、

何％かはやむを得ず不可抗力で発生すると。しかし、このような事故が度々起きる

というのは、何らか問題点があるというふうに私は見ております。この当事者との

間における過失相殺について、何割過失相殺があったのか、これをお聞きをしたい

と思います。  

  それから、過去にも指摘して、点検を実施しておるということでありますが、こ

の点検については、現在、何人体制で岩出市内の道路について実施をしているのか。

それから、ローテーションでルーチンでやっておると思いますが、１日で全てを点

検するということは不可能であろうと思います。したがいまして、区域を決めて点

検を実施をすべきだと思うんですが、その点検をした結果について、その対策が実

際上、速やかにスピーディーに処理をしているのか、この点についてお聞きをした

いと思います。  

  それから、言うまでもありませんが、事故が起きた後、事故が発生後に十分な点

検をして、二度と起きないようにしますという、度々市当局のほうから答弁が繰り

返されておるんですけども、私が走行中にいろんなところのカーブミラーとか点検

をしておるんですが、あそこの、ご存じかどうか分かりませんが、カーブミラー、

ポールが曲がっておるというのがあるんですけども、これも長い放置をされており

ます。場所については、後ほどまた事務方に申し上げたいと思いますが、こういう

ところも既に点検をしてないんではないかなと思うんですが、それについてご答弁

をください。  

○田畑議長  答弁願います。  

  土木課長。  

○矢代土木課長  尾和議員のご質疑について、通告に従いお答えします。  

  １点目の事故の詳細についてですが、令和元年 11月７日午後８時に、市道根来川

尻線岩出市森 78番５地先を歩行中に、道路側溝の開口部に足を踏み落とし、左足の

くるぶしを負傷したものです。  

  現場の状況としましては、隙間両側の隣接地権者が当時の道路管理者である和歌

山県の許可を得て、それぞれの蓋かけ工事を行ったことにより、接続水路部分が残

り、隙間ができ、加えて夜間は周辺に明かりがなかったため、見通しが悪い状況と
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なっておりました。  

  ２点目のその後の検証と対策についてですが、市といたしましては、この事故を

教訓として、事故発生後、速やかに道路パトロールを行い、確認を行うとともに、

同様の危険箇所について、水路管理者の同意を得て、隙間の蓋かけやラバーポール

等を設置するなどの注意喚起を促し、道路照明設置基準を満たす道路については道

路照明を順次設置していくこととし、今後同様の事故が二度と起こらないよう、安

全管理の徹底に努めてまいります。  

○田畑議長  詳細に全然答えてない、質疑に。  

○矢代土木課長  失礼いたしました。  

  まず、今回の事故の過失に関する市の持ち出し分については、保険で対応するた

め、ございません。  

  側溝の設置についてがあったと思います。側溝の設置については、本来、乗り入

れ等、隣接の地権者が利用するに当たり設置するものと考えております。  

  市と事故当事者との責任といいますか、過失についてですけども、 90％となって

おります。  

  点検の体制についてでございますが、平成 30年 11月から事業部と上下水道局の職

員が連携して、市内を８エリアに分割し、毎月第２週及び第４週において、道路の

状態、水道の漏水箇所、仕切り弁等の路面段差及びマンホールのがたつき等を点検

しております。  

○田畑議長  地権者、誰か。  

○矢代土木課長  すみません。  

  今回、側溝抜けてたところの、蓋がけされてなかったところの地権者についてで

すけども、ここは民地と民地の間の水路が接続されている部分となっておりました。

その後、点検等を行った箇所、先ほど今回の箇所とかでございますけども、今回の

箇所について床板を設置して、蓋かけさせてもらっております。その他、ラバーポ

ール等、危険と思われる箇所には視点誘導標を設置させてもらっております。  

  すみません。示談の日付ですけども、５月 14日となります。  

○田畑議長  事業部長。  

○田村事業部長  事故を起こした箇所につきましては、市道の道路側溝に蓋がけはし

ているんですけども、道路側溝ヘ流れる水路があります。その水路の分が開口とな

っておりました。隣接の民地のとこは蓋がけしておったんですけども、道路側溝へ

流れ込む水路、約 40センチぐらいなんですけども、その間は開口部となっておりま
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した。それ、水路の地権者、そこを蓋するに当たっては水路関係者の同意が必要と

なりますので、施工承認として、隣接地権者が蓋がけをするわけなんですけども、

その水路分が開口となっておったので、その隙間のとこに足を踏み外して落ちて、

事故が起こった原因なんです。  

  その隙間が、夜で暗かったもんでありますので、事故が起こった原因になるんで

すけども、その分を同意を得て、水路を蓋がけして、今度落ちないように安全対策

を取っているということです。  

  水路敷は市の管理になっています。財産は市です。  

○田畑議長  再質疑ありませんか。  

  尾和議員。  

○尾和議員  答弁が二転三転しとったら、我々、判断ができないわけですよ。まず、

最初の土木課長が言われたのは、地権者がその分については、側溝なり、蓋をすべ

きだと言いながら、今、事業部長の答弁では、そこのところについては市の管轄や

ということになれば、地権者が蓋をして、地権者の出費で蓋をすべきところなのか、

それは明確にしとかないと、完全に地権者がやるべきとこなのか、それとも岩出市

の管理地なのか、それによって補償の仕方が違ってくるわけですよ。ただ単に、普

通の溝に足を滑らせて、くるぶしが骨折したということになっても、それは私の管

理地であれば、市は道義的な責任はあるとしても、補償する対象にはならないと思

うんですよね。だから、そこを明確にして進めていかないと、この補償問題につい

ては錯誤が生じるということですんで、最初の答弁について、さらに訂正があるな

ら言っていただきたいと思います。  

  それから、過失相殺で 90％、この 90％というのは岩出市の責任が 90％あったとい

うことなのか、当事者の相手方が 90％なのか、相手方が 10％で岩出市、相手方が

90％で岩出市は 10％の責任しかないんだということなのか、その点も明確にこの答

弁をしていただきたいと思います。  

  それから、点検のとこなんですが、八分割をして、毎月第２と第４週についてや

っているということなんですけども、点検した後の処理の仕方、これはどこに上げ

て、どういうような形で処理をしているのか。今聞きますと、水道と土木課と共同

でやっているというのは、責任の所在が明らかにならないんですよ。土木でやるこ

となのか、水道でやることなのか、そこはすみ分けをして、あっ、これは水道の管

轄だと、これは土木の管轄だということを明確にして、それを処理をしていくとい

うような形の流れにしないと駄目だと思います。  
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  それから、私の最初の質問で、何人体制で実施をしているのかについて、シフト、

分割についてはご答弁がありましたが、何人体制で、これをローテーション組んで

やっているのか、明確にご答弁ください。  

○田畑議長  答弁願います。  

  事業部長。  

○田村事業部長  再質疑についてお答えいたします。  

  水路敷地につきましては、岩出市の管轄になっております。岩出市の管轄の水路

に蓋をするということで、隣地の人から施工承認いただいて、道路管理者が許可し

て、蓋がけをしています。今、事故が起こった敷地につきましては、岩出市の敷地

になってございます。  

  それと、過失割合の件なんですけども、市の過失は９割です。当事者の過失は１

割です。その１割につきましては、危険を回避する余地の内と保険会社が判断した

ものでございます。したがって、市の過失が９割になります。  

  それと、点検なんですけども、今お答えしましたように、八分割を月２回実施し

ているわけなんですけども、上下水道局の職員と事業部の職員とで行っているわけ

なんですけども、今、議員おっしゃったように、道路管理のとこに過失がある場合

は、事業部土木課で修理を行ってございます。  

  水道局、要するに、水道弁とか、そういう関係については上下水道局で修理を行

っております。それは決裁取って行っています。  

  土木につきましては、道路管理修繕費のほうで対応してございます。  

  何人体制につきましてですけども、今、資料を持ち合わせておりませんので、ま

た答弁させていただきます。  

  蓋がけにつきましては、市が危険と判断したものでありますので、開口部につい

て、地元水利の同意を得まして、市が施工してございます。  

○田畑議長  再々質疑ありませんか。  

  尾和議員。  

○尾和議員  何回も質疑するのも私も疲れてきますんで、１回でご答弁をいただきた

いと思うんですが、道路管理の原則というのは、その管理者の責任においてやるべ

きだということです。  

  それから、土木課長が一番最初に、地権者がするんだと。今の部長の答弁では、

同意を得て、蓋がけは岩出市でしましたということになれば、第１回目の土木課長

の答弁が間違いですから、これは地権者がするんのではないんだということを明確
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に訂正をしていただきたいと、そのように思っております。  

  それから、点検の何人体制でやっているんかということで、これは事業部長が、

何人体制か、今分からんのやと、後にしてくれと、こんなことでは危機管理体制の

マニュアルからいっても、誰がどういうようにやっているのかと、管理監督者とし

て把握をしてないに等しいんですよ。こんなことすら把握ができないような管理職、

これでは、また同じような事故が発生しますよ。  

  点検をして上げてきたやつについては決裁してきたと思うんですよね。修理せな

あかんところ、これは改善せなあかんところ、担当者が回って、課長、部長と上が

ってきて、部長の範囲で決裁できるやと、課長で決裁できるやと。そこでチェック

ができるわけですから、何人体制で誰と誰が行って、この状態を把握しているのか

という報告もちゃんと上がっているのかどうか、再度ご答弁ください。  

  そして、議長、私が質問したことについては的確に答弁してもらうように、議長

のほうから再度促していただきたいと思います。  

○田畑議長  答弁願います。  

  市長。  

○中芝市長  尾和議員の再々質疑にお答えをいたします。  

  非常に頼りない答弁であり、えらい申し訳ございません。  

  この道路につきましては、県からうちに移管を受けた府県間道路泉佐野岩出線の

一部であります。その蓋がけは、道路に面した地主が県のその当時の認可を取って、

施工承認を取って蓋をかけてあった。その水路については、水利権ということがあ

って、蓋を全てできずに開けてあったんと思います。そうした状態のままで、岩出

市が引き取ってあった。その中で事故を起こした。開いたところ、当然、敷地は岩

出市であります。そうした中で裁判になって、瑕疵のほうで、市のほうで９割負担

をしたといういきさつであります。  

  えらい頼りない答弁で申し訳ございませんでした。  

○田畑議長  何人体制かというのは、後日調べてお知らせするということでいいでし

ょうか。  

○尾和議員  議長ね、こんなことは原課で把握しとかんと、すぐ答弁できるような体

制を組んでやらないと議事が進行しないじゃないですか。  

○田畑議長  今ちょっと手持ちにないということで。  

○尾和議員  いや手元になかっても把握しておくべきだと言っているんですよ、原課

で。そんなこと知らんで、原課は管理者として、ほんまに不的確ですよ。  
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○田畑議長  ちょっとお待ちくださいね。  

○尾和議員  こんな事故何回起こしているんや。何回指摘しているんや。  

○田村事業部長  体制は事業部と上下水道局、１人ずつ出して２人体制でやっている

んですけども、その資料は、エリアはエリアで名簿は作っているんですけども、現

在、その資料をちょっと持ってきてないんで、何人体制というのは、事業部全員じ

ゃなくて、事業部 29人おるんですけども、病気休暇の職員もおりますので、そこら

の辺でちょっと把握していませんので、申し訳ございません。  

○尾和議員  議長ね、私がこれ質問したら、担当課で、例えば、１人とか２人で、そ

の都度替えて行ってるんだというような答弁してくれたらいいんですよ。私も納得

するわけですよ。手元にありませんから、そんなもん後にしてくださいというよう

な危機管理のないことでは困ると言っているわけで、実際にこういう事故が発生す

る要因になっているわけですから、きちっと原課で対応するという体制をつくって、

私は何人体制でやれとか言ってないんですよ。３人でやれとか、４人でやれとか、

他の仕事もあるわけですから。その当時、例えば、１人の場合もあるでしょう。上

下水道局と土木課で２人でやる場合もあるでしょう。それでいいんですよ。それで

いいんだから、何人体制でという質問はしてない。何人でやっているんですかとい

うことについては、１人から２人あるいは３人でやる場合もありますというように

答弁してくれたら、これはすっと済むことじゃないですか。  

  それを議長がちゃんと言わなあかんというんや。  

○田畑議長  了解しました。  

○尾和議員  議長ね、念を押してちゃんと言うてください。  

○田畑議長  よろしくお願いします。  

○尾和議員  よろしくじゃないんで、やるべきだということを言ってください。  

○田畑議長  今、議員のほうから申入れがありましたように、質疑に対しては的確な

答弁をよろしくお願いいたします。  

  これで、尾和弘一議員の質疑を終わります。  

  以上で、報告第２号に対する質疑を終結いたします。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第３  議案第 22号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市税条例  

        等の一部改正）～  

   日程第 29 議案第 48号  岩出市農業委員会委員の過半数を認定農業者等又はこ  

        れらに準ずる者とすることに関する同意について  
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○田畑議長  日程第３  議案第 22号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市

税条例等の一部改正）の件から日程第 29 議案第 48号  岩出市農業委員会委員の過

半数を認定農業者等又はこれらに準ずる者とすることに関する同意についての件ま

での議案 27件を一括議題といたします。  

  これより質疑に入ります。  

  質疑に当たっては、市議会会議規則第 55条の規定により、発言は簡明に行うとと

もに、議題外の質疑及び自己の意見を述べることのないようお願いいたします。  

  質疑の通告がありますので、発言時間の制限を行った上、順次発言を許します。  

  質疑は、発言席からお願いいたします。  

  １番目、日本共産党議員団、増田浩二議員、質疑時間 40分以内で、通告した議案

を一括して議案ごとに質疑をお願いいたします。  

  増田浩二議員、議案第 27号をお願いします。  

○増田議員  議案第 27号については、国民健康保険税条例の一部改正です。この部分

では、１点だけお伺いをしたいと思います。  

  今回の一部改正の条例によって対象となる国保利用者、この方の増える方もある

し、減額される方もあるという中身だと思いますが、影響額、増える方、また減額

される方、この影響額が幾らなのかと。対象となる世帯数というのは何世帯なのか、

この点だけお聞きしたいと思います。  

○田畑議長  答弁願います。  

  保険年金課長。  

○井辺保険年金課長  増田議員の質疑にお答えいたします。  

  今回の一部改正では、所得が高い方の基礎課税分及び介護納付金課税分の限度額

の増額と、軽減判定所得の拡充により低所得者の国保税を減額する改正を行ってお

ります。  

  今年度６月５日時点の被保険者の状況で申し上げますと、基礎課税額の限度額を

引き上げることによる影響世帯数は７世帯で、影響額は 194万 8,000円の増、介護納

付金課税額の限度額を引き上げることによる影響世帯数は７世帯で、影響額は 58万

2,000円の増となります。また、軽減判定所得の改正による影響世帯数及び影響額

につきましては、５割軽減につきましては、基礎課税分は 19世帯、影響額は 71万

3,000円の減、後期高齢者支援金等分は 19世帯、影響額は 21万 7,000円の減、介護納

付金分は６世帯、影響額は６万 4,000円の減であります。また、２割軽減につきま

しては、基礎課税分は 12世帯、影響額は 15万 2,000円の減、後期高齢者支援金等分
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が 12世帯、影響額は４万 6,000円の減、介護納付金分は９世帯、影響額が２万 8,000

円の減であります。  

  以上です。  

○田畑議長  再質疑ありませんか。  

  増田浩二議員。  

○増田議員  先ほど引上げのところで、要するに引き上がる方の部分については７世

帯分ということで 194万円と、新規でしたか、 58万円という形で、引き上がった額

については、要するに 252万円ということでいいんでしょうか。ちょっとその辺の

確認だけ、増税分というんですか、その部分の総額、これでええのかどうかという

確認だけちょっとお聞きしたいと思います。  

○田畑議長  答弁願います。  

  保険年金課長。  

○井辺保険年金課長  増田議員の再質疑、引上げの金額につきましては、今、ご指摘

のとおり、 194万 8,000円及び 58万 2,000円の合計額が引上げの影響額ということに

なってございます。  

○田畑議長  再々質疑ありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  続きまして、議案第 28号、よろしくお願いします。  

  増田議員。  

○増田議員  次に、 28号の一般会計の補正予算の５号で 11点あるんですが、１つずつ

お聞きをしたいというふうに思います。  

  今回の補正予算で、地方消費税の交付金、これが減額されてきているわけなんで

すが、この理由はどうしてなのかという点。  

  それと２点目は、地方交付税、いつも毎年、地方交付税の算定という部分で議論

交わすわけなんですが、今年度というんですか、令和元年度のこの部分で、普通交

付税と特別交付税、これで合計で３億円という当初からの見込み違いというものが

出てきています。これ毎年言うんですが、本来、当初予算で計算した金額、それと、

なぜ決算というんですか、年度末でこのような違いが生じたのかと。これはやっぱ

りしっかりと検証していく必要があると思うんですね。元年度の場合、係数上、計

算していく上で、岩出市と国の違いというのは、なぜ起きてきたのか、その違いは

どういうものだったのかという点、この点をお聞きしたいと思います。  

  ３点目は、衛生費の手数料のところで、月額の部分で、元年度の場合は 1,600万
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円増額という結果になりましたという説明がされました。この月額、月ぎめという

んかな、それで毎月で 1,600万円という増額要因というものはどういうふうにして

生じたのかという点、当局としてはどのように見ているのかという点、この点をお

聞きしたいと思います。  

  ４点目は、保険基盤の安定で、県からの負担金という部分のところで、今年度の

場合、増額というような形でなってきています。これについては、なぜ 2,000万円

ぐらいのこのお金が、県の負担の増額というふうになったのか、この理由をちょっ

とお聞かせいただきたいというふうに思います。  

  ５点目としては、不動産の売払い、これの部分で 2,000万円余り、現実には行わ

れてきたという説明でした。不動産として売り払った場所、この場所と、なぜその

場所を売り払わなければならなかったのか。この点、この理由をお聞かせいただき

たいと思います。  

  それと６点目は、岩出駅のバリアフリー化、実際には工事も終わって、現実に岩

出駅で使われているんですが、そもそもかなりの額が市として負担しなければいけ

ないという予測をされていたと思うんですが、かなりの大きな額が減額になったの

で、これはどういうような理由で、このような負担金の減というふうになったのか

という、この理由をお聞かせいただきたいと思います。  

  それと７点目は、令和元年度において、今、通知カードとか個人番号カードとい

うものが今あるわけなんですが、元年度においての通知カードの発行、また個人番

号カードの発行枚数というのが何枚ぐらいあったのかという点、この点をお聞きし

たいと思います。  

  それと８点目として、母子福祉費において、システム改修費というのが、業者が

無料で実施しましたと。だから、減額になりましたという、こういう説明だったん

ですが、なぜ無料実施というふうな形になったのか、その理由をお聞かせいただき

たいと思います。  

  それと９点目は、農業人材力強化総合支援事業、移住支援事業という部分なんか

も、岩出市、県とも併せていろんな事業やっているんですけども、該当者なしとい

うような説明でした。たしか去年度も該当者なしというような状況じゃなかったか

なという記憶もあるんですが、現実に、今の岩出市において、このような農業人材

力強化総合支援事業とか移住支援事業、こういうものを実施していく上で、市とし

てその制度を活用できるような、そういう工夫というのは、元年度においてどのよ

うな形で工夫をしようとしてきたのか、この点をお聞きしたいと思います。  
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  それと、森林管理業務の必要性という部分で、森林管理業務を委託するという、

こういうことを予定していたんだということを予算で組んでいたわけですね。とこ

ろが、補正では実績なしというような説明でした。なぜ実績なしということになる

のか。当初もともと市として予定していた部分があるんですが、それはなぜ実績に

なしという形になったのか、この理由をお聞かせいただきたいというふうに思いま

す。  

  それで最後に、今、コロナという部分で、今も大きな影響も出てきているんです

が、学校給食の運営費、この中で事前説明のときには、副食加工、パン加工、米食

加工で 700万円のこういう影響があったんで減額になりましたという説明でした。

その中で令和２年度の補正予算、この中では実際に業者に対しての補償金というの

は 383万円というのが支払われるというふうになっているんですが、ちょっとこの

辺で 700万円の関係と 383万円の補償費との乖離という部分かな、そういうのがどう

見るのか、この辺の説明をちょっとしていただきたいと思っています。  

  それと、元年度時点で、３月の時点ですかね、給食費がなかったということで、

補償を業者にされるんですが、業者に対しての補償金額という、この基準というの

は元年度の時点ではどういうふうになっているのか。直接は、あとの補正で本来は

聞くのが妥当なのかなとは思うんですが、この時点で分かるんであれば、業者に対

する補償金というのは、いつ頃支払うという予定を市としては考えているのか、こ

の点、ちょっとまず最初に質疑をさせていただきたいと思います。  

○田畑議長  答弁願います。  

  財務課長。  

○西浦財務課長  増田議員ご質疑の１点目と２点目、５点目にお答えします。  

  まず１点目、地方消費税交付金の減額理由はですが、地方消費税交付金について

は、平成 29年度交付実績を基に、国が示す地方財政計画の伸び率を踏まえ、当初予

算を計上しておりましたが、交付額が確定したため補正するものです。  

  次に、２点目の地方交付税において、普通交付税、特別交付税で３億円の見込み

違いが生じているが、当初予算と比較して、係数上で国との違いはどのような指数

が違っていたのかですが、地方交付税は国から配分される財源であることから、地

方財政計画を踏まえて予算計上しております。  

  普通交付税については、平成 30年度の交付実績を基に、国が示す地方財政計画の

増減率を踏まえ、当初予算を計上しておりましたが、交付額が確定したため補正を

するものです。また、特別交付税については、平成 29年度の交付実績を踏まえ、当
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初予算を計上しておりましたが、交付額が確定したため補正するものです。  

  次に、５点目の不動産売払いとして 2,000万円余り行われているが、売り払った

場所と理由はですが、法定外公共物等の売却については、単独利用が困難等の理由

により不要となった法定外公共物を隣接地所有者が一体利用することを条件に売却

しています。売却場所は、中黒の水路、安上の里道水路、堀口の里道、山の里道水

路、中島の道路、川尻の水路の計６件です。土地については、宮 86番１の旧岩出地

区公民館跡地、根来 277番２の旧労働省官舎跡地の一部の計２件を売却しました。

両件とも施設撤去後は未利用地となっておりましたので、市ウェブサイト等で公募

したところ、応募があり、売却したところでございます。  

○田畑議長  クリーンセンター所長。  

○大島クリーンセンター所長  増田議員ご質疑の３点目についてお答えいたします。  

  衛生費手数料の月ぎめ分とは、事業系一般廃棄物をクリーンセンターに事業者登

録されていて、ほぼ毎月搬入する事業所を対象としている手数料となります。  

  月ぎめ分を増額補正した理由といたしましては、令和元年度中に新たに物流セン

ター等の大型商業施設が増えたことや、店舗の事業活動により事業所から搬入され

た事業系一般廃棄物が増えたことによるものです。  

○田畑議長  保険年金課長。  

○井辺保険年金課長  ４点目の保険基盤安定県負担金の増額の理由についてですが、

保険基盤安定負担金は、国保被保険者の保険税負担の緩和と市町村国保の財政基盤

の安定に資することを目的に、低所得者に対する保険税軽減相当額を一般会計から

繰り入れる保険税軽減分と低所得者を多く抱える市町村を支援し、保険税負担を軽

減するため、平均保険税額に保険税軽減世帯に属する一般被保険者数を乗じた額に

一定割合を乗じた金額を繰り入れる保険者支援分があり、県の負担割合は、保険税

軽減分が４分の３、保険者支援分が４分の１となります。  

  今回、軽減世帯に属する被保険者数が、当初見込み数より上回ったことにより、

保険基盤安定負担金の交付決定額が増額し、それに伴い県負担金も増額となったも

のです。  

○田畑議長  総務課長。  

○木村総務課長  ６点目、岩出駅バリアフリー化負担金の減額の理由についててです

が、ＪＲ西日本株式会社和歌山支社が、令和元年度に行った岩出駅バリアフリー化

事業に対する令和元年度分の国庫補助金額の確定に伴い、市の負担金について不用

額を減額するものです。  
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  負担金減額の要因としましては、令和元年度、事業の国の補助金対象金額の減に

より、市の負担金が減額となったものです。  

  補助率としましては、国３分の１、市３分の１、事業者３分の１で、市の補助額

の２分の１が県から市に対し補助されます。  

○田畑議長  市民課長。  

○大島市民課長  ご質疑の７点目、令和元年度における通知カード、個人番号カード

の発行枚数はについてお答えします。  

  令和元年度における岩出市での通知カードの再交付枚数は 197枚、個人番号カー

ドの交付枚数は 1,872枚でございます。  

○田畑議長  子ども・健康課長。  

○広岡子ども・健康課長  質疑８点目のシステム改修費についてお答えいたします。  

  昨年度、市の基幹系システムの入替えに伴い、別で稼働していた児童扶養手当シ

ステムを基幹系に取り込むこととなりました。当初予算計上時点では、児童扶養手

当システムを開発した業者に依頼して、データを取り出すことを想定して、費用を

予算化しておりました。しかし、基幹系システムの業者がデータを取り出すことが

できたため、児童扶養手当システムの開発業者に依頼する必要がなくなり、予算化

していた分の費用が不要となったものです。  

○田畑議長  産業振興課長。  

○今井産業振興課長  ９点目、農業人材力強化総合支援事業につきましては、那賀振

興局、紀の里農業協同組合、岩出市農業委員会等、関係機関と連携を密にし、就農

相談や農地の権利取得と併せて制度の活用に努めているところです。  

  また、移住支援事業については、和歌山県と連携し、東京一極集中の是正及び県

内の中小企業等の人手不足を解消することを目的として、東京 23区や東京圏からの

移住について、制度の活用に努めているところです。  

  続きまして、 10点目ですが、森林管理業務につきまして、令和元年度から全国一

斉に開始された森林経営管理法に基づく事業として、本市においても当初予算にお

いて、森林環境譲与税の譲与見込額から森林経営管理業務委託見込額を計上してい

ましたが、本市の森林経営及び林業がおおむね行われていない状況であるため、本

年度、森林経営管理委託業務が必要な案件が発生しなかったためでございます。  

○田畑議長  教育総務課長。  

○南教育総務課長  ご質疑 11点目についてお答えいたします。  

  議員のご質疑は、議案第 28号  令和元年度の一般会計補正予算第５号の専決処分
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した金額と議案第 33号  令和２年度一般会計補正予算第１号に計上している補償額

383万 4,000円との差ということと思いますので、お答えさせていただきます。  

  令和元年度一般会計補正予算第５号に計上した学校給食運営費における学校給食

に係る加工委託料は、副食加工委託料が 484万円、パン加工委託料が 108万 5,000円、

米飯加工委託料が 104万 3,000円の計 696万 8,000円となりますが、この補正額は令和

元年度を通じての不用額であります。  

  議案第 33号  令和２年度一般会計補正予算第１号に計上している補償額 383万

4,000円は、コロナウイルス感染防止により、３月２日から３月 24日までの間、学

校が休業したことによる給食関係事業者に対する補償金となっており、その内訳に

つきましては、加工委託料では、パン加工委託料 75万 5,837円、米飯加工委託料で

102万 5,605円 で 178万 1,442円 、 そ れ に 加 え ま し て 、 賄 材 料 費 で は 、 牛 乳 が 98万

9,932円、野菜が 106万 2,200円で 205万 2,132円となり、加工委託料と賄材料費を合

わせまして 383万 3,574円となっております。  

  食数で申し上げますと、年間で 87万 191食を見込んでおりましたが、実績食数は

80万 3,245食であり、差引き６万 6,946食の減ということになりますが、そのうちコ

ロ ナ ウ イ ル ス の 影 響を 受 け た ３ 月 ２ 日 から ３ 月 24日 の 16日 間の 休 業 部 分 は ６ 万

4,286食となります。  

  今回の補償については、国からの要請により、学校臨時休業中の給食関係事業者

に対する補償であり、その基準といたしましては、１点目、補償期間が３月２日か

ら３月 24日までの期間であること、２点目に、事業者に対して既に発注していた食

材であること、３点目に、加工料の一律 10％を削減した金額であること、４点目に、

加工していないために消費税は算出しないで、円未満を切り捨てている。以上の基

準になってございます。  

  なお、議案第 33号  令和２年度一般会計補正予算第１号に計上している補償金

383万 4,000円については、本年５月 29日に対象事業者に支払い済みでございます。  

○田畑議長  再質疑ありませんか。  

  増田議員。  

○増田議員  ２点目の地方交付税で３億円の乖離、これについては、私、今答弁いた

だいたような答弁というのは、中身聞いているんじゃないんですよ。いつも言って

いるんですが、数字上で、岩出市で人口割とか面積割とかといういろんな係数、い

ろいろありますんやか。それを基にして、岩出市は予算計上されているわけでしょ

う。実際には、市として、たしか、あれ計算指数８つか９つぐらいあったはずなん
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ですよね。それが市の係数として、こういうような係数でしたと。最終的には、国

の確定というんですか、それがこういう指数で計算されてきましたと。確定しまし

たと。  

  だから、この数字、ここに書いているように、係数上で何が違っていたのかと。

その差がなぜ２億円という額で生じてきたのかと。やっぱりこれをしっかりとつか

んで、もちろん市としてはつかんでいるはずだと思うんです。だから、つかんでい

る計算上の数字がどうだったのかということを私これ通告で出しているんですよ。  

  ３月の当初予算のとき、今年度のときなんかも、そういう数字上の計算式という

のも含めて、資料を出してくださいというのも言ったんです。内部文書ですから出

せませんと。それでも欲しかったら情報公開条例で出してくださいというようなこ

とまで言われました。当初予算のときに、計算式、どういう計算式で出しているん

ですかと聞いて、資料欲しかったら情報公開条例で出してくださいと言われたら、

情報公開条例は２週間かかるんですよ。議会終わっていますよ。他の自治体なんか

では、これこれ交付税については、こういう計算方式で、金額はこういう計算で計

算しましたから、合計額が幾ら幾らになりますというね、そういう資料なんかもき

ちんと出してきているんです。  

  そういう点では、特に９月の決算のときなんかは、やはりそういう部分で、なぜ

そういうふうな違いが生じてきたのかということなんかも、市としてしっかりと見

詰め直していく必要がやっぱりあると思うし、議会側としても、その辺のところの

資料というのは、しっかりとした資料というのをやっぱり出していただきたいとい

うふうに思います。  

  だから、そういう点でいうたら、先ほどの答弁で、国の計算式の確定がこうなっ

たからというだけの答弁で、私ちょっと納得もできないし、なぜそういう違いとい

うのが出たのかという資料、きちんとした計算式、これを請求したいというふうに

思います。  

  この点については、議長に、これは当局に諮っていただきたいというふうに思い

ます。  

  それと、保険基盤安定の県負担金、これは当初より人数が多かったと。見込みよ

り人数が多かったということなんですが、これ何人ぐらい、人数見込みよりも、当

初よりも多かったんでしょうか。人数だけで結構です。ちょっと教えていただきた

いというふうに思います。  

  それと、８点目の母子福祉のシステム改修費ですね、事前説明のときと説明がち
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ょっと違うので、改めてお聞きしたいんですが、事前説明のときには、業者が無料

で実施してくれたんだという説明されたと思うんですね。でも、今聞いたら、そう

ではなしに、無料で実施したんじゃなしに、もともと実施する必要性がなかったん

で、システムの中で計算ができたので、改めてそういうシステム改修を行う必要が

なかったんだという、こういうことなんで、その辺のところは説明のときに、無料

実施というのは、ちょっと間違いだったのかなというふうには思うので、その辺の

とこだけはちょっと指摘だけさせていただきたいなというふうに思うので、もうち

ょっと丁寧な説明を今後していただければなというふうには思っています。  

  それと、農業人材力強化総合支援事業という部分なんかも、岩出市として事業そ

のもの自身について、やはりこういう制度そのもの自身を活用していただくことに

よって、やっぱり岩出市に定住してもらうという、そういう大きな形にもなると思

うので、市として、今のこういった制度というのが活用できないというのであれば、

今後、制度そのもの自身をさらに充実していくという、そういう方向性は持ってお

られるのかどうかという点、この点をお聞きしたいと思うんです。  

  10点目の森林管理業務については、森林に関係する事業そのもの自身はする必要

がないんだというような説明だったんですが、果たしてそうなのかなと思うところ

があるんです。実際には、国の保安林であれ、なんであれ、森林伐採という、下草

というんですかね、そういう部分なんかもしっかりと下草が生えてこないような、

そういうような形の森林の荒廃ということにつながらないというような手だてが、

やはり岩出市なんかでも必要になってきているんじゃないかなというふうに感じて

いるんです。  

  そういう点では、森林の管理という部分について、市として、下草刈りとかとい

う部分の点では、どういうような対応をしていかなければいけないのかというふう

に感じておられるのか、この点をお聞きしたいというふうに思います。  

  以上の点だけ、ちょっと再質疑させていただきたいと思います。  

○田畑議長  答弁願います。  

  財務課長。  

○西浦財務課長  増田議員の再質疑にお答えいたします。  

  当初予算の地方交付税の算定根拠についてですが、当初予算の算定については、

国から出される地方財政計画、これは地方交付税法に定められておるものなんです

けれども、こちらはあくまでも地方交付税の増減率が出されるものでありまして、

議員おっしゃられている内容といたしましては、恐らく単位費用のことをおっしゃ
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られているとは思うんですけれども、そちらのほうは当初は示されておりません。

ですので、当初予算に関しましては、国から出される地方財政計画の増減率、平成

31年度の場合は 101.1％を踏まえて、交付税の額を算定しておるところでございま

す。  

○田畑議長  保険年金課長。  

○井辺保険年金課長  増田議員の再質疑にお答えいたします。  

  負担金の基となる被保険者の数が何人ぐらい多かったのかというご質疑でござい

ますけれども、平成 30年度の実績で 7,442人であったものが、令和元年度において

7,567人ということで、 125人増となったものでございます。  

  以上です。  

○田畑議長  子ども・健康課長。  

○広岡子ども・健康課長  増田議員の再質問にお答えいたします。  

  先ほども申し上げましたように、児童扶養手当システムのデータを引き抜くこと

は実際やっております。もともとは開発した業者に引き抜いてもらうために予算を

計上しておったんですけども、引き抜いたデータを入れるほうの基幹系のシステム

の業者のほうが、それを無料で行ってくれたという形になっておりますので、説明

のときは無料でという説明をさせていただいております。  

○田畑議長  産業振興課長。  

○今井産業振興課長  農業人材力強化総合支援事業について、市としての活用の方策

とか制度の充実を考えないのかというご質疑だったかと思いますが、まず、この事

業につきましては、国、農林水産省のほうから和歌山県を通じて、全国的に岩出市

でも実施している事業でありまして、その事業スキームというのは全国統一でござ

います。岩出市につきまして、現在のところ、これに特別な何かを加えて制度を充

実させるというようなところまでは考えておりません。  

  それから、森林経営管理のほうでございますが、森林経営管理法の対象としてい

ますのは、民有の人工林、植林された代表的なものは、杉、ヒノキなどですね、そ

ういったものが植林された人工林を対象としておりますので、議員再質疑にござい

ましたように、国の保安林であったりとか、人里近くの雑木林の下草刈りというの

は対象となりませんので、したがいまして、民有の人工林というのが岩出市内では

ほぼ見かけない状況でありますので、森林管理事業の対象となるものが前年度はな

かったということになります。  

○田畑議長  再々質疑ありませんか。  
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  増田議員。  

○増田議員  余り時間がないのであれなんで、簡単に言いますけども、本来、地方交

付税の算定ですね、それを細かい他の自治体なんかでは計算式を基にして算定して

きているんです。岩出市では、そういう細かい算定式では計算していないという認

識でいいのかどうか、この点だけ再度確認だけしたいと思います。  

○田畑議長  答弁願います。  

  財務課長。  

○西浦財務課長  増田議員の再々質疑にお答えいたします。  

  当初予算に関しましては、地方財政計画、これは法律に基づいて出されておる数

値ですので、それに基づいて当初予算の計上はしております。その後、当該年度に

入りましたら、細かい単位費用等出てきますので、それに基づいて再算定はさせて

いただいているところでございます。  

  以上です。  

○田畑議長  しばらく休憩いたします。  

  午前 11時から再開します。  

                  休憩             （ 10時 46分）  

                  再開             （ 11時 00分）  

○田畑議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  

  議案審議を続けます。  

  続きまして、議案第 29号の質疑をお願いいたします。  

  増田浩二議員。  

○増田議員  29号、国民健康保険特別会計補正予算、これ２点お伺いしたいと思いま

す。  

  実際、今回基金へ積み上げられるわけなんですが、今回積み上げられる基金と合

わせて、基金合計は幾らなのかという点。  

  それと２点目は、今、新型コロナの影響というのが、今もずっと影響が出ている

中で、今回、基金の活用方法、これについては、今後どのように活用されるおつも

りなのか、また考えはあるのかどうか、この点だけお聞きしたいと思います。  

○田畑議長  答弁願います。  

  保険年金課長。  

○井辺保険年金課長  増田議員ご質疑１点目の基金へ積立てが行われますが、基金合

計は幾らとなるのかにつきまして、令和元年度当初の残高 1,095万 7,215円から、前
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年度の決算収支に伴う積立て等により、令和元年度中に 9,511万 9,626円を増加し、

令和元年度末の時点で残高は１億 607万 6,841円となっております。  

  ２点目の新型コロナの影響が出ている中で、基金の有効活用方法は考えているの

かについてですが、今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを理由に、

直ちに国保事業運営基金を活用していく考え方ではなく、本来の基金を取り崩す場

合の考え方としましては、本市が県へ納める国保事業費納付金が増額となって、支

払いに充てる財源不足額の補塡に活用することや国保事業運営に著しく支障を及ぼ

す財源不足が生じた場合、財源不足額の補塡に活用することを考えております。  

  以上であります。  

○田畑議長  再質疑ありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  続きまして、議案第 30号の質疑をお願いします。  

  増田議員。  

○増田議員  30号、介護保険関係の補正でも２点お伺いしたいと思います。  

  説明では、介護認定審査会が開催減となったという説明がされました。これはど

ういう理由で開催減となったのか、この理由についてお聞きをしたいと思います。  

  それと２点目は、開催減によって審査されるべき件数とか、そういうこともやっ

ぱり絡んでくる、開催が減ることによって、積み上がってくるとか、積み残しとか

という、そういうのが出てこなかったのかどうか、そういう点で開催減の影響とい

うのはどういうような部分が出たのか、この点をお伺いしたいと思います。  

○田畑議長  答弁願います。  

  地域福祉課長。  

○長倉地域福祉課長  増田議員のご質疑の１点目、介護認定審査会の開催数減の理由

についてお答えいたします。  

  高齢者の人口増に伴い、申請件数の増を見込んでおりましたが、実際は申請件数

が前年度比 106件の減、審査件数が 73件の減となったことにより、予算で見込んで

いた開催数と実績に差が生じたものです。令和元年度予算では 89回の開催を見込ん

でいましたが、実績は 80回でした。  

  ２点目の開催減によって審査されるべき件数等で影響は出なかったのかにつきま

しては、平成 30年度、令和元年度とも１回の開催件数は約 30件で変わりなく、影響

はございませんでした。  

○田畑議長  再質疑ありませんか。  
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  増田議員。  

○増田議員  認定審査会、これ自身は、今回、コロナが出てから開催されたんでしょ

うか。もしされたにしても、されなかったにしても、今後、現在、コロナの影響と

いうのが続いているわけです。その点では、介護認定審査会の３密というのをやっ

ぱり避ける対応は求められるという中で、どのような形で認定審査会を開催されて

いるんでしょうか。  

○田畑議長  答弁願います。  

  地域福祉課長。  

○長倉地域福祉課長  増田議員の再質疑にお答えいたします。  

  コロナの影響によって３密を避けるということで、当市におきましても審査会の

開催については検討を行いましたが、やはりこれにつきましては、審査の適正化、

審査をきちんと行うということで、審査委員が５名でありますので、大きめのお部

屋で審査委員さんの距離も離して、お部屋の換気も行いながらということで、マス

ク着用、消毒ということで、３密の回避を徹底した上で審査会を開催しております。  

  今後もコロナの影響ということになりますが、現在のところ、近隣の市町村等も

確認した中で、やはり審査会は従来どおり開催しているということで、市も従来ど

おり開催を予定を考えております。  

  ただ、コロナの影響による臨時的な取扱いというような国の示されていることも

ございますので、どうしても審査に当たって、施設等、面会謝絶というか、面会を

拒否という場合につきましては、有効期間の延長ということも対応が可能となって

おりますので、そこについても適切な対応を行っているところです。  

○田畑議長  再々質疑ありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  続きまして、議案第 33号の質疑をお願いします。  

  増田議員。  

○増田議員  33号については、１点だけお伺いしたいと思います。  

  今、特別定額給付金の事業、これが今されているわけなんですが、給付手続で、

困難で未申請になっている方もやっぱりあると思うんですね。そういう方に対して

の配慮というような点では、市はどのように考えておられるんでしょうか。ちなみ

に、もし分かるんであれば、昨日なりの時点で、特別定額給付金、今どれぐらい申

請がされているのか、件数、もし分かればお答えも頂きたいというふうに思います。  

○田畑議長  答弁願います。  
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  総務課長。  

○木村総務課長  特別定額給付金で、手続困難で未申請となっている方への配慮につ

きましてですが、市では、市民の皆様からの申請手続等の問合せに対応するため、

専用フリーダイヤルを設けております。フリーダイヤルの存在や電話番号を広く周

知するため、申請案内を送付した封筒の表面に電話番号を大きく記載したり、広報

いわでや市のウェブサイトにおいて広く広報しているところでございます。  

  申請書の記入方法について、聞きたいが電話だけでは不安で、直接相談しながら

申請書の記入をしたい方もいらっしゃることから、市役所の第６会議室に給付金の

窓口を設け、３密にならないように配慮しながら、職員が申請の補助を行っている

ところです。  

  障害等により申請手続が困難な方についても、申請手続が補助できるよう、地域

福祉課障害福祉係と連携して対応を行っているところでございます。  

  また、現在、施設等に入所中の児童については、施設の担当者と連携し、申請漏

れのないように進めております。  

  そのほか、国からの通知に基づきまして、申請手続が困難な状況にある方に対し

ては、可能な範囲で申請のサポートを行っているところでありますが、今後も皆様

に申請を行っていただけるように事業を進めてまいります。  

  なお、申請件数ということでしたが、６月 12日、本日、振込を予定している分を

含めますと、支給率は 83％となります。  

○田畑議長  再質疑ありませんか。  

  増田議員。  

○増田議員  ２点ちょっとお伺いしたいと思うんです。  

  １点は、今も申請困難な方にいろんな対応をされているということなんですが、

特に受給台帳ですか、もらえる方なんかにおいて、外国人の方、こういう外国人の

方には、市としてはどのような対応というんですか、援助というんですかね、そう

いうのは市としてどのような対応をされているのかという点と、もう１点は、たし

か、これ８月 15日が申込みの期限だと思うんですね。実際には、今の時点で、私の

聞いたときには、大体２万 4,000件ぐらいのうち２万件ぐらいは、今申請来ていま

すということでしたけども、どうしても残りの方でなかなか申請しにくいという方

なんかも含めて出てくると思うんですね。申請忘れているとか、そんな方に対して、

改めて再申請というんですか、こういう制度ありますけども、申請漏れていません

かというような再通知というようなことなんかは、市としては考えておられるんで
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しょうか。この２点だけ、ちょっとお伺いしたいと思います。  

○田畑議長  答弁願います。  

  総務課長。  

○木村総務課長  増田議員の再質疑にお答えいたします。  

  まず、外国人の対応ですが、外国人につきましても、マスコミ等、テレビ等でも

多く放送というんですか、紹介されておるところもあるということで、外国人の方

も多く申請はいただいてございます。  

  あと、締切りですけど、８月 15日ではなく、 25日となってございます。残りの方

に関しまして、広報に給付金の支給について、申請締切りの月まで、６月、７月、

８月、この広報に掲載を考えてございます。また、未申請の方には個別に申請を促

す通知文を送付するなどの検討もしてございます。  

○田畑議長  再々質疑ありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  続きまして、議案第 36号の質疑をお願いします。  

  増田議員。  

○増田議員  36号については、３点お伺いしたいと思います。  

  この国保税の一部改正で、条例に該当する対象者というのはどれぐらいあるのか

という点。  

  ２点目は、第 26条の 15、（２）のウに書かれている点なんですが、減収すること

が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が 400万円以下とい

う、こういう表現というんですかね、これは何か非常に分かりにくいような気がす

るんです。実際には、どういうようなことなのかというようなことをもうちょっと

分かりやすくするような、そういう対応が要るんじゃないかなというふうには思う

んです。実際には、この中身を理解するためのチラシとかパンフとかという、こう

いうのはやっぱり考えるべきじゃないかなというふうには思うんですが、こういっ

た中身、今回の条例の中身のパンフというようなことなんかは考えておられるんで

しょうか。  

  ３点目には、前年度所得の合計額が 400万円以下というふうにされているんです

が、この 400万円というふうにした理由というんですか、なぜ 400万円以下というふ

うなところで区切ったのか、この理由についてお聞きをしたいと思います。  

○田畑議長  答弁願います。  

  保険年金課長。  
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○井辺保険年金課長  増田議員ご質疑の１点目、条例に該当する対象者はどれぐらい

と見込んでいるのかについてですが、新型コロナウイルス感染症が被保険者に及ぼ

す影響は千差万別で、予測困難であり、根拠のある数値として算出することはでき

ません。  

  ２点目の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年度所得の合

計額が 400万円以下という表現は、国保事業者にも分かりにくいものではないか、

具体的に理解しやすいチラシやパンフの送付を考えるべきではないのかにつきまし

ては、改正条例の引用条文は、厚生労働省と総務省が連名で発出した「新型コロナ

ウ イ ル ス 感 染 症 の 影響 に よ り 収 入 が 減 少し た 被 保 険 者 等 に 係る 国 民 健 康 保 険 料

（税）の減免に対する財政支援について」の通知文書における減免基準の表現どお

りに規定しているものでございます。また、国保税の減免周知チラシなどの送付に

つきましては、本市も減免対象者や減免対象となる国保税額算定方法などを分かり

やすくまとめたものを作成し、令和２年度国保税納税通知書に同封して、国保被保

険者の方への送付を考えております。  

  ３点目の 400万円とした理由についてですが、この 400万円は、先ほどの厚生労働

省と総務省が連名で発出した通知文書における減免基準の表現どおりに規定してい

るものでありまして、国の減免基準のとおり、市が条例に基づいて国保税の減免を

行った場合には、減免に要する費用全額が財政支援の対象となります。  

  以上です。  

○田畑議長  再質疑ありませんか。  

  増田議員。  

○増田議員  この条例でいうと、事業所の方に対しての減免というように感じるんで

すが、そういう点では、先ほど、パンフレットとか、分かりやすいそのやつなんか

送付を考えているんだということなんですが、送付を考えておられる事業所数とい

うんですか、そういうのは何件ぐらいを想定されておられるのか。周知なんかは広

報なんかでも併せてやっていくんだということだと思うんですけど、少なくても、

今回のこの形で、岩出市としてもこういう制度やっていますよというのをどう知ら

せていくのか。また、送付を考えているということですんで、いつ頃送付を考えて

おるのかという点、この２点だけお聞きしたいと思います。  

○田畑議長  答弁願います。  

  保険年金課長。  

○井辺保険年金課長  増田議員再質疑のまず１点目、事業所対象かということでござ
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いますけれども、これ、あくまで国民健康保険の被保険者、加入されている市民お

一人お一人が対象となってございますので、そうご理解していただければと思いま

す。  

  あと、納付書の発送につきましては、来週の発送を予定してございます。  

  対象人数としましては、現時点の計算では 7,274件を想定してございます。  

  以上であります。  

○田畑議長  再々質疑ありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  続きまして、議案第 41号の質疑をお願いします。  

  増田議員。  

○増田議員  41号は、今年度、令和２年度の一般会計の補正予算です。この補正予算、

非常に大事な市民を守るための予算というふうに考えるものです。そういう点では、

今回、新型コロナの影響という点を岩出市としてどのような影響があり、どのよう

に対処をしようというような認識の下で、補正予算を組んできたのかという点、こ

の点をお聞きしたいと思います。  

  それと、マスクとか消毒液、この購入については、各担当課ごとで予算計上とい

う形で、この課でもマスクを買います、この課でもマスクとか消毒というような、

そういうような説明がありました。そういう点では、市として一括管理というよう

な形で対応というんですか、そういうんじゃなしに、担当課ごとというんですかね、

担当課別で予算計上した理由というのは、どういうような理由からなのかという点

と、それと、実際現時点で確保できる時期と見通しという点はどのように見ている

のかという点、この点をお聞きしたいと思います。  

  ３点目は、学校給食費での補償金というのが 537万円という形で計上しているん

ですが、今後、対応面というんですか、これ以上増えるというようなことはないの

かという点も含めて、今後の対応面については、どのような形で対応していくのか

という点をお聞きしたいと思います。  

  ４点目は、敬老会の中止による弁当配布というようなことも計画をされているわ

けなんですが、配布予定人数と配布時期、不在のとき、弁当配ったときに不在とい

うようなことなんかも考えられるんですが、そういった不在時での配布体制等、市

としては弁当配布についてどのように対応して進めようとしているのか、この点を

お聞きしたいというふうに思います。  

  それと５点目は、今、国の持続化給付金、これの対象外となる事業者支援給付金、
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岩出市でも始められるわけなんですが、市として、該当する市内の持続化給付金の

対象外となるような方の事業者数というのは、どれぐらいを見込んでおられるんで

しょうか。また、申請の受付時期、これについても、いつ頃を想定しているのか、

お聞きをしたいと思います。  

  最後に、妊婦さんに対する応援給付金という部分で、新たな施策が取られるわけ

です。 2,900万円ということを想定されているんですが、実際には、この事業を進

めていくという部分で、実際には、今年度、岩出市の出生児というのはどれぐらい

あるということを見込んで想定をされてきたのか。  

  実際には、ここ数年なんかは 400名を超える子供さんの出生というものがあるわ

けなんですが、この制度で、日によって区切るということによって、育児面という

部分で、実際には同じ学年の方なんかでも支給される人と支給されない人が生まれ

るんではないかなというふうに思うんです。  

  そういう点でいうと、非常に不公平感というのが生じるんではないかというふう

に考えるんですが、この点を市としてどのように考えた上で、この施策を実施しよ

うとしていくのか、この点、お聞きをしたいと思います。  

○田畑議長  答弁願います。  

  財務課長。  

○西浦財務課長  議員ご質疑１点目と２点目にお答えいたします。  

  まず１点目、新型コロナの影響をどのように認識した上での補正予算と捉えてい

るのかですが、和歌山県においては、令和２年４月 16日の国の緊急事態宣言発出か

ら、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく休業要請や学校休校などの緊急

事態措置等が実施されておりました。これらの措置による本市の市民生活や経済に

対する影響を緩和するため、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金を活用し、市独自の新型コロナウイルス感染症対策事業の検討を進め、補正予算

を計上したところでございます。  

  事業の概要は、参考資料として提出しております一覧表のとおりですが、市民の

皆様に対する支援、事業者に対する支援、公共施設等における感染予防、感染拡大

防止に向けた取組の各事業を予定しております。また、事業の計画に際しては、支

援対象のバランスを十分検討し、広く支援が波及するよう努めております。  

  次に、２点目のマスク、消毒液購入を各担当課ごとで予算計上していますが、一

括管理対応ではなく、担当課別とした理由は、また、現時点で確保できる時期と見

通しはについてですが、歳出予算の計上については、地方自治法第 216条の規定に
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よりまして、支出の目的により款項に区分しております。また、マスク、消毒液は、

現時点においては市場の在庫不足も解消されつつあることから、補正予算成立後は、

直ちに購入、配備を進めてまいります。  

○田畑議長  教育総務課長。  

○南教育総務課長  増田議員の３点目のご質疑にお答えいたします。  

  学校給食運営費での補償金は 537万 7,000円を計上しているが、今後の対応面はど

うしていくのかという点ですが、今回の学校給食費補償金は、４月と５月分の補償

になります。  

  今後の対応につきましては、６月 15日からは通常どおり授業を再開する予定です

ので、給食についても通常どおり行ってまいります。  

  今後、新型コロナウイルスの感染が拡大し、学校休業措置を取らなければならな

い事態になった際は、給食関係事業者に対する補償の問題も出てくる可能性はござ

います。その際は、先ほどご説明させていただいた基準に基づき補償をせざる得な

いものと考えてございます。  

○田畑議長  地域福祉課長。  

○長倉地域福祉課長  ご質疑の４点目、敬老会中止による弁当配布を計画しています

が、配布予定人数、配布時期、不在時での配布体制等はどのように考えているのか

についてお答えいたします。  

  配布予定人数についてですが、対象は昭和 21年 12月 31日以前生まれの方で、５月

１日現在で 6,365人の方です。  

  配布時期につきましては、９月 19日から 21日、敬老の日までの３日間程度を予定

しております。  

  不在時での配布体制はどのように考えているのかにつきましては、お弁当を各戸

配布するのではなく、事前にお弁当希望の有無を確認し、希望する方に対し、市内

各公共施設複数箇所でお渡しする計画としております。  

○田畑議長  産業振興課長。  

○今井産業振興課長  ５点目の持続化給付金、事業所支援給付金でございますが、こ

ちらについては 390件を想定しています。  

  それから、給付申請受付時期は、今回の補正予算が議決された後、７月から受付

開始を考えております。  

○田畑議長  子育て世代包括支援センター長。  

○塩中子育て世代包括支援センター長  ご質疑の６点目の妊婦応援給付金についてお
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答えいたします。  

  今年度の出生数につきましては、 430人前後と見込んでおります。今回のこの妊

婦応援給付金の対象者は、令和２年４月 27日時点で出産していない妊婦の方で、令

和２年５月 31日までに母子健康手帳の交付を受けている方です。  

  なお、令和２年４月 27日までに生まれたお子さんについては、特別定額給付金の

10万円が支給されるため、不公平感はないと考えております。  

○田畑議長  再質疑ありませんか。  

  増田議員。  

○増田議員  支援金の給付事業ですね、これについては委託という形の対応を取られ

るのか、それとも職員が支援金給付事業を対応するような形になるのか、どこが請

け負うのかという点、この点をお聞きをしたいというふうに思います。  

  それと、妊婦さんの応援給付金ですね、今、４月 27日までに生まれた方なんかも

あるんでいうようなことを説明されたんですが、現実的には、たしか５月 31日まで

に、妊婦さん、妊婦手帳ですか、取られた方という形になるんやけども、実際には、

例えば、６月１日とか２日に妊婦さんになられた方からしたら、何でというような、

同じように妊婦を経験というんかな、していく中で、やっぱりなぜ、どうしてとい

う不公平感というのが出てくるんじゃないかなというふうには、やっぱり思うんで

す。そういう点については、市としては、一定の区切りみたいなもの要ったんかも

分からんけども、なぜ５月 31日というところで日を決めたのか、その辺の基本的な

今回の規定にした理由ですね、それを再度お聞きをしたいというふうに思います。  

  それと、弁当の配布なんですが、今、希望者に対して、取りに来てもらうような

形の対応なんだということでした。いつも例年、敬老会に参加するというんかな、

そういう部分については、聞き取り調査みたいなんされるんやけども、この点でい

うたら、今回の聞き取りというんですか、弁当配布のための聞き取りというのは、

大体いつぐらいを想定されておられるんでしょうか。その点をちょっとお聞きした

いと思います。  

  それと、これも先ほど資料関係で、地方交付税の絡みでちらっと言うたんやけど、

確かに、市のほうからは、今回の補正予算関係で、制度に関する関係資料というの

が出されてきています。しかし、今もちょっと質疑で聞いたんですけどね、妊婦さ

んなんかに関する部分でも、なぜ 2,900万円なのかと。何人を実際には想定されて

考えておられるのか。事業者支援給付金についても、今 390件だということを言わ

れたんですが、やっぱりこういう関係資料のところでは、やっぱりいろんな形で事
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業をやっていく中の内訳、人数とか対象事業者数とか、そういう部分の内訳なんか

も、併せて配付資料の中に書いていただいたら、わざわざ質疑というんですか、そ

ういうのもしなくてもいいのに、もらった資料だったら、やっぱり分からないから、

どうしても聞かざるを得やんというようなことが生じますんで、この点については、

執行部なんかも答弁という部分も含めて、やっぱり時間の無駄というふうな形にも

つながってくるところがあると思うので、その辺については、今後、資料の中身な

んかについても、配付資料なんかも、内訳なんかも併せて書かれた資料を配付して

いただきたいというふうにも思います。  

  最後に、学校教育の部分なんかにおいては、やっぱり今もコロナの影響で大きな

影響が出ている中で、残念ながら、今、岩出市教育長、不在になっています。こう

いう点では、やっぱり教育長の不在というのは、行政運営に大きな支障というのを

生じさせているんじゃないかなというふうにも思います。そういう点では、今後、

教育長の選任というんですか、そういう部分なんかについては、今後どのように考

えておられるのか。早急に、やっぱり教育長を選任していく必要があるんじゃない

かというふうにも思いますが、この点について、市としてはどういうような考えを

持っておられるのか、最後にちょっとお聞きをしたいと思います。  

○田畑議長  答弁願います。  

  地域福祉課長。  

○長倉地域福祉課長  増田議員の再質疑にお答えいたします。  

  例年、敬老会への参加者の聞き取りの調査を行っていたが、今回はどのような時

期を想定しているのかということでよろしいでしょうか。  

  例年の敬老会事業につきましても、８月に各対象者宅に職員が訪問して、案内状

をお持ちしておりますが、今回は９月の敬老会事業は中止ですか、やはりお祝いの

気持ちを込めてということで、職員のほうがお祝いのメッセージを持って、やっぱ

り従来どおり訪問をさせていただこうと考えております。そのときに、お弁当の希

望についても、希望のお返事を頂けるように対応を考えておりますので、８月ぐら

い、例年と同様の時期を想定しております。  

○田畑議長  子育て世代包括支援センター長。  

○塩中子育て世代包括支援センター長  再質疑についてお答えいたします。  

  今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方への支援でありますので、当

初、緊急事態宣言が令和２年５月 31日となっていたため、５月 31日までといたしま

した。緊急事態宣言中は、不要不急の外出自粛や都道府県をまたいだ移動の自粛が
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求められ、帰省ができないなど、妊娠・出産に伴う近親者からの支援を受けられな

いなど、精神的にも不安を抱えやすい状況であったことからであります。  

  妊婦さん１人に対し 10万円を支給させていただき、対象者は 290人を想定してい

ます。  

○田畑議長  産業振興課長。  

○今井産業振興課長  事業所支援給付金の受付の形態、方法についてでございますが、

委託等ということでございましたが、現在、詳細にはそこまで決定はしておりませ

ん。基本的には、職員で実施する方向では考えてはおりますが、外部なども含めま

して、協力体制、どのように取っていくかということを検討してまいりたいと思い

ます。  

○田畑議長  教育部長。  

○湯川教育部長  教育長の選任のお話が出てございましたが、今日も職務代理者に出

席をいただいてございます。教育長の職務を代行する者に関する規則というものが

ございまして、この規則に基づきまして、今、職務代理者という形を取っておりま

す。この職務代理者の会務のうち、事務局の事務、あるいは職員を指揮監督する職

務、これは教育部長に委任することができるとなってございまして、私、その受任

をしてございます。現在のところ、特に問題はございません。  

  教育長の選任ということにつきましては、この議案に関係ございませんので、お

答えはできません。  

○田畑議長  再々質疑ありませんか。  

  増田議員。  

○増田議員  今回、いろんな形で質疑してきたんですが、やっぱり今、岩出市、今回

のコロナにおいて、いろんな制度というのを実施されるわけです。その点で、各個

人とかに周知される、広報に周知されるということも当然だと思うんですが、併せ

て、私、こんなときだからこそ市内放送、これをもっと活用してはどうかなという

ふうにも感じるところがあるんです。  

  今、大体朝 10時、４時ぐらいに放送なんかもされていると思うんですが、その放

送に合わせてもいいと思うんですが、今回、岩出市で妊婦さんの応援給付金の施策

もやりますよ、事業者支援給付金なんかについても行っていきますよということな

んかも含めて、いろんな制度、せっかくなんで、そのときに、そういう制度がある

ので、ぜひ申請してくださいというような市内放送なんかももっと有効活用しては

どうかなというふうに思うところがあるんですが、この点について、そういう制度
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の案内というのを行う考えなんかはないんでしょうか。このことをちょっと最後に

お聞きして、質疑を終わりたいと思います。  

○田畑議長  答弁願います。  

  総務課長。  

○木村総務課長  増田議員の再々質疑にお答えいたします。  

  市内放送を活用して、各施策のＰＲというんですか、してはどうかということで

すけども、市内放送につきましては、今、まず雨等の多い時期でございますので、

その中で各施策というのをそれを放送するというのは、現在考えてございません。  

  また、あらゆる媒体を使って、各施策については市民に周知させていただきたい

と思います。  

○田畑議長  これで、日本共産党議員団、増田浩二議員の質疑を終わります。  

  ２番目、尾和弘一議員、質疑時間 30分以内で、通告した議案を一括して議案ごと

に質疑をお願いいたします。  

  尾和議員、議案第 22号をお願いします。  

○尾和議員  まず、議案第 22号、専決処分について質疑をさせていただきます。  

  質疑内容については、６点になります。  

  まず第１に、第 24条の独り親としての概念と範囲についてお聞きをしたいと思い

ます。  

  第 54条、使用者を所有者とみなすことについてという形であるんですけども、賃

借人についてはどのようになるのか。  

  それから、第 73条の３、移転登記が未了の際、提出しないとき、これは義務規定

と私は理解しておるんですが、しない場合に罰則規定というのはあるのか。  

  それから、第 10条の２の水防法の浸水被害軽減地区についてでありますが、これ

については、固定資産税の減免措置をするということでありますが、岩出市におい

て、この地区はどこになるか。  

  それと関連して、土砂災害警戒区域、同様に、岩出市にもあると思うんですが、

これについては包含しているのか、してないのか。  

  それから、第 31条の「等」とあるんですが、法人税現行制度に代えてとあるが、

これについてお聞きをしたいと思います。  

  以上、５条について、いずれもこの改正については恒久的な理解でよろしいのか、

質疑をいたします。  

○田畑議長  答弁願います。  
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  税務課長。  

○松本税務課長  尾和議員のご質疑についてお答えいたします。  

  ご質疑１点目、第 24条における独り親の概念と範囲ですが、法制上において、子

を有する寡婦、女性の寡婦です、と子を有する寡夫、以下、男性の寡夫を「かおっ

と」と発言いたします。それから、未婚の独り親、この３つの概念を併せた概念と

して、独り親を定義しております。前年の合計所得金額が 135万円を超える場合を

除くとともに、住民票の続き柄に、夫（未届け）や妻（未届け）の記載がある者も

対象外となります。  

  次に２点目、使用者を所有者とみなすことについて、賃借人にはどうなるのかと

のことですが、賃借人から賃料を受け取っている所有者、例えば、死亡した登記名

義人の相続人とかがおれば、その方が所有者になりますので、賃借人は所有者とは

みなされないと考えます。  

  なお、今回の改正における使用者については、総務省から使用者の範囲等につい

ての考え方や典型的な例等については、別途通知により示す予定であるとの事務連

絡があり、今後、この総務省の通知等を待って、これに従い、令和３年度課税を行

っていく予定でございます。  

  続いて３点目、移転登記が未了の際、提出しないとき、罰則規定はあるのかにつ

いてですが、第 74条の３の規定は、相続登記が未了の場合における申告義務を規定

しているため、提出しない場合は、第 75条の規定により 10万円以下の過料の対象と

なります。  

  次に４点目、水防法の浸水被害軽減地区は岩出市にあるのかとのことですが、岩

出市には該当地区はございません。また、土砂災害警戒区域に関してはどうかとの

ことですが、土砂災害警戒区域は、議員おっしゃったとおり、岩出市にはございま

すが、この第 10条の２のわがまち特例の規定には該当いたしません。  

  次に、５点目の法人税現行制度に代えてとあるが、どうかについてですが、国税

である法人税において、企業グループ全体を１つの納税単位として申告する連結納

税制度に代えて、各法人が個別に法人税額を計算し、申告を行う個別申告方式とさ

れたということでございます。この法人税の改正に伴い、地方税法や租税特別措置

法に項ズレ等が生じたことによる規定の整理でございます。  

  なお、地方税である法人市民税は、従来から各法人を納税単位で計算しておりま

すので、今回の条例改正については、関係規定の整理のみで、法人市民税における

実質の運用は何ら変わりはございません。  
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  最後に６点目、いずれも、この改正は恒久的なものかについてですが、期限が規

定されておりませんので、今後、改正がない限り、この改正の内容のままというこ

とでございます。  

  以上でございます。  

○田畑議長  再質疑ありませんか。  

  尾和議員。  

○尾和議員  第 24条に関してですが、この条例改正については、私、過去、この議場

で一般質問して、適用にすべきだということで、やっと実現したかなという感想が

あるんですけども、例えば、独り親、シングルマザー、これについては還付控除が

今までなかったものが、今回新たに未婚の親についても対象になったということで

理解をしておるんですが、それでよろしいのか。  

  それと、この場合に、養父母の場合は、この対象の範囲になるのか、再度お聞き

をさせていただきたいと思います。  

  それから、 54条の使用者についてですが、総務省の通達によってということです

が、これはいつ頃、総務省のほうから当市に連絡が来るのか、それについてお聞き

をしたいと思います。  

  使用者を所有者とみなすということについてですが、 73条の３の関連もあるんで

すけども、相続登記が現実的に実施されなくて、未登記の法定相続人に登記をして

いない場合、これは多くの物件について発生をしておるんですが、その場合に、市

としてどういう手だてをしていくのか、そのお考えがあるなら、お聞きをしたいと

思います。  

  罰則規定については、 75条で 10万円ということですが、提出しないとき、これは

期限を設けているのか。何年以内に提出しないと罰則規定が適用されるのか、これ

についてお聞きをしたいと思います。  

  それから、 10条の２の浸水被害軽減地区に該当地区はないということであります

が、当市として、その浸水被害の過去起きたところについて、この状況をどう見て

いるのか。  

  それから、これの指定については、岩出市で考えているのか、県が指定をするの

か。  

  それから、土砂災害警戒区域についてですが、これについても、同様にどのよう

な手続において、今後指定されることになるのか、お聞きをしたいと思います。  

  それから、 31条の件ですが、連結決算で国税であるんですけども、どういうよう
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に理解していいかなということで、いろいろ私も考えたんですが、本来、本社が東

京にあって、岩出市に支店がある場合、国税については、東京都のほうに、連結決

算の下に納税されるという仕組みになっておりますが、このことによって各出先に

おいて、各地方自治体に納税の義務があるのかないのか。所得に対するそういう取

扱いになるのか。いや、そう違うんだと。従来どおり国税については、本社におい

て、その所在地において納付するということで理解していいのか、これについて再

度質疑をさせていただきます。  

○田畑議長  答弁願います。  

  税務課長。  

○松本税務課長  尾和議員の再質疑についてお答えいたします。  

  第 24条は、個人市民税の非課税範囲のことを言っておりまして、尾和議員おっし

ゃった扶養控除、寡婦控除のことにつきましては、第 34条の２で規定されておりま

す。今回、尾和議員のおっしゃったとおり、独り親ということが新たに追加された

ということでございます。これについては、シングルマザー、それからシングルフ

ァーザーということも入るということでございます。  

  それから、養父母につきましては、養子縁組等をしておりましたら、子というこ

とになりますので、入るということでございます。  

  次に、第 54条について、いつからということだったかと思うんですけども、申し

訳ございません、総務省のことは、いつ頃来るかということであったと思うんです

けども、それについては、まだこちらのほう、待っておるんですけども、まだ来て

ないということでございます。この 54条については、令和３年度課税となっており

ますので、まだちょっと猶予があるかなというふうに考えてございます。  

  それから、第 74条の３、未登記は、手だての期限ということだったと思うんです

けども、期限は３か月を経過した日までに申告をしていただかないと、罰則規定が

あるということでございます。  

  次に、第 10条の２の浸水の規定についてでございますけども、岩出市、この浸水

被害軽減地区というのは、輪中堤防、それとか自然堤防等の既存の盛土構造物を浸

水被害軽減地区として指定し、保全するために、平成 29年に水防法改正されて、浸

水被害軽減地区の指定制度が創設されました。  

  ただし、指定には全ての地権者の同意を要することから、令和元年８月時点で１

か所にとどまっておるということです。  

  和歌山県内は、こういう指定は、岩出市にはこういうことによって、この指定に
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至るものはございませんということでございます。  

  次に、 31条でございますけども、国税のことをちょっと聞かれておりますので、

私も国税のことになりますのであれなんですけども、連結納税制度から、それから

個別申告方式に変わったということでございますけども、個別になったものをそれ

ぞれ計算していき、損益通算につきましては、一括して、この制度については残っ

ております。それから各所得を計算しまして、個別に計算していくということでご

ざいます。  

  それから、法人市民税の計算式につきましては、岩出市に事業所がありましたら、

法人市民税がかかるということでございます。  

  以上でございます。  

○田畑議長  再々質疑ありませんか。  

  尾和議員。  

○尾和議員  １番の内容についてはよく分かりました。  

  それから、 73条の３についてですが、今、課長のほうから、３か月以内にしない

と罰則規定があるんだということですけども、これは３か月以内に現行制度でやる

場合に非常に無理があります。現在も所有者が不明の場合、枝葉がついて、法定相

続人が、孫、ひ孫まで発生しますから、それを特定して、法定相続人を確定して、

その人の遺産分割協議書を同意をもろて作成するということになりますと、通常、

一般的に２年ぐらいかかるんですよ、それを専属にやったとしても。全国に散らば

っておりますんで、それを３か月以内にこの罰則規定が適用されると、未登記の人

については、非常に問題があるということですので、これについては再度検討して

いただくことをお願いをしたいと。特例を設け、その項目を追加をして、未登記に

ついての条項にプラスをすべきだというように思います。  

  それから、一番最後の法人税の現行制度、私はここで聞いたのは、例えばの例で

すけども、和歌山に支店があって、本社が東京の場合、国税は本社のほうから東京

都を経由して納められるということになると思うんですが、例えば、利益が生じた

場合に、今そこが非常に地方自治体の不満の要因になっているわけですよ。各事業

所をその地方自治体のある場合は、そこに応じた決算をした場合に利益が上がれば、

それに応じて、法人市民税については分かるんですけども、所得に対する課税を各

地方自治体に、私の考え方でも、全国的に言われているのは、移管をすべきである

と。一極集中にするということは、やっぱり避けるべきだというふうに、各地方自

治法の長も言っておるんですが、これについて、私、今の答弁ではちょっと分かり
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にくいかったんで、再度お願いをしたいと。  

  それから、水防法の岩出市の海面ゼロメートル地帯、これについては、その対象

になるんではないかなというように思うんですが、今の答弁では該当する地区は岩

出市にないということですけども、過去の水害の関係から見て、岡田地区とか、中

島地区、紀の川に隣接しているゼロメートル地帯のところについては、この軽減地

区の対象になるんではないかなというふうに思うんですが、これについて、岩出市

で県が指定するんであれば、県のほうに具申をするというような手だてをしないの

かどうか、これについてお聞きをしたいと思います。  

○田畑議長  答弁願います。  

  税務課長。  

○松本税務課長  尾和議員の再々質疑についてお答えいたします。  

  まず、 74の３の３か月ということでございますけども、それがちょっと短いんで

はないかということでございますが、 74条の３が３か月ですが、 75条の罰則規定は、

現所有者が前条の規定により申告すべき事項について、正当な理由がなく申告しな

かった場合には、その者に対して 10万円の過料を科するということでございます。

正当な理由がございましたら、それは延びるということでございます。  

  それに、今現在も、死亡した後に、岩出市のほうで調べまして、相続人代表者兼

死亡者名義の固定資産現所有者届出書というのを出していただいております。この

届けを相続人、私たちが調べた相続人とか、それとか死亡届の出していただいた方

とか、いろいろそういうことを調べまして出していただくと、大体すぐに出してい

ただけるということになっておりますので、３か月というのは妥当かなと思ってお

ります。  

  それから、浸水のほうの 10条の２の浸水被害軽減地区ということでございますが、

これはまず、浸水被害軽減地区に指定するときに、まず、洪水浸水想定区域内でと

いうことになっております。洪水想定浸水区域内というのが和歌山県で決められて

おりまして、紀の川で言いましたら、橋本市、それから和田川、亀の川とか、日方

川とか、いろいろずっとあるんですけども、決められた浸水想定地区に紀の川の岩

出市が入っておりませんので、輪中堤とか、自然堤防もございませんので、そこに

は該当しないと考えております。  

  次に、法人税の件でございますが、先ほどもちょっと申しましたように、法人税

でございますので、法人市民税のことは分かっていらっしゃるとおっしゃっていた

んですけども、法人税のことでございますので、今回、グループ全体を１つの納税
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単位として連結する連結納税制度というのから個別申告方式に変わったということ

でございますけども、損益通算等、基本的な枠組みを維持しつつ、変わったという

ことでございます。  

  今まで連結で東京の本社のほうでやっていたのを損益通算はしつつ、個別に法人

税額を申告するということになったということでございます。  

  以上です。  

○田畑議長  しばらく休憩いたします。  

  午後１時 20分から再開します。  

                  休憩             （ 12時 07分）  

                  再開             （ 13時 20分）  

○田畑議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  

  続きまして、議案第 23号の質疑をお願いします。  

  尾和議員。  

○尾和議員  議案第 23号について質疑を行います。  

  前項の質疑のときと同様の内容ですので、ただ１点だけ、指定は誰が決めるのか。

公示ですね、これについてはどこがするのか、この１点のみ質疑を行います。  

○田畑議長  答弁願います。  

  税務課長。  

○松本税務課長  尾和議員の質疑についてお答えいたします。  

  指定は誰が決めることとなるのかとのことですが、浸水被害軽減地区の指定にお

いて、水防管理者が行うものとなっており、水防法第２条において、水防管理者と

は、水防管理団体である市町村の長、または水防事務組合の管理者、もしくは長、

もしくは水害予防組合の管理者をいうと定義されております。  

  また、告知はあるのかとのことですが、浸水被害軽減地区の指定の際には、水防

法施行規則第 19条の３の規定により、公示及び土地所有者への通知を行うこととな

っております。  

  以上です。  

○田畑議長  再質疑ありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  続きまして、議案第 26号の質疑をお願いします。  

  尾和議員。  

○尾和議員  議案第 26号について質疑を行います。  
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  今回の名称の変更、移管の点でありますが、どのようなシステムで、どういうよ

うな経過をとって検討され、変更されたのか。  

  それから、子ども・健康課、これは私の個人的な私感なんですが、非常に分かり

やすいということで、これだけ残されたと。なぜ変更しなかったのかということな

んですが、ほかの名称についても、支援課とか、援護課とか、いろいろあるんです

が、一般市民の感覚として分かりにくいんですよ、実際のところ、役所の仕事とい

うのは。だから、そういう意味では、分かりやすい言葉を名称にするというのが原

則ではないかなと思うんですが、これについて質疑を行います。  

○田畑議長  答弁願います。  

  生活支援課長。  

○中井生活支援課長  尾和議員の質疑にお答えします。  

  １点目の担当の変更につきましては、昨年度、生活福祉部の機構改革を行い、１

年間、各課において事務を実施してきた中で、一部の課の事務が煩雑化するなどの

問題が生じてきたことから、より市民に分かりやすく、効率的に事務事業に取り組

む観点も含め、生活福祉部内で改めて検討した結果、係を所管する課の見直しを行

ったものです。  

  具体的には、地域福祉課にありました総務福祉係と人権啓発係を生活支援課に、

子ども・健康課にありました健康推進係を保険年金課にそれぞれ移管しております。

これにより生活支援課を福祉業務の総務とし、地域福祉課は高齢者及び障害者に関

する事業、子ども・健康課では子育てに関する事業、保険年金課では国保の特定健

診等の保健事業と一般事業として実施している成人保健事業を一体的に実施できる

ようになり、市民により分かりやすく整備が図られたものと考えております。  

  ２点目の子ども・健康課をなぜ変更したのかにつきましては、昨年度まで、がん

検診や特定健診等の大人の健診事業を子ども・健康課と保険年金課に分かれて実施

していたため、間違った問合せが多く見られておりました。そういった点も含めて

検討した結果、子ども・健康課は、主に子供に関する事業を所管し、国保や後期高

齢など、成人の来庁者が多い保険年金課に健康推進係を移管したため、変更したも

のであります。  

○田畑議長  再質疑ありませんか。  

  尾和議員。  

○尾和議員  平たく言えば、先ほども若干申し上げたんですが、市民に分かりやすい、

理解しやすい課の名称を呼称として表示をすると。これは各地方自治体でも検討さ



－57－ 

れているんですけども、やはりそういう点では、まだまだやなというふうに思って

いますので、これはそういう意見だけ申し上げておきたいと思います。  

  答弁は結構です。  

○田畑議長  続きまして、議案第 28号の質疑をお願いします。  

  尾和議員。  

○尾和議員  議案第 28号について質疑を行います。  

  まず、繰越明許費の補正という形で、防災公園建設事業があります。これについ

ての内容、西のプールのとこではないかなと思うんですが、どういう事業で、どう

いうような内容になるのか、お聞きをしておきたいと思います。  

  それから、一般廃棄物処理手数料の増額が出てきておるんですけども、これにつ

いてはどういう理由で増額になったのか。  

  それから、農業人材補助金、これについては午前中の質疑にもありましたので理

解できましたから、質疑の答弁は結構です。  

  それから、法定外公共物に関しても、これも答弁は結構です。  

  それから、土地売却収入の明細、これもありましたので、改めて答弁をいただか

なくても結構です。  

  それと、岩出駅バリアフリーの負担金の問題であります。これについては、既に

完成をしたということなんですが、当初のバリアフリーにおける予算見積りと、現

行、完成した段階での金額の差がどれだけあったのか、そういう点で質疑を行いま

すので、ご答弁をお願いします。  

  それから、予防費のマイナスで 1,500万円計上されております。これはどういう

理由なのか、お聞きをしたいと思います。  

  それから、県営ため池負担金について、これについてもお聞きをしたいと思いま

す。  

  それから、公営住宅工事請負費のマイナスでありますが、これは業務と耐震化と

いうことでお聞きをしておったと思うんですが、当初の見積りと、なぜこういうよ

うな差額が出てきたのか、これについてお聞きをしたいと思います。  

  それから、危険ブロック補助金についてですが、現行の制度で、危険ブロックの

改修の件数と、実際に予算計上して 1,000万円から計上されておったんですけども、

実際上、この危険ブロック、岩出市で調査をされて、所有者に対してアプローチを

するなり、取組をされてきたのか、これについてお聞きをしたいと思います。  

  それから、基金費の積み増しについてでありますが、これについては答弁は結構
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です。午前中の中でほぼ理解できましたんで、これについては結構です。  

  以上です。  

○田畑議長  答弁願います。  

  総務課長。  

○木村総務課長  尾和議員ご質疑の防災公園建設事業の内容についてお答えいたしま

す。  

  防災公園建設事業は、堀口プールの跡地を利用し、平常時には交通公園を含めた

市民に親しまれる公園として、災害発生時には一時避難所としての機能を備えた防

災公園を建築するものでございます。  

  繰越明許費の内訳については、建築工事や土木工事などが主なものでございます。  

  続いて、岩出駅バリアフリー化の負担金で、当初予算と実際の比較の差というこ

と で 、 岩 出 駅 バ リ アフ リ ー 化 の 事 業 費 ２か 年 に 対 す る 市 の 予算 額 は 、 当 初 １ 億

5,432万 5,000円で、補助金確定後は 8,465万 5,000円となってございます。  

  次に、危険ブロック塀等撤去改善事業補助金につきまして、これにつきましては、

実績としましては、令和元年度が交付決定 10件で、補助金が 236万 2,000円となって

ございます。  

  住民への周知等につきましては、広報紙や市のウェブサイトでの周知をはじめ高

齢者を対象とした市のふれあい学級と、また教育委員会とも連携を図りながら、周

知、啓発に努めております。  

○田畑議長  クリーンセンター所長。  

○大島クリーンセンター所長  尾和議員ご質疑の２点目についてお答えいたします。  

  午前中の増田議員の質疑でもお答えいたしましたとおり、一般廃棄物処理手数料

の増額理由といたしましては、令和元年度中に新たに物流センター等の大型商業施

設ができたことや、経済活動により事業所から搬入された事業系一般廃棄物が増え

たことによるものです。  

○田畑議長  土木課長。  

○矢代土木課長  ご質疑にお答えします。  

  県営ため池負担金についてですが、これは県で実施している県営ため池整備事業

費の減額に伴う市の負担金の減額となります。  

  続きまして、公営住宅工事請負費のマイナス理由についてですが、これは工事の

確定によるものです。  

  なお、積算資料等により適切に積算はしていますが、入札参加者が企業努力等に
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より、応札額が低かったことによる差が生じたものでございます。  

○田畑議長  子ども・健康課長。  

○広岡子ども・健康課長  尾和議員のご質疑にお答えいたします。  

  質疑の予防費のマイナスについてですが、これは予防接種委託料の実績に伴う減

額となっております。子供の予防接種では、四種混合、小児用肺炎球菌、ヒブワク

チン、Ｂ型肝炎などで、出生数が当初見込みよりも少なかったこと、成人では、高

齢者肺炎球菌で接種者が少なかったこと、及び昨年度から新規事業である風疹の抗

体検査及び予防接種で、当初見込みほど受診者が伸びなかったことによるものです。  

○田畑議長  再質疑ありませんか。  

  尾和議員。  

○尾和議員  防災公園の事業なんですが、現在、着々と工事が進んでおるんですけど

も、これらの工事の内容について、詳細が決定された場合には議会にこういう内容

で建設しますよというような親切心は岩出市はないんでしょうかね。だから、一々

本会議の質疑で聞かないと答弁がされないということなんですが、例えば、現在の

平米数、これは建屋の平米数、どういう設備内容があるのか。防災として機能した

場合に、避難所というのもあると思うんですが、コロナ対策の問題で、収容人員が

制約されるということ等もあって、何人ぐらい、防災公園の施設に受入れができる

のか、これについてお聞きをしたいと思います。  

  それから、一般廃棄物の処理の問題ですが、当然、各事業所からはそれの処理費

用については、費用として上がってきておると思うんですが、費用対効果の点でプ

ラスマイナス、実態はどうなったのかということをお聞きをしておきたいと思いま

す。  

  それから、岩出駅のバリアフリーの件でありますが、これで見ますと１億 5,000

万円かかって、実際は見積りが１億 5,000万円で、実際は 8,000万円、だから 6,000

万円の差額が出ておる、単純計算しましてね。なぜこのような見積りの差が出てく

るのか。同様に、公営住宅工事請負費のマイナスについても、なぜこういうような

予算の見積り、積算根拠を出して、企業努力、入札努力やと言われるんですけども、

なぜこういうような開きが出てくるのか。そういう余裕の金があるんであれば、必

要なところに使っていく。この市民目線で、市民に還元をしていくということにお

金が使われるわけですから、そのような視点で、予算の見積り、積算根拠ももっと

具体的に分かるように、市民が分かるような形ですべきだというふうに思うんです

が、それについてお聞きをしたいと思います。  
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  それから、予防費の点でありますが、予防接種、これも聞かなあかんのですけど

も、見積りが何件あって、実際上、接種をしたのは何件で、何件しかなかったのか、

これらについて詳細にご答弁ください。  

○田畑議長  答弁願います。  

  総務課長。  

○木村総務課長  尾和議員の再質疑にお答えいたします。  

  まず、議会で質疑しないと答えが得られないということにつきましては、誠に申

し訳ございません。  

  次に、防災公園の中身についてですが、機能につきましては、防災資機材を保管

する備蓄倉庫をはじめ災害時にかまどとして使用可能なベンチや、テントとして使

用可能なあずまや、自家発電設備や防災活動用の空き地、これなどを備えた施設と

いたします。  

  あと、収容人員ですけども、約 200名を予定してございます。  

  それから、バリアフリー化でございます。これにつきましては、当初と大きさな

差があるということですけども、これにつきましては、国の補助対象金額の減によ

り市の負担金が減額となったもので、工事として、特にどこが減ったというもので

はございません。工事は全て完了してございます。  

○田畑議長  クリーンセンター所長。  

○大島クリーンセンター所長  尾和議員の再質疑にお答えいたします。  

  費用対効果ということでしたけれども、歳入につきましては、歳出のほうで、４

款２項１目クリーンセンター費の財源に充たっていると思いますけれども、ごみの

減量化を進めている市といたしましては、ごみの量に跳ね返っているといいますか、

ごみの量で手数料を頂いているというところになりまして、衛生手数料が増え続け

るというところは少し問題があるかと思います。  

  いずれにいたしましても、市としましては、事業系一般廃棄物も含めて、ごみの

減量化を推し進めて、これからもまいりたいと考えております。  

○田畑議長  子ども・健康課長。  

○広岡子ども・健康課長  尾和議員の再質疑にお答えさせていただきます。  

  当初見積りがどれぐらいあって、実績がどれぐらいあったかというご質問だった

かと思うんですけども、先ほど申し上げた予防接種の種類ごとで申し上げます。四

種混合につきましては、当初見積り 1,840人、実績は 1,685人でした。小児用肺炎球

菌ワクチンについては、当初見積り 1,840人、実績は 1,634人でした。ヒブワクチン
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については 1,840人の当初見積り、実績が 1,631人、Ｂ型肝炎につきましては、当初

見積り 1,420人、実績が 1,217人でした。高齢者の肺炎球菌につきましては、当初見

積り 883人、実績は 402人でした。それから、風疹の抗体検査ですけども、これ当初

見積りは 2,020人、実績は 488人、あと、それに伴う予防接種は、当初見積り 400人

で、実績 124人でした。  

○田畑議長  土木課長。  

○矢代土木課長  再質疑にお答えします。  

  予算との開きというところなんですけども、先ほどもお答えしたとおり、積算資

料等により適正に積算はしております。ですが、入札参加者による企業努力等によ

り、応札額が下がっているということでございます。  

○田畑議長  再々質疑ありませんか。  

  尾和議員。  

○尾和議員  一般廃棄物についてですが、費用対効果、金額は分かりますか。  

  それと、入札効果とよく市側は、執行部の皆さんは言われるんですけども、入札

効果の基本的な考え方、スタンスに、私は疑義を感じておるわけであります。そう

いう点で、もっと市民に分かりやすく、市民目線で、これはこういうことで入札、

企業努力というのは、それは一定の企業ですから努力もするでしょうけども、当初

予算の積算根拠、積算が、やはり甘いと言わざるを得ないと思います。これについ

てどのように考えておるのか、お聞きをしておきたいと思います。  

○田畑議長  答弁願います。  

  総合保健福祉センター長。  

○山本総合保健福祉センター長  すみません。クリーンセンターのごみという処理委

託料の増額の件につきまして、費用対効果と言われましたが、クリーンセンターで

のごみ処理というのは、国民生活、経済の安定的確保に不可欠な業務でございます。

費用対効果等を求めて残すということは絶対できません。岩出市内で発生したごみ

につきましては、岩出市内で処理をする。一般廃棄物に限ってなんですが、それで

ありますので、それが費用対効果、そういうのを求めておりませんので、そういう

考えはございません。  

○田畑議長  土木課長。  

○矢代土木課長  再々質疑にお答えします。  

  当初の積算は甘いというお話なんですけれども、積算資料、市場価格等により適

正に積算してございます。  
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○田畑議長  続きまして、議案第 33号の質疑をお願いします。  

  尾和議員。  

○尾和議員  議案第 33号について質疑を行います。  

  今回のこの議案についてですが、職員手当として、超過勤務手当の内訳、超過勤

務手当が計上されておりますが、この内訳についてお聞きをしたいと。  

  それから、人材派遣業務委託についてお聞きをしておきたい。  

  それから、特別定額給付金に関してでありますが、計上は 54億円ということであ

るんですけども、岩出市の人口を考え、それと岩出市に居住されている外国の方

等々を考えて、これで言えば、５万 4,000人かなということなんですが、実際上、

特別定額給付金については１人 10万円ですから、人口割にしてそれを計上するとい

うのが普通ではないかなと思うんですが、これについてお聞きをしたい。  

  それから、子育て世帯の臨時特別給付金、これについて、その内訳をお聞きした

いと思います。  

  それから、補償金について、これをお聞きしたいと思います。  

  以上です。  

○田畑議長  答弁願います。  

  総務課長。  

○木村総務課長  尾和議員ご質疑の特別定額給付金の関係の超過勤務手当の内訳です

が、８人の３時間 30分、これを時間単価 1,694円の超勤の割増し 1.25掛けまして、

その 100日分、 592万 9,000円で算定してございます。  

  次に、人材派遣業務委託料についてでございますが、申請書の入力業務や電話対

応などの業務を委託するため計上してございます。予算につきましては、 2,000円

の８時間掛ける 98日間、これを 10人に消費税を掛けまして、 1,724万 8,000円を算定

しております。  

  次に、特別定額給付金 54億円についてですが、令和２年４月 27日時点での給付対

象者５万 3,852人に、出生や住所設定、または施設入所等児童等による不測の増を

見込み、予算上の給付対象者を５万 4,000人として、１人 10万円で 54億円を計上し

たものでございます。  

○田畑議長  子ども・健康課長。  

○広岡子ども・健康課長  尾和議員のご質疑の４点目、子育て世代への臨時特別給付

金 8,054万円についてお答えいたします。  

  子育て世代への臨時特別給付金については、新型コロナウイルス感染症対策とし
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て、国の制度に基づき子育て世代の経済的負担を軽減するため、令和２年４月分の

児童手当受給世帯に対し、児童１人当たり１万円を給付するための事業費となりま

す。  

  なお、対象世帯へ、できる限り早急に支給するため、国の補正予算が成立した４

月 30日と同日で専決補正しております。  

○田畑議長  教育総務課長。  

○南教育総務課長  尾和議員の５点目のご質疑にお答えいたします。  

  補償金 383万 4,000円の内訳についてですが、この補償金は、コロナウイルス感染

防止により、３月２日から３月 24日までの間、学校が休業したことによる学校給食

関係事業者への補償金でございます。  

  内訳といたしましては、牛乳 98万 9,932円、パン加工委託料 75万 5,837円、米飯加

工委託料 102万 5,605円、野菜 106万 2,200円の計 383万 3,574円となります。  

  以上です。  

○田畑議長  再質疑ありませんか。  

  尾和議員。  

○尾和議員  給付金の手当の 1,694円と言われたんですが、それと人材派遣業務委託

料、時給 2,000円の８時間の１万 6,000円、これらの金額の基礎となっているものは

何でしょうか。  

  それと、委託料についてですが、これは契約をして、契約を交わした上で委託料

としてどこに払っているのか、これをお聞きしておきたいと思います。  

  それから、特別定額給付金に関してでありますが、更生養護相談所等におられる

方、あるいは岩出市に４月 27日現在で戸籍がない方、いわゆる一般的にはホームレ

スと言われる等の方なんですが、これらについては岩出市は把握をしておられるの

か。もし把握しているとすれば、どういうような形で、これらの更生保護者に対し

て、指導、手続をしているのか。ここら辺についてお聞きをしておきたいと思いま

す。  

  それと、この給付金については世帯主に給付されるということで、ＤＶとか、そ

れから別居している親御さん、これらについてどのような手だてをして、手続を進

めていっているのか、お聞きをしておきたいと思います。  

○田畑議長  答弁願います。  

  総務課長。  

○木村総務課長  尾和議員の再質疑にお答えいたします。  
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  まず超勤ですけども、これにつきましては、令和２年度の超勤対象者の職員の平

均を取ってございます。また、業者への委託につきましては、委託先は、あおぞら

株式会社となってございます。その中での契約ということで 2,000円としてござい

ます。  

  あと、ホームレス等の把握につきましては、これにつきましては、あらゆるＰＲ

でございます。市の広報紙、またはウェブサイト等、または一般のテレビ放送等、

そういうものを見ていただく。それによって周知いただくということしか把握でき

ていないというのが現実でございます。ホームレスの把握というのは、今回は本人

からの申請によるものでございますので、把握ということでは、特にございません。  

  あと、世帯主と別居、ＤＶ等でございますが、これにつきましては、県を通じて、

各市町村と連携を取りながら、できるだけ皆様に行き渡るようにということで、い

ろいろ取ってございます。  

○田畑議長  再々質疑ありませんか。  

  尾和議員。  

○尾和議員  ＤＶの対象者、岩出市は何人と把握をされていますか。  

○田畑議長  答弁願います。  

  総務課長。  

○木村総務課長  ＤＶの対象者ですが、これにつきましては、岩出に住所を置いてい

ない方、この方が今回のうちでも払うような形になりますので、特に人数というの

は把握してございません。本人の申請、これによるものでございます。これは全国

的に連携を取ってしているものでございます。  

○田畑議長  続きまして、議案第 34号の質疑をお願いします。  

  尾和議員。  

○尾和議員  議案第 34号についてお聞きをしたいと思います。  

  第 24条の徴収猶予の特例として、おおむね 20％以上減少したということでありま

すが、これはどういうような形で証明すればよろしいのか。減少した内容について

どうするのかということであります。  

  それから、 25条の寄附金税額控除の内容について、それから、請求権を放棄した

者とあるが、どういう内容なのか、お聞きをしたいと思います。  

○田畑議長  答弁願います。  

  税務課長。  

○松本税務課長  尾和議員のご質疑についてお答えします。  
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  ご質疑の１点目、おおむね 20％以上の減少とは、令和２年２月以降の任意の１か

月以上の期間において、事業等に関わる収入が、前年同期に比べておおむね 20％以

上減少している場合が、徴収猶予の特例の対象要件の１つとなるということでござ

います。  

  これにつきましては、どういうふうに証明すればよいのかということでございま

すけども、法人であれば売上高、個人であれば事業の売上高、給与収入、それから

不動産賃料の収入等になるんですけども、それの売上帳とか給与明細、預金通帳等

の写し、それから現金出納帳などを出していただいて、ホームページ、ウェブサイ

トのほうにでも徴収猶予申請書というのがございますので、それに書いていただい

て、していただくということでございます。  

  次に、２点目の第 25条における寄附金税額控除の内容は、新型コロナウイルス感

染症に関する政府の自粛要請等を受けて中止したイベントについて、チケット等を

購入した個人が払戻しを受けることを放棄した場合に、イベントの主催者から交付

される指定行事証明書と払戻請求権放棄証明書、この２点の証明書をもって申告い

たしますと、寄附金税額控除の対象となるものでございます。請求権を放棄した者

というのは、イベントの主催者に払戻しを受けないことを連絡いたしまして、主催

者から、先ほど申しました指定行事証明書と払戻請求権放棄証明書を入手した方が

それに該当します。  

  以上でございます。  

○田畑議長  再質疑ありませんか。  

  尾和議員。  

○尾和議員  20％以上減少、おおむねというのは、ちょっと概念がよく分からないん

ですが、おおむねですから、 20％以下でもいいし、 20％、おおむねというのはどう

いう範囲のことを指すのか、お聞きをしておきたいなと思うんですが。今、ご答弁

の中で、証明書に代わるものとして、売上げとか、現金出納帳とか、いろいろ言わ

れました。これについてですが、税務申告した後の昨年度と今年度の比較をして、

現状はこうなっていますよというような部類も、そういう部類も入るのかどうか。  

  それから、 25条の件ですが、イベントをやってて、イベントの請求権を放棄した

ということは、寄附金税額控除の点でありますが、これについては、年明けの確定

申告の際に、寄附金税額控除の形で税務署に申告をするという手続でいいのかどう

か、これについてお聞きをしたいと思います。  

○田畑議長  答弁願います。  
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  税務課長。  

○松本税務課長  尾和議員の再質疑にお答えいたします。  

  おおむね 20％以上ということですので、先ほど申し上げましたとおり、ウェブサ

イトにも申請書というのを明記しておるんですけども、そこで計算されたところが、

おおむね 20％以上ということでございます。でも、 20％未満の場合でも、聞き取り

等の結果、納税者の置かれた状況が、十分に徴収猶予の特例に適用することが相当

であるということであれば、そこは 20％以下でもできるというようなことになって

おりますけども、そこは今来てある分につきましても、大体聞き取りによりました

ら、 20％以上ということに皆さんになってきておりますので、大体そこを基準とし

てやっていきたいと考えております。  

  それから、寄附金控除の件なんですけども、確定申告のときに、先ほど申しまし

た２つの書類、証明書を持っていっていただければ、所得税のほうの寄附金控除も

受けられますし、市民税のほうの寄附金税額控除も受けられるということでござい

ます。  

○田畑議長  再々質疑ありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  続きまして、議案第 35号の質疑をお願いいたします。  

  尾和議員。  

○尾和議員  議案第 35号について質疑を行います。  

  附則の第 16項、軽減措置についてでありますが、これも売上高に関して証明する

ものは何かということであります。  

  それから、今回の専決処分、今までの専決処分の内容を見ますと、コロナ問題に

端を発した議案であろうと思うんですが、事実的経過において、専決処分をせざる

を得なかった理由について、具体的に答弁をいただきたいと思います。  

○田畑議長  答弁願います。  

  税務課長。  

○松本税務課長  尾和議員の質疑について、お答えいたします。  

  附則第 16条の軽減措置について、売上高に関して証明するものは何かとのことで

すが、これは中小企業庁の認定経営革新等支援機関等が確認書を発行することにな

っておりますので、そして、その確認書の内容については、会計帳簿等で令和２年

２月から 10月までの任意の連続する３か月の期間の事業収入が、前年同期と比べて

減少していることを確認するとのことでございます。  
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  それで、専決処分をしなければいけなかった理由ということでございますが、ま

ず、新型コロナウイルスに関しては、４月 30日に地方税法が通りまして、それから

岩出市は５月１日に専決処分したということでございますが、なるべく市民の皆様

に早くこういう措置があるということをお伝えしようということで、専決処分した

ものでございます。  

○田畑議長  総務課長。  

○木村総務課長  専決処分を行った理由につきましてですが、条例等につきましては、

法令等が３月 31日に公布され、４月１日から施行されたことから、専決処分を行わ

ないと、法令と条例にそごが生じるためでございます。  

  また、補正予算に関しましては、これは元年度の減額等によるものですけども、

令和元年度の事業執行において予算編成時には見込むことが困難である歳入実績や

事業の増減差額を基金に積み立てる等、次年度の財源とするためでございます。  

  また、コロナウイルス感染症緊急対策関連としまして、特別定額給付金、これに

つきましては、迅速に実施する必要があるということで、国の補正予算が４月 30日

に成立しまして、本市におきましては５月１日からオンライン申請の受付を開始す

るため、地方自治法 179条第１項の規定に基づき専決処分を行ったものでございま

す。  

○田畑議長  再質疑ありませんか。  

  尾和議員。  

○尾和議員  専決処分の内容ですけども、私は専決処分をしたら駄目とは言ってない

んですが、基本を岩出市も考えていただきたいと思います。  

  専決処分をやむを得ずせざるを得ないときは、議会が成立しないとき、それから

113条のただし書の場合において、なお会議を開くことができないとき、長におい

て、議会の議決すべき事件について、特に緊急を要するため議会を招集する時間的

余裕がないこと等が上げられております。  

  私は、この条例、地方自治法の観点から言いますと、各地方自治体によってばら

つきがあるわけですね。専決処分をするということは、議会の形骸化を生むと。専

決処分する場合に、議会に緊急に招集して、そこで質疑、ただして、その上で採決

をすると。専決処分をしますと、あとは承認だけになるわけです。法的には、それ

が有効であると言われておりますが、民主主義の原点は、この本会議において質疑

をし、討論して、内容を確認しながら、執行は進めていくべきだというように考え

ておりますので、今後については、専決処分をする場合については、議会の議を得
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た後、議会における採決をした後に実施をしていく。万やむを得ない場合について

は、それは事前に議会に届け出るのが筋ではないかと思います。  

  今回の専決処分に関して、各地方自治体でも専決処分にしなくて、その都度、議

会を開催して、議決を求めている地方自治体もあるわけですから、その点は市長の

ほうで十分今後については、余裕を持って、時間的配慮をしながら、議事を進めて

いただく。議長においても、そういう姿勢でやっていかなければ、議会そのものの、

先ほども言いましたように、形骸化を生むということになりますので、その点につ

いては配慮すべきであるというふうに考えておりますので、議長のほうでも、この

件については検討していただきたいと思っております。  

  何か答弁があれば言ってください。  

○田畑議長  答弁願います。  

  総務課長。  

○木村総務課長  尾和議員の再質疑にお答えいたします。  

  尾和議員おっしゃるように、議会の議決というのは、それが通常の形であると考

えてございます。ただし、今回の件につきましては、議会を招集する時間的余裕が

ないことが明らかということで、その理由につきましては、先ほど申し上げたよう

な理由でございます。  

○田畑議長  再々質疑ありませんか。  

  尾和議員。  

○尾和議員  これはくどいようですが、この議案そのものについては反対をするとい

うことではありませんけども、事前に議会に諮るというのが原則だということを認

識をしていただかないと、議会がありながら、議会を軽視をしていると言わざるを

得ないわけですから、その点について、市長のほうから、最後に答弁をしていただ

いたらと思うんですが、どうでしょうか。  

○田畑議長  答弁願います。  

  市長。  

○中芝市長  尾和議員の再々質疑についてお答えをいたします。  

  おっしゃられるとおりだと思いますけれども、万やむを得ずという場合もありま

すので、ひとつご理解のほどよろしくお願いします。  

○田畑議長  続きまして、議案第 41号の質疑をお願いします。  

  尾和議員。  

○尾和議員  もう時間もありませんので、これで、次のやつについては委員会で質疑
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をするということにします。  

○田畑議長  これで、尾和弘一議員の質疑を終わります。  

  以上で、議案第 22号から議案第 48号までの議案 27件に対する質疑を終結いたしま

す。  

  ただいま議題となっております議案第 22号から議案第 48号までの議案 27件は、お

手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第 30 発議第２号  和歌山地方法務局岩出出張所の存続を求める意見書の  

        提出について  

○田畑議長  日程第 30 発議第２号  和歌山地方法務局岩出出張所の存続を求める意

見書の提出についての件を議題といたします。  

  提出者の趣旨説明を求めます。  

  福山晴美副議長、演壇でお願いします。  

○福山副議長  発議第２号  和歌山地方法務局岩出出張所の存続を求める意見書の提

出について  

  上記の議案を、別紙のとおり岩出市議会会議規則第 14条第１項の規定により提出

します。  

  令和２年６月 12日提出  

                    提出者  岩出市議会議員  福山  晴美  

                    賛成者  岩出市議会議員  玉田  隆紀  

                    賛成者  岩出市議会議員  増田  浩二  

                    賛成者  岩出市議会議員  山本  重信  

                    賛成者  岩出市議会議員  田中  宏幸  

                    賛成者  岩出市議会議員  尾和  弘一  

  （提出先）衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、和歌

山地方法務局長、和歌山地方法務局岩出出張所長  

  本文の朗読は省略させていただき、提案理由の趣旨を申し上げます。  

  和歌山地方法務局岩出出張所は、岩出市及び紀の川市地域における不動産登記な

ど、市民の財産の権利に関する業務を取り扱っており、市民にとっては欠くことの

できない行政窓口の１つになっております。  

  岩出市出張所の本局への統合については、国における行政改革推進の一環として

進められているものでありますが、当該出張所の廃止は、岩出市及び紀の川市地域
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に居住する市民の生活にとって多大な影響を及ぼすものであります。  

  よって、地域住民の利便性の確保の観点等から、和歌山地方法務局岩出市出張所

を存続されるよう、意見書を提出するものであります。  

  各議員におかれましては、ご賛同いただきますようお願い申し上げまして、説明

といたします。  

○田畑議長  ご苦労さまでした。  

  これで、提出者の趣旨説明は終わりました。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

○田畑議長  以上で、本日の日程は終了いたしました。  

  お諮りいたします。  

  次の会議を６月 22日月曜、午前９時 30分から開くことにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○田畑議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、次の会議を６月 22日月曜、午前９時 30分から開くことに決しました。  

  本日は、これにて散会いたします。  

  どうもご苦労さまでした。  

                  散会             （ 14時 12分）  
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－73－ 

            （岩出市都市計画税条例の一部改正）  
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            について  

日程第 44  委員会の閉会中の継続調査申出について  
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                  開議             （９時 30分）  

○田畑議長  おはようございます。  

  議場内では録音に支障を来すため、携帯電話の電源をお切りください。  

  ただいまから、本日の会議を開きます。  

  本日の会議は、諸般の報告、議案第 22号から議案第 48号までの議案 27件につきま

しては、委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論、採決、議案第 49号から議案

第 62号までの追加議案 14件につきましては、提案理由の説明、質疑、討論、採決、

発議第２号の議員提出議案につきましては、質疑、討論、採決、それと委員会の閉

会中の継続調査の申出の件です。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第１  諸般の報告  

○田畑議長  日程第１  諸般の報告を行います。  

  本日の会議に、説明員として追加の出席者の職、指名は、配付の写しのとおりで

あります。  

  次に、本日の会議に市長から提出のありました議案は、配付のとおり、議案第 49

号から議案第 62号までの議案 14件であります。  

  以上で、諸般の報告を終わります。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第２  議案第 22号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市税条例  

        等の一部改正）～  

   日程第 28 議案第 48号  岩出市農業委員会委員の過半数を認定農業者等又はこ  

        れらに準ずる者とすることに関する同意について  

○田畑議長  日程第２  議案第 22号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市

税条例等の一部改正）の件から日程第 28 議案第 48号  岩出市農業委員会委員の過

半数を認定農業者等又はこれらに準ずる者とすることに関する同意の件までの議案

27件を一括議題といたします。  

  ただいま議題となりました議案 27件に関し、各常任委員会の審査の経過と結果及

び主な質疑につきまして、各委員長から報告を求めます。  

  総務建設常任委員長、梅田哲也議員、演壇でお願いします。  

○梅田議員  皆さん、おはようございます。  

  総務建設常任委員会での審査の経過と結果をご報告いたします。  

  ６月 12日の会議において、当委員会に付託された議案は、議案第 22号  専決処分
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の承認を求めることについて（岩出市税条例等の一部改正）のほか議案 16件です。  

  当委員会は、６月 16日火曜日、午前９時 30分から開催し、審査について、総務部

門終了後、建設部門を実施しました。  

  議案第 22号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市税条例等の一部改

正）、議案第 23号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市都市計画税条例

の一部改正）、議案第 24号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市地方活

力向上地域における固定資産税の特例措置に関する条例の一部改正）、議案第 25号  

専決処分の承認を求めることについて（岩出市消防団員等公務災害補償条例の一部

改正）、議案第 28号  専決処分の承認を求めることについて（令和元年度岩出市一

般会計補正予算第５号）所管部分、議案第 31号  専決処分の承認を求めることにつ

いて（令和元年度岩出市下水道事業特別会計補正予算第４号）、議案第 32号  専決

処分の承認を求めることについて（令和元年度岩出市墓園事業特別会計補正予算第

１号）、議案第 33号  専決処分の承認を求めることについて（令和２年度岩出市一

般会計補正予算第１号）所管部分、議案第 34号  専決処分の承認を求めることにつ

いて（岩出市税条例の一部改正）、議案第 35号  専決処分の承認を求めることにつ

いて（岩出市都市計画税条例の一部改正）、議案第 37号  岩出市手数料徴収条例の

一部改正について、議案第 41号  令和２年度岩出市一般会計補正予算（第２号）所

管部分、議案第 43号  令和２年度岩出市水道事業会計補正予算（第１号）、議案第

44号  令和２年度岩出市下水道事業会計補正予算（第１号）、議案第 45号  市道路

線の廃止について、議案第 46号  市道路線の認定について、議案第 48号  岩出市農

業委員会委員の過半数を認定農業者等又はこれらに準ずる者とすることに関する同

意について、以上 17件、いずれも討論はなく、全会一致で、議案第 22号、議案第 23

号、議案第 24号、議案第 25号、議案第 28号の所管部分、議案第 31号、議案第 32号、

議案第 33号の所管部分、議案第 34号及び議案第 35号は承認、議案第 37号、議案第 41

号の所管部分、議案第 43号、議案第 44号及び議案第 45号は可決、議案第 46号は認定、

議案第 48号は同意しました。  

  以上が、委員会での審査の経過と結果です。  

  次に、審査の中の主な質疑を報告いたします。  

  議案第 22号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市税条例等の一部改

正）では、独り親の該当者数をどれくらいと見込んでいるのか。について。  

  議案第 23号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市都市計画税条例の一

部改正）について、質疑はありませんでした。  
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  議案第 24号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市地方活力向上地域に

おける固定資産税の特例措置に関する条例の一部改正）では、岩出市地方活力向上

地域はどこか。について。  

  議案第 25号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市消防団員等公務災害

補償条例の一部改正）について、質疑はありませんでした。  

  議案第 28号  専決処分の承認を求めることについて（令和元年度岩出市一般会計

補正予算第５号）所管部分では、地方交付税の算出方法に関して、計算式はどうな

っているのか。森林経営管理業務委託料に関して、実績なしとなった理由は。森林

経営、森林環境を守るという面での認識は。について。  

  議案第 31号  専決処分の承認を求めることについて（令和元年度岩出市下水道事

業特別会計補正予算第４号）について、質疑はありませんでした。  

  議案第 32号  専決処分の承認を求めることについて（令和元年度岩出市墓園事業

特別会計補正予算第１号）では、残りの区画数は。基金積立金の必要額をどれくら

いと見込んでいるのか。について。  

  議案第 33号  専決処分の承認を求めることについて（令和２年度岩出市一般会計

補正予算第１号）所管部分では、特別定額給付金給付事業費における人材派遣業務

委託料の業務内容は。特別定額給付金給付事業での課題や問題点は。について。  

  議案第 34号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市税条例の一部改正）

では、制度の周知方法は。について。  

  議案第 35号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市都市計画税条例の一

部改正では、制度の周知方法は。について。  

  議案第 37号  岩出市手数料徴収条例の一部改正について、質疑はありませんでし

た。  

  議案第 41号  令和２年度岩出市一般会計補正予算（第２号）所管部分では、総務

管理費、一般管理費の需用費でのマスク等の購入に関して、価格が下落し差額が出

ると思うがどうか。事業所支援給付金について、フリーランスの人も対象となるの

か。また、現時点で検討している実施時期、申請方法などの内容は。道路新設改良

費の用地購入費で、購入する場所はどこか。について。  

  議案第 43号  令和２年度岩出市水道事業会計補正予算（第１号）では、水道料金

の減免は何月から何月までか。について。  

  議案第 44号  令和２年度岩出市下水道事業会計補正予算（第１号）について、質

疑はありませんでした。  
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  議案第 45号  市道路線の廃止について、質疑はありませんでした。  

  議案第 46号  市道路線の認定についてでは、金屋荊本線と畑毛７号線の幅員は。

について。  

  議案第 48号  岩出市農業委員会委員の過半数を認定農業者等又はこれらに準ずる

者とすることに関する同意について、質疑はありませんでした。  

  以上が、審査の中で交わされた、主な質疑であります。  

  これで、総務建設常任委員会の報告を終わります。  

○田畑議長  ご苦労さまでした。  

  続きまして、厚生文教常任委員長、井神慶久議員、演壇でお願いいたします。  

○井神議員  皆さん、おはようございます。  

  厚生文教常任委員会での審査の経過と結果を報告いたします。  

  ６月 12日の会議において、当委員会に付託された議案は、議案第 26号  専決処分

の承認を求めることについて（組織改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制

定）のほか議案 12件です。  

  当委員会は、６月 17日水曜日、午前９時 30分から開催し、審査について、厚生部

門終了後、文教部門を実施しました。  

  議案第 26号  専決処分の承認を求めることについて（組織改正に伴う関係条例の

整理に関する条例の制定）、議案第 27号  専決処分の承認を求めることについて

（岩出市国民健康保険税条例の一部改正）、議案第 28号  専決処分の承認を求める

ことについて（令和元年度岩出市一般会計補正予算第５号）所管部分、議案第 29号  

専決処分の承認を求めることについて（令和元年度岩出市国民健康保険特別会計補

正予算第５号）、議案第 30号  専決処分の承認を求めることについて（令和元年度

岩出市介護保険特別会計補正予算第５号）、議案第 33号  専決処分の承認を求める

ことについて（令和２年度岩出市一般会計補正予算第１号）所管部分、議案第 36号  

岩出市国民健康保険税条例の一部改正について、議案第 38号  岩出市後期高齢者医

療に関する条例の一部改正について、議案第 39号  岩出市国民健康保険条例の一部

改正について、議案第 40号  岩出市介護保険条例の一部改正について、議案第 41号  

令和２年度岩出市一般会計補正予算（第２号）所管部分、議案第 42号  令和２年度

岩出市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）、議案第 47号  動産の取得につい

て、以上 13議案、いずれも討論はなく、全会一致で、議案第 26号、議案第 27号、議

案第 28号の所管部分、議案第 29号、議案第 30号及び議案第 33号の所管部分は承認、

議案第 36号、議案第 38号、議案第 39号、議案第 40号、議案第 41号の所管部分、議案



－78－ 

第 42号及び議案第 47号は可決しました。  

  以上が、委員会での審査の経過と結果です。  

  次に、審査の中の主な質疑を報告いたします。  

  議案第 26号  専決処分の承認を求めることについて（組織改正に伴う関係条例の

整理に関する条例の制定）では、課の名称が変わったのか、配置の変更もあったの

か。市民に分かりやすい課の名称を検討すべきでは。について。  

  議案第 27号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市国民健康保険税条例

の一部改正）について、質疑はありませんでした。  

  議案第 28号  専決処分の承認を求めることについて（令和元年度岩出市一般会計

補正予算第５号）所管部分では、一般廃棄物処理手数料の増額に関して、１事業所

当たりのごみ排出量はどうか。また、排出量削減に向けての認識と取組は。生活保

護扶助費の減額理由は。また、昨年度と比較して申請件数と開始件数はどうか。予

防接種委託料について、全国的に新型コロナウイルス感染症の影響で接種を控える

という問題がある中、必要な接種の推進をどうしていくのか。社会福祉債の減額理

由は。リサイクル工房運営委託料の減額の理由は。また、リサイクル工房による販

売数等の実績は。新型コロナウイルス感染症による土曜学習教室への影響は。につ

いて。  

  議案第 29号  専決処分の承認を求めることについて（令和元年度岩出市国民健康

保険特別会計補正予算第５号）では、今後、保険料が引き上げられる場合、基金を

活用する考えは。について。  

  議案第 30号  専決処分の承認を求めることについて（令和元年度岩出市介護保険

特別会計補正予算第５号）では、サービス事業費の減額理由は。紙おむつ支給事業

の減額理由は。支給対象など事業内容は。成年後見人報酬助成の減額理由及び件数

は。また、資料の保管年数は。について。  

  議案第 33号  専決処分の承認を求めることについて（令和２年度岩出市一般会計

補正予算第１号）所管部分では、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業について、

会計年度任用職員の人数及び職員の配置体制は。また、手続の方法は。学校給食運

営費の補償金の内訳は。また、支払先は。について。  

  議案第 36号  岩出市国民健康保険税条例の一部改正についてでは、対象者の想定

は。また、周知方法は。について。  

  議案第 38号  岩出市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、質疑はあ

りませんでした。  
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  議案第 39号  岩出市国民健康保険条例の一部改正についてでは、個人事業者を対

象外とする理由は。また、市独自で個人事業者を対象とする考えは。個人事業者か

ら給与の支払いを受けている家族は対象となるのか。について。  

  議案第 40号  岩出市介護保険条例の一部改正についてでは、制度の周知方法は。

また、国民健康保険との連携はどうか。について。  

  議案第 41号  令和２年度岩出市一般会計補正予算（第２号）所管部分では、住ま

いの困窮者緊急支援費の具体的な内容は。老人福祉費の食糧費に関して、独り暮ら

しなど、お弁当を取りに行けない方への対応は。独り親家庭等応援給付金の手続方

法は。那賀病院分担金について、新型コロナウイルス感染症の影響は。総合保健福

祉センターの改修に関して、工事費の内訳は。また、太陽光発電の発電量や蓄電池

の容量、設置場所の構造は。児童生徒学習用端末等導入事業に関して、タブレット

端末の供給事情を踏まえた今後の計画は。また、端末を持ち帰ることができるのか。

新型コロナウイルス感染症の第２波を想定したリモート授業の考えは。について。  

  議案第 42号  令和２年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい

て、質疑はありませんでした。  

  議案第 47号  動産の取得についてでは、全ての教室への設置となるのか。また、

現在あるパソコン教室はどうなるのか。教員の負担軽減など、整備による効果は。

情報環境の発展性を見据えたプロポーザル方式による業者選定の考えは。また、情

報化の進展に対する体制の充実は。について。  

  以上が、審査の中で交わされた、主な質疑であります。  

  これで、厚生文教常任委員会の報告を終わります。  

○田畑議長  ご苦労さまでした。  

  以上で、各常任委員長の報告は終わりました。  

  これより委員長報告に対する質疑に入ります。  

  委員長報告に対する質疑の通告はありません。  

  これをもって、委員会報告に対する質疑を終結いたします。  

  これより討論、採決を行います。  

  議案第 22号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市税条例等の一部改

正）の件、議案第 23号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市都市計画税

条例の一部改正）の件、議案第 24号  専決処分の承認を求めることについて（岩出

市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部改正）の件、

議案第 25号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市消防団員等公務災害補



－80－ 

償条例の一部改正）の件、議案第 26号  専決処分の承認を求めることについて（組

織改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定）の件、議案第 27号  専決処分の

承認を求めることについて（岩出市国民健康保険税条例の一部改正）の件、議案第

28号  専決処分の承認を求めることについて（令和元年度岩出市一般会計補正予算

第５号）の件、議案第 29号  専決処分の承認を求めることについて（令和元年度岩

出市国民健康保険特別会計補正予算第５号）の件、議案第 30号  専決処分の承認を

求めることについて（令和元年度岩出市介護保険特別会計補正予算第５号）の件、

議案第 31号  専決処分の承認を求めることについて（令和元年度岩出市下水道事業

特別会計補正予算第４号）の件、議案第 32号  専決処分の承認を求めることについ

て（令和元年度岩出市墓園事業特別会計補正予算第１号）の件、議案第 33号  専決

処分の承認を求めることについて（令和２年度岩出市一般会計補正予算第１号）の

件、議案第 34号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市税条例の一部改

正）の件、議案第 35号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市都市計画税

条例の一部改正）の件、議案第 36号  岩出市国民健康保険税条例の一部改正の件、

議案第 37号  岩出市手数料徴収条例の一部改正の件、議案第 38号  岩出市後期高齢

者医療に関する条例の一部改正の件、議案第 39号  岩出市国民健康保険条例の一部

改正の件、議案第 40号  岩出市介護保険条例の一部改正の件、議案第 41号  令和２

年度岩出市一般会計補正予算（第２号）の件、議案第 42号  令和２年度岩出市国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）の件、議案第 43号  令和２年度岩出市水道事

業会計補正予算（第１号）の件、議案第 44号  令和２年度岩出市下水道事業会計補

正予算（第１号）の件、議案第 45号  市道路線の廃止の件、議案第 46号  市道路線

の認定の件、議案第 47号  動産の取得の件、議案第 48号  岩出市農業委員会委員の

過半数を認定農業者等又はこれらに準ずる者とすることに関する同意の件、以上、

議案 27件に対する討論の通告はありません。  

  これをもって、議案 27件に対する討論を終結いたします。  

  議案第 22号から議案第 48号までの議案 27件を一括して採決いたします。  

  この議案 27件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○田畑議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、議案第 22号から議案第 35号までの議案 14件は、原案のとおり承認、議案

第 36号から議案第 45号及び議案第 47号の議案 11件は、原案のとおり可決、議案第 46

号は、原案のとおり認定、議案第 48号は、原案のとおり同意されました。  
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～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第 29 議案第 49号  岩出市農業委員会委員の任命について～  

   日程第 42 議案第 62号  岩出市農業委員会委員の任命について  

○田畑議長  日程第 29 議案第 49号  岩出市農業委員会委員の任命の件から日程第 42 

議案第 62号  岩出市農業委員会委員の任命の件まで、議案 14件を一括議題といたし

ます。  

  提案理由の説明を求めます。  

  副市長。  

○佐伯副市長  ただいま議題となりました議案第 49号  岩出市農業委員会委員の任命

についてから議案第 62号  岩出市農業委員会委員の任命についてまでの 14件の提案

理由の説明を一括して申し上げます。  

  現農業委員会委員の任期満了に伴い、後任の農業委員会委員を任命することにつ

いて、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を求めるも

のでございます。  

  まず、議案第 49号、住所  和歌山県岩出市曽屋 457番地、氏名  池田恆雄、生年

月日  昭和 23年５月 31日生まれ。池田恆雄氏の主な経歴につきましては、別紙のと

おりであります。  

  次に、議案第 50号、住所  和歌山県岩出市大町 71番地、氏名  榎本治行、生年月

日  昭和 25年 11月 27日生まれ。榎本治行氏の主な経歴につきましては、別紙のとお

りであります。  

  次に、議案第 51号、住所  和歌山県岩出市南大池 126番地、氏名  亀井裕司、生

年月日  昭和 36年９月 21日生まれ。亀井裕司氏の主な経歴につきましては、別紙の

とおりであります。  

  次に、議案第 52号、住所  和歌山県岩出市安上 179番地の１、氏名  勢田幸治、

生年月日  昭和 47年８月８日生まれ。勢田幸治氏の主な経歴につきましては、別紙

のとおりであります。  

  次に、議案第 53号、住所  和歌山県岩出市岡田 559番地、氏名  林  光彦、生年

月日  昭和 41年１月６日生まれ。林  光彦氏の主な経歴につきましては、別紙のと

おりであります。  

  次に、議案第 54号、住所  和歌山県岩出市畑毛 159番地の１、氏名  藤井雅司、

生年月日  昭和 22年３月７日生まれ。藤井雅司氏の主な経歴につきましては、別紙

のとおりであります。  
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  次に、議案第 55号、住所  和歌山県岩出市西野 176番地の８、氏名  村山嘉伸、

生年月日  昭和 34年５月１日生まれ。村山嘉伸氏の主な経歴につきましては、別紙

のとおりであります。  

  次に、議案第 56号、住所  和歌山県岩出市畑毛 156番地、氏名  吉村  学、生年

月日  昭和 45年８月７日生まれ。吉村  学氏の主な経歴につきましては、別紙のと

おりであります。  

  次に、議案第 57号、住所  和歌山県岩出市中迫 498番地、氏名  東  由美子、生

年月日  昭和 24年 12月 13日生まれ。東  由美子氏の主な経歴につきましては、別紙

のとおりであります。  

  次に、議案第 58号、住所  和歌山県岩出市水栖 659番地、氏名   清子、生年

月日  昭和 28年３月 21日生まれ。  清子氏の主な経歴につきましては、別紙のと

おりであります。  

  次に、議案第 59号、住所  和歌山県岩出市根来 1287番地の１、氏名  岸谷忠彦、

生年月日  昭和 18年３月 15日生まれ。岸谷忠彦氏の主な経歴につきましては、別紙

のとおりであります。  

  次に、議案第 60号、住所  和歌山県岩出市根来 1348番地の１、氏名  鳥羽孝幸、

生年月日  昭和 29年７月 11日生まれ。鳥羽孝幸氏の主な経歴につきましては、別紙

のとおりであります。  

  次に、議案第 61号、住所  和歌山県岩出市山 332番地、氏名  福山藤次、生年月

日  昭和 22年２月１日生まれ。福山藤次氏の主な経歴につきましては、別紙のとお

りであります。  

  次に、議案第 62号、住所  和歌山県岩出市高塚 89番地の８、氏名  奥田喜内、生

年月日  昭和 23年 10月８日生まれ。奥田喜内氏の主な経歴につきましては、別紙の

とおりであります。  

  以上、ご審議の上、ご同意をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。  

○田畑議長  これより質疑に入ります。  

  議案第 49号から議案第 62号までの議案 14件に対する質疑の通告はありません。  

  以上で、議案第 49号から議案第 62号までの議案 14件に対する質疑を終結いたしま

す。  

  お諮りいたします。  

  ただいま議題となっております議案第 49号から議案第 62号までの議案 14件につき

ましては、会議規則第 37条第３項の規定により委員会の付託を省略することにご異
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議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○田畑議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、議案第 49号から議案第 62号までの議案 14件は、委員会の付託を省略する

ことに決しました。  

  これより討論、採決を行います。  

  討論、採決は議案ごとに行います。  

  議案第 49号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 49号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 49号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  この採決は起立採決といたします。  

  本案は、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 49号は、原案のとおり同意されました。  

  議案第 50号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 50号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 50号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  この採決は起立採決といたします。  

  本案は、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 50号は、原案のとおり同意されました。  

  次に、議案第 51号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 51号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 51号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  この採決は起立採決といたします。  

  本案は、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。  

（起立全員）  



－84－ 

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 51号は、原案のとおり同意されました。  

  次に、議案第 52号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 52号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 52号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  この採決は起立採決といたします。  

  本案は、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 52号は、原案のとおり同意されました。  

  次に、議案第 53号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 53号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 53号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  この採決は起立採決といたします。  

  本案は、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 53号は、原案のとおり同意されました。  

  次に、議案第 54号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 54号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 54号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  この採決は起立採決といたします。  

  本案は、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 54号は、原案のとおり同意されました。  

  次に、議案第 55号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 55号に対する討論を終結いたします。  
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  議案第 55号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  この採決は起立採決といたします。  

  本案は、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 55号は、原案のとおり同意されました。  

  次に、議案第 56号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 56号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 56号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  この採決は起立採決といたします。  

  本案は、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 56号は、原案のとおり同意されました。  

  次に、議案第 57号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 57号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 57号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  この採決は起立採決といたします。  

  本案は、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 57号は、原案のとおり同意されました。  

  次に、議案第 58号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 58号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 58号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  この採決は起立採決といたします。  

  本案は、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  
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  よって、議案第 58号は、原案のとおり同意されました。  

  次に、議案第 59号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 59号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 59号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  この採決は起立採決といたします。  

  本案は、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 59号は、原案のとおり同意されました。  

  次に、議案第 60号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 60号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 60号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  この採決は起立採決といたします。  

  本案は、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 60号は、原案のとおり同意されました。  

  次に、議案第 61号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 61号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 61号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  

  この採決は起立採決といたします。  

  本案は、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 61号は、原案のとおり同意されました。  

  次に、議案第 62号に対する討論はありませんか。  

（な   し）  

○田畑議長  これをもって、議案第 62号に対する討論を終結いたします。  

  議案第 62号  岩出市農業委員会委員の任命の件を採決いたします。  
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  この採決は起立採決といたします。  

  本案は、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、議案第 62号は、原案のとおり同意されました。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第 43 発議第２号  和歌山地方法務局岩出出張所の存続を求める意見書の  

        提出について  

○田畑議長  日程第 43 発議第２号  和歌山地方法務局岩出出張所の存続を求める意

見書の提出の件を議題といたします。  

  これより質疑に入ります。  

  発議第２号に対する質疑の通告はありません。  

  これをもって、発議第２号に対する質疑を終結いたします。  

  お諮りいたします。  

  ただいま議題となっております発議第２号につきましては、会議規則第 37条第３

項の規定により、委員会の付託を省略することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○田畑議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、発議第２号は、委員会の付託を省略することに決しました。  

  これより討論、採決を行います。  

  発議第２号  和歌山地方法務局岩出出張所の存続を求める意見書の提出の件に対

する討論の通告はありません。  

  これをもって、発議第２号に対する討論を終結いたします。  

  発議第２号を採決いたします。  

  この採決は起立採決といたします。  

  本案は、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。  

（起立全員）  

○田畑議長  起立全員であります。  

  よって、発議第２号は、原案のとおり可決されました。  

  ただいま可決されました議員提出議案は、議長において、衆議院議長、参議院議

長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、和歌山地方法務局長、和歌山地方法務局

岩出出張所長に提出しておきます。  
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～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第 44 委員会の閉会中の継続調査申出について  

○田畑議長  日程第 44 委員会の閉会中の継続調査申出の件を議題といたします。  

  本件につきましては、お手元に配付いたしました申出書の写しのとおり、総務建

設常任委員長、厚生文教常任委員長及び議会運営委員長から会議規則第 104条の規

定により、閉会中の継続調査の申出があります。  

  お諮りいたします。  

  各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○田畑議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

○田畑議長  以上で、本日の日程は、終了いたしました。  

  お諮りいたします。  

  次の会議を６月 24日水曜日、午前９時 30分から開くことにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○田畑議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、次の会議を６月 24日水曜日、午前９時 30分から開くことに決しました。  

  本日は、これにて散会いたします。  

  どうもご苦労さまでした。  

                  散会             （ 10時 11分）  
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議事日程（第４号）  

令和２年６月 24日  

 

開 議  ９時 30分  

日程第１   諸般の報告  

日程第２   一般質問  
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                  開議             （９時 30分）  

○田畑議長  おはようございます。  

  議場内では録音に支障を来すため、携帯電話の電源をお切りください。  

  ただいまから、本日の会議を開きます。  

  本日の会議は、諸般の報告、一般質問です。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第１  諸般の報告  

○田畑議長  日程第１  諸般の報告を行います。  

  本日の会議に説明員として、追加の出席者の職、氏名は配付の写しのとおりであ

ります。  

  以上で、諸般の報告を終わります。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第２  一般質問  

○田畑議長  日程第２  一般質問を行います。  

  一般質問は、 12番、玉田隆紀議員、４番、福山晴美議員、５番、梅田哲也議員、

７番、福岡進二議員、 13番、奥田富代子議員、 15番、増田浩二議員、 16番、尾和弘

一議員、 14番、市來利恵議員、以上８名の方から通告を受けております。  

  質問時間 60分以内で、通告に従い発言席から順次質問を許可いたします。  

  通告１番目、 12番、玉田隆紀議員、発言席から一問一答方式で質問をお願いしま

す。  

  玉田議員。  

○玉田議員  おはようございます。 12番、玉田隆紀でございます。議長の許可を得ま

したので、通告に従い一般質問をいたします。  

  今回は、災害時における避難所感染症対策について４点、子宮頸がん予防ワクチ

ン接種について２点、質問をいたします。  

  まず初めに、災害時における避難所感染症対策についてですが、 2019年 11月 22日

に中華人民共和国の湖北省武漢市で原因不明のウイルス性肺炎、いわゆる新型コロ

ナウイルスの最初の症例が確認されて以降、世界に拡大し、日本では１月 27日に４

名の感染者を確認されました。  

  それ以降、日本でも拡大し続け、安倍総理大臣は、 2020年４月７日に、東京、神

奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の７都府県に緊急事態宣言を発表した後、４

月 16日には対象を全国に拡大、６月 22日現在、国内の発生状況は、現在、感染者数
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が 803人、そして新規感染者数が 56人、累計感染者数が１万 7,916人で、残念ながら、

貴い命を奪われた方の死者数が 953人、そして病気を克服された方の退院者数は１

万 6,108人となり、緊急事態宣言も現在では全国で解除されました。  

  大変な状況下の中、危険と隣り合わせで感染治療に尽力いただいた医療従事者の

皆様に感謝するとともに、残念ながら、お亡くなりになられました皆様に心よりお

悔やみを申し上げたいと思います。  

  今回の新型コロナウイルスにより様々なところで影響があり、新たな生活スタイ

ルが模索されております。今回は、平時での状況で多くの被害が発生しました。し

かしながら、毎年のように、日本の各地域で、地震や台風、集中豪雨など、想像を

超える災害が発生しています。災害発生時、市民の命を守るのに重要なのが避難所

であります。しかし、現在は新型コロナウイルスの感染リスクを考えながら避難所

運営をしなければなりません。  

  政府はコロナ禍を踏まえた防災・減災対策について、各地域での推進を改めて行

うよう求めています。避難所体制では、公的施設のほか、ホテルや旅館等の活用も

含めた分散避難や避難訓練、避難所では避難者の健康管理と感染予防のための衛生

環境、備蓄品、避難所運営の訓練等、地方創生臨時交付金の活用の推進では、衛生

環境対策に必要な備品の購入に活用されるよう、各自治体に呼びかけております。  

  避難所における衛生環境対策に必要な備品では、マスク、アルコール、手指消毒

液、体温計、非接触型体温計、除菌用アルコールティッシュ、タオル、新聞紙、ハ

ンドソープ、清掃用の家庭用洗剤、次亜塩素酸ナトリウム、フェイスシールド、か

っぱ、使い捨て手袋、ラップ、ポリ袋、レジ袋、ジップロック袋、ごみ袋、バケツ、

スプレー容器、蓋つきごみ箱、簡易トイレ、段ボールベッド、パーティションだそ

うであります。また、自治体向けの避難所における新型コロナウイルス感染症への

対応 30項目のＱ＆Ａなどが出ています。  

  そこでお聞きいたしますが、１点目、岩出市の避難所における感染症対策につい

てお聞きいたします。  

  ２点目、マスクや手指消毒剤及びアルコール除菌剤の備蓄についてお聞きいたし

ます。  

  ３点目に、緊急時用に備蓄したマスクや手指消毒剤を市民に配布する考えについ

て。  

  ４点目に、備蓄品の状況についてお聞きいたします。  

○田畑議長  ただいまの１番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  
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  総務部長。  

○大平総務部長  おはようございます。  

  玉田議員ご質問の１番目、災害時における避難所感染症対策についての１点目、

避難所における感染症対策についてお答えいたします。  

  災害時における感染症対策を含む防疫活動については、岩出市地域防災計画に対

応方針を規定しておりますほか、避難所運営マニュアルを作成し、避難所における

感染症対策についての対応を規定しております。  

  具体例を申し上げますと、避難者スペースについて、世帯ごとに２メートル程度

の距離を空ける、手洗い等の手指消毒や不特定多数の接触箇所の消毒徹底、発熱等

発症者用スペースの設置などがございます。また、避難所用に間仕切り段ボールを

追加購入し、さらなる感染予防対策も図ってまいります。  

  次に、２点目のマスクや手指消毒剤及びアルコール除菌剤の備蓄について、３点

目の緊急時に備蓄したマスクや手指消毒剤を市民に配布する考えは、及び４点目の

備蓄品の状況について、一括してお答えいたします。  

  市では、６月 22日時点で、Ｎ 95マスク 3,360枚、サージカルマスク２万 9,500枚、

防護服 90着、アルコール製剤用の消毒液を約 318リットルなどを備蓄しております。

これらの備蓄物資については、新型コロナウイルス等感染発生時における職員等に

よる防疫活動等に用いるほか、災害時発生時における避難所での使用を想定してお

ります。  

○田畑議長  再質問を許します。  

  玉田議員。  

○玉田議員  答弁頂きました。今備蓄されているマスクについては、災害時に避難者

が避難された場合に配布するというお考えはあるということであります。ただ、日

本では本当に地震が多く、また国民全体も地震に対しての避難に対しての備蓄に備

えるという意識は非常に高いものとなっていると思います。ただ、今回のコロナウ

イルスの感染症については、本当に今まで経験したことのない状況下であります。

当然、皆さんは、やっぱりふだんから感染症対策に向けての備蓄というのは一切や

ってないんが現状ではないんかなと思います。  

  そういう点では、避難所においては、いかに市民が、また市職員さんと一緒にな

って協力し合いながら、避難所を運営していくということは非常にやっぱり重要だ

と思います。当然そうなれば、避難者も前もって、ある程度はマスクなり手指消毒

剤なり、ある程度は自分で備蓄していくという意識も必要ではないかなと思うとこ
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ろから、そういった市民に対して、これからどうやって啓発をしていくのか、お考

えをお聞きしたいと思います。  

  そしてまた、備蓄品については、先ほど答弁ありましたが、いろんな今まで以上

にやっぱり備蓄品が必要になっている状況が生まれています。今後、備蓄品の拡充

について、どのような考え方を持っているのか、お聞きしたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  総務部長。  

○大平総務部長  玉田議員の再質問にお答えいたします。  

  まず１点目、コロナウイルス感染症の影響下における市民に対する準備等の呼び

かけを行っていくのかということでございますが、新型コロナウイルス感染症等の

影響下における災害時の避難に際しては、市民皆様の協力が必要不可欠であること

から、マスクの着用や手指消毒の徹底、感染対策品等の準備及び避難所への携行、

避難所内での３密の回避、避難所以外の親類、知人宅への避難の検討などを啓発す

るチラシを作成し、広報７月号とともに全戸配布を予定しており、各種啓発に努め

てまいります。  

  次に２点目、備蓄品の拡充の予定はあるのかということでございますが、感染症

対策関連の備蓄物資については、手指消毒用薬品など使用期限があるものについて

は、随時使用して、ローリングストックに努めております。マスクについては、一

定の数量を確保していると考えているため、追加の購入の予定は、現在のところご

ざいません。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

（な   し）  

○田畑議長  これで、玉田隆紀議員の１番目の質問を終わります。  

  引き続きまして、２番目の質問をお願いします。  

  玉田議員。  

○玉田議員  次に、２番目の質問であります。子宮頸がんワクチン予防接種について

ですが、子宮頸がんは子宮頸部にできるがんで、年間１万人近くの女性が発病し、

約 3,000人もの女性が亡くなっています。子宮頸がんの原因は、ヒトパピローマウ

イルスの感染によるそうで、そのウイルスに効果があるワクチンがＨＰＶワクチン

であります。日本でも 2009年 12月に承認され、 2013年４月より国の定期接種事業と

なりましたが、接種後に多様な症状が生じたとする報告により、国は 2013年６月に

自治体による積極的推奨の差し控えを行いました。現在でもその状況は変わらず、
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既に６年が経過しております。  

  しかし、現在でもＨＰＶワクチンは定期接種の対象で、接種を希望する小学校６

年生から高校１年生相当の女子は、定期接種として受けることができます。厚生労

働省はワクチンの正しい情報の周知を進めるため、リーフレットを作成し、自治体

に使用を促しておりますが、リーフレットの認知度は非常に低く、また、無料で定

期接種を受けられることも知らない方も多い状況です。  

  八王子市では、高校１年生相当の女子の保護者に向けワクチン接種の情報を提供、

つくば市では、高校１年生相当の女子に個別による通知で情報提供をすることによ

り正しい情報を基にワクチンを接種を受けるか受けないかの選択ができております。  

  制度がある以上、選択できる環境が必要だと思うことから、１点目に、予防接種

の現状についてお聞きいたします。  

  ２点目に、予防接種の情報提供及び個人通知の考えについてお聞きいたします。  

○田畑議長  ただいまの２番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  生活福祉部長。  

○松尾生活福祉部長  玉田議員のご質問の２番目の１点目、予防接種の現状について

と、２点目、予防接種の情報提供及び個人通知の考えについて、一括して回答いた

します。  

  子宮頸がんワクチンの予防接種は、平成 25年４月１日に定期接種となりました。

しかし、接種後にワクチンとの因果関係が否定できない持続的な疼痛が特異的に見

られたことから、平成 25年６月 14日に定期接種を積極的に勧奨すべきではないとの

勧告が厚生労働省から出されました。これを受け、岩出市におきましても積極的な

接種勧奨は差し控えております。しかしながら、定期接種を中止するものではあり

ませんので、対象者のうち希望者があれば、有効性とリスクを理解した上で受ける

ことができるよう体制は整えています。  

  情報提供及び個別通知については、令和２年２月の那賀医師会との予防接種検討

委員会におきまして、対象者への個別通知について検討しましたが、接種勧奨を控

えている中、個別通知をすると、積極的な接種勧奨となりかねないとのことから、

対象者への個別通知は考えておりません。  

  なお、市のウェブサイトには定期接種として掲載しており、厚生労働省の情報も

見ることができるようにしております。  

○田畑議長  再質問を許します。  

（な   し）  
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○田畑議長  これで、玉田隆紀議員の２番目の質問を終わります。  

  以上で、玉田隆紀議員の一般質問を終わります。  

  通告２番目、４番、福山晴美議員、発言席から一問一答方式で質問お願いします。  

  福山議員。  

○福山議員  ４番、福山晴美です。議長の許可を得ましたので、通告に従い、一問一

答方式で質問いたします。  

  今回は、コロナ禍における小中学校の運営について２点と、外出自粛期間中の生

活状況についての２点であります。  

  まず最初に、新型コロナウイルスの感染が拡大する中における小中学校の運営に

ついて質問します。  

  ３月２日から春休みまでの間、全国全ての小中学校、高等学校、特別支援学校を

臨時休業するよう要請するという安倍総理の表明、また、緊急事態宣言が発令され

るなど、今回の新型コロナウイルスの影響は、私たちの市民生活も制限されるなど、

日常生活をはじめ特に経済面にも大きな爪跡を残したものと思います。  

  東京都をはじめ都市部においては、相変わらず感染者が発生しています。昨日、

和歌山県内においても 42日ぶりに１人の感染者が出ました。まだまだ終息はしてい

ません。今後も引き続き感染の拡大防止に努めていく必要があり、第２波、第３波

の到来を防いでいくことが、これからの課題になってくるものと思います。  

  そのような状況の中、国においては様々な支援策を構築し、新型コロナウイルス

の影響、特に経済面での著しい影響を受けた方々の支援を実施しております。  

  岩出市におきましても、今議会に多くの支援策を補正予算として計上されており

ます。大変ありがたく、市民の方々に喜ばれるものと思います。  

  こういった前提を踏まえ、今回のコロナウイルスの感染防止のため、小中学校に

おいては、長い期間にわたり休校が続きました。そこで質問させていただきます。  

  まず１点目、長く続いた学校の休校期間において、児童生徒あるいは保護者に対

してどのような対応をしてきたのか。また、現状の学校はどのような状況になって

いるのかをお伺いします。  

  ２点目として、今後の対応についてです。いつまた感染者が発生するなんか誰も

分からない中で、今後、岩出市内に感染者が発生した場合や学校関係者に感染者が

出た場合、小中学校の運営はどのように考えているのか、お聞きします。  

  それから、今、通常授業が再開したとはいえ、休業期間が長く続いたことにより、

通常時と同じ授業はできていないと思うんです。憲法第 26条において、義務教育に
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ついてうたわれていますが、今回の休業については憲法違反と言われていると聞い

たこともあります。この点についてどのように考えているのかをお聞きしたいと思

います。  

○田畑議長  ただいまの１番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  教育部長。  

○湯川教育部長  福山議員の小中学校の運営について、ご質問にお答えいたします。  

  １点目の臨時休業中の対応についてでありますが、議員ご指摘のとおり、安倍総

理の突然の休業要請を受け、県教育委員会から同様の要請もあり、３月２日から春

休みまでの期間、全国の小中、高等学校、特別支援学校が臨時休業となりました。  

  この期間中の対応としましては、２月 28日付で、保護者の皆様に対して、一斉休

業の件とともに健康管理と不要不急の外出の自粛について通知してございます。ま

た、３月 11日付で、不要不急の外出自粛、家庭学習と感染予防について通知してお

ります。この間、学校では各学年の学習内容における未履修部分の把握に努め、授

業が再開されれば、すぐ学習できるよう準備をしていたところでございます。  

  春休み明けの４月７日に始業式を実施、４月８日には入学式を実施しましたが、

実施に当たっては、感染防止対策として３密を避けるという趣旨から、規模縮小と

時間の短縮で実施してございます。  

  その後は、緊急事態宣言を発令を受け、県教育委員会からの要請により、５月 31

日まで臨時休業とすることとしておりましたが、５月 14日に和歌山県が緊急事態宣

言の解除対象となり、５月 18日から段階的な分散登校を始め、６月 15日から通常授

業に戻してございます。  

  この期間中につきましては、学力格差が生じないことを主に考え、全小中学校で

教員が学習プリントを作成して、それぞれの学力補充に努めるとともに、さらなる

充実を図るため、全学年の教科書に沿った教材を購入して、自宅での学習に有効に

活用するよう配布したところでございます。  

  この休業期間中の結果として、岩出市では感染者は発生しておりませんが、大阪

府内や近隣市において発生しており、学校の再開をどのように迎えるか、毎週臨時

校長会議を開催して、文部科学省や県教育委員会からの通知やガイドラインに基づ

き検討を続けてまいりました。  

  主な検討内容は、保健管理に関することのほか、学習指導、学校行事、部活動、

教職員の出勤、学校給食に関することなど、様々な場面を想定して意思統一を図っ

てまいりました。  
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  また、感染防止を徹底するためには、家庭の協力が不可欠なことから、５月 26日

付で健康管理票の記入、マスクの着用など、保護者の皆様方にご協力していただき

たいことについて協力依頼をしております。  

  教育委員会としましては、これまでの方針として、まず国や県の方針の基本に、

今後起こり得る様々な場面を想定して、教育委員会としてどう動くか、学校として

どう動くか、そして保護者の皆様方にどう伝えるか、こういったことについて、校

長会議や教育委員会に諮り、最終的には市対策本部に諮り、岩出市の現状に即して

変則的なことや理解が得られないことは避けるという方針で対応してきたところで

ございます。  

  次に２点目、今後の方針についてですが、東京都や北海道、特に北九州市の事例

でもありますように、今後も感染者がいつどこで発生してもおかしくないというの

が現状でございます。これまでの感染症の先例から見て、第２波、第３波が必ず発

生すると言われておりますので、感染防止対策には気を抜くことはできないものと

考えます。引き続き学校と保護者の皆様方との連携の下、感染防止対策の徹底と学

力の定着に取り組んでまいります。  

  今後の具体的な方針としましては、５月 22日付で、文部科学省から学校における

新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル「学校の新しい生活様式」

が示されております。この中では、生活圏内の感染状況に応じた行動基準に基づき、

様々な場面における行動指針が示されており、教育委員会としましては、この指針

に従い、子供たちの健康と学力、両面でのバランスを取りながら、児童生徒の育成

に取り組んでまいりたいと考えております。  

  また、教職員の感染症対策も重要であり、基本的な感染症対策はもとより、職員

室等での勤務の在り方や職員会議の在り方も含めて、責任と自覚を持った行動を求

めているところです。  

  次に、岩出市内に、または学校で感染者が発生した場合ですが、この場合は、感

染者発生状況にもよりますが、全ての学校を臨時休業とし、濃厚接触者等の調査が

終了した段階で、保健所と相談の上、再開可能な学校から順次再開してまいりたい

と考えてございます。  

  なお、議員ご質問に、今回の臨時休業については、憲法第 26条にうたわれている

教育を受ける権利違反であるとの指摘もあるということですが、この第 26条には、

義務教育に関する権利と義務がうたわれておりますが、第 25条において、いわゆる

生存権がうたわれております。今回の新型コロナウイルスの感染拡大では、多くの
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方が亡くなられております。健康で文化的な生活を営む権利を侵害するものと捉え

られるということもあり、義務教育課程の児童生徒の学力の定着もさることながら、

命と健康を守ることが優先されるべきと考えます。  

  今後も感染状況を見ながら、児童生徒の健康と学力のバランスを取りながら、学

校運営に努めてまいります。  

○田畑議長  再質問を許します。  

  福山議員。  

○福山議員  緊急事態宣言が発令されて、毎日、感染者の状況が変化する中、教育委

員会の対応、また現場の先生方の対応も大変だったと思われます。ようやく通常授

業に戻り、子供たちが元気に登校している姿は、私たちにとっても本当にうれしい

ものであります。このまま新型コロナウイルス感染の終息を願うものでもあります。  

  今後、市内や教育関係者に感染者が発生した場合、感染拡大を防ぎながら、学力

の定着という作業をしていくことは大変難しいことであると思いますが、子供たち

の健康、命と学力という両面でバランスを取っていくことは、行政、学校だけでな

く、各家庭の保護者の皆様方の協力も不可欠であると思います。  

  今この状況に置かれている全ての子供たちの将来を考えると、やはり通常時と同

じ教育を受け、同じ環境の中で勉強、スポーツ等にいそしんでいただきたいと思う

のは私だけではないと思います。  

  先の見えにくい中で大変難しいことだと思いますが、新型コロナウイルスに負け

ないで立派に将来を目指している子供たちの育成にご尽力いただきたいと思います。

本当に難しい中ではありますが、決意というか、お考えがあればお聞かせください。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  教育部長。  

○湯川教育部長  再質問にお答えいたします。  

  学校が再開しまして、子供たちの登校する時間がちょっと早くなっているという

ことで報告を受けておりますが、これは休業期間が長く続いた中で、早く学校へ行

きたいと、友達に会いたいという気持ちの表れかなというふうに考えております。  

  通勤の途中に、子供たちがランドセルを背負いながら集団で登校する風景、これ

見慣れた風景でございまして、子供たちの笑顔、大変うれしいものでございます。  

  このまま新型コロナウイルスが終息し、子供たちの成長の障害にならないことを

期待するものでございますが、我々としましては、引き続き感染防止を最優先に、

いろんな場面を想定しながら、健康と学力のバランスを考えて対策を進めてまいり
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たいと思います。  

  子供たちが感染する感染源というのは、大人からということになるんかなという

ふうに考えております。休業期間中も保護者の皆様方にも啓発をしてきたところで

すが、私たち大人一人一人が自覚と責任を持った行動を心がけたいというふうに思

いますので、議員各位におかれましても、ご協力よろしくお願いいたします。  

  学校行事におきましては、例えば、中学校においては、残念ながら、那賀地域の

スポーツ大会の中止が決定するということで、通常時と同様の行事ができない状況

ではございますが、教育委員会としましては、北九州市の事例にもありますように、

無症状の感染者がいる場合もあることから、いつどこで発生してもおかしくないと

いう前提に立って、気を抜くことなく、絶対に感染者を出さないという決意で対応

してまいります。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

（な   し）  

○田畑議長  これで、福山晴美議員の１番目の質問を終わります。  

  引き続きまして、２番目の質問をお願いします。  

  福山議員。  

○福山議員  ２点目、外出自粛期間中の生活状況についてであります。  

  １点目の高齢者の生活状況についてですが、本当にここ何か月間の間、今までに

経験したことがない外出自粛生活を送っております。今まで何げなく過ごしてきた

ことができなくなったり、我慢しなければならなくなったり、戸惑いながら不安な

生活を送られている方も多いことと思います。まして、高齢者の方たちにとっては、

テレビから流れてくるコロナ情報には怖さを感じられていることでしょう。  

  私が参加している高齢者の集まりも、もちろんなくなりました。月に一度ですが、

楽しみにされている人たちの顔を思い浮かべると、どうされているのか、心配でも

あります。これからどれだけ続くのか分からない中、心配なのは、家の中での生活

が長くなると、動くことがおっくうになってしまうということです。動かないこと

により、体や頭脳の動きが低下してくると言われています。たとえ１人でもできる

運動を意識して行い、いつかふだんの生活が戻ってきたときのことを考えて、今の

自粛生活を頑張ってほしいものです。  

  そこで、まず高齢者の現在の生活状況をお聞きしたいと思います。  

  ２点目、児童虐待、ＤＶの相談、通告の状況はについてですが、新型コロナウイ

ルスの感染拡大により、外出自粛の要請、休業要請での収入減、また休校などによ
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り生活不安やストレスが強まり、そのことで虐待、ＤＶが増えているのではと考え

ます。全国の配偶者暴力相談支援センターには、４月に寄せられた相談件数は１万

3,272件で、前年同月より３割増え、子供への虐待も全国で一、二割増であると言

われていますが、コロナとの直接の関連は不明確とされているとありました。  

  先日、委員会でも岩出市はそういうのはなかったと答えられていたように思いま

すが、でも生活環境が変わった中での市の状況をお聞きしたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの２番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  生活福祉部長。  

○松尾生活福祉部長  ただいまの福山議員のご質問の２番目、外出自粛期間中の生活

状況についての１点目、高齢者の生活状況はについてお答えいたします。  

  外出自粛期間中の高齢者の生活状況につきましては、国からの不要不急の外出の

自粛や緊急事態宣言の発令、またマスコミ等において高齢者が感染した場合、重症

化するなどの報道があったこともあり、高齢者の方々においては、新型コロナウイ

ルス感染症を予防するため、人が多く集まる場所を避け、外出を控える方が多くい

らっしゃいました。  

  ５月 14日の緊急事態宣言解除後は、新型コロナウイルス感染症の感染予防に注意

しながらも、必要な外出の再開、また地域での介護予防の自主活動への参加など、

以前から取り組んでいた趣味や運動などを再開する高齢者の方々が増えてきており

ます。  

  続きまして、外出自粛期間中の生活についての２点目のご質問にお答えいたしま

す。  

  児童虐待・ＤＶの相談、通告の状況についてですが、新型コロナウイルス感染症

の発生に伴い、小中学校の臨時休業の措置により、子供の在宅時間が大幅に増える

など、子供の生活環境が大きく変化する中、緊急事態宣言に伴う外出自粛が行われ、

今後の生活不安やストレスによる子供の虐待やＤＶ被害等の増加が懸念される状況

が続いております。  

  こういった状況において、本市におきましても、関係機関と連絡を取りながら、

支援対象児童等の状況の把握に努めてきたところでございます。  

  ご質問の児童虐待通告の状況につきましては、４月は３件、５月は 11件ありまし

たが、件数としては、昨年同月に比べて若干減少しております。また、通告の内容

を確認したところ、新型コロナウイルスの影響が直接的な原因となっているケース

はないように思われます。また、ＤＶの相談につきましては、４月及び５月に相談
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はありませんでした。  

○田畑議長  再質問を許します。  

  福山晴美議員。  

○福山議員  では、１点目、高齢者の方たちが外出を控え、自宅で過ごす時間が長く

なると、体力の低下、閉じ籠もり等が問題になってきます。先日、行政報告でもあ

りましたが、それも含めて、市としての対応と今後の支援をお聞きしたいと思いま

す。  

  ２点目、今年は敬老会がなくなり、楽しみにされていた方たちから、今年はあか

んな、でも仕方ないわという声をよく聞くんですが、たくさんの人が顔を合わす機

会がなくなってしまいました。新型コロナウイルスとの闘いがまだまだ続くと言わ

れています。これからも続いていく自粛生活の中で、顔を合わす機会が少なくなっ

てきます。でも、そんな中でも人と人とのつながりを忘れてはいけないと思います。

１人で自粛生活を頑張っていらっしゃる方もおられると思います。市でも高齢者の

方々に対し、感染予防やフレイル予防のチラシ等、様々な情報発信をされています

が、それに加えて、高齢者の方たちを元気づけられるような、例えば、メッセージ

を込めたチラシを配布する等の取組はできないものかと考えます。市としてのお考

えをお聞きします。  

  ３点目、児童虐待・ＤＶは、新型コロナウイルスの影響が直接的な原因となって

いるケースはないとお答えを頂きました。でも、今後、第２波、第３波が予想され、

新型コロナウイルス感染症の影響はまだまだ続くと考えられます。市としての今後

の対応をお聞きしたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  生活福祉部長。  

○松尾生活福祉部長  再質問の１点目、高齢者の体力低下が問題となっていることに

対する市の対応と今後の支援についてお答えいたします。  

  高齢者の方については、外出を控える生活が続き、動かない状態が続くことで、

心身の機能が低下し、虚弱な状態、フレイルになることが懸念されております。高

齢者の方が自立した自分らしい生活を送るためには、新型コロナウイルス感染症の

予防と併せて、フレイルを予防することが重要であることから、市ウェブサイトに、

高齢者として気をつけたいポイントを掲載するとともに、高齢者が安全に取り組む

ことができる運動、岩出げんき体操簡易版「シニア、さくっと運動」の動画を作成

し、岩出市公式ＹｏｕＴｕｂｅに公開いたしました。また、インターネットを利用
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しない高齢者の方もいらっしゃることから、６月号広報と一緒にフレイル予防のチ

ラシを全戸配布しております。シニアエクササイズや岩出げんき体操などの介護予

防の自主グループに対しましては、ご自宅の運動に取り組んでいただけるよう「シ

ニア、さくっと運動」のチラシを全員に通知し、緊急事態宣言解除後は早く自主活

動を再開したいという声が聞かれたことから、感染予防に配慮しつつ、安全に自主

活動が再開できるよう、活動再開の留意点を作成し、グループ代表者に送付いたし

ました。  

  今後も不安から過剰に外出を自粛することで、閉じ籠もりや体力低下等の問題を

抱える高齢者の方が増加しないよう、高齢者に関わる民生委員・児童委員をはじめ

とした関係者などとも連携し、様々な機会を捉え、正しい情報を提供するとともに、

相談対応など、必要な支援を引き続き行ってまいります。  

  再質問の２点目、高齢者の方へのほっこりするメッセージを込めたチラシを配布

する取組ができないでしょうかということに対するお答えでございます。今後も新

型コロナウイルス感染症の第２波の感染に備える生活が続くことから、引き続き高

齢者の方々が不安に感じないよう、必要な情報提供を行うとともに、チラシ等の作

成に当たっては、高齢者の方が見やすく興味を持っていただけるよう、内容の検討

を行ってまいります。  

  いずれにしましても、新型コロナウイルス感染症予防のため、様々な規制がある

中での生活となりますので、高齢者の方々が少しでもお元気に過ごしていただける

よう、引き続き支援してまいります。  

  最後に、ＤＶ・児童虐待の件数がなかったことに対する第２波、第３波が予想さ

れるコロナウイルスの影響についての市の対応について、お答えさせていただきま

す。  

  現在、緊急事態宣言が解除されておりますが、これまでの生活不安やストレスが

解消されたわけではなく、また、第２波、第３波のおそれもあり、このような状況

が継続されるものと考えております。市といたしましては、支援が必要な子供や家

庭に適切に対応していくため、今後も関係機関との連携を強化し、児童等の状況の

把握と虐待の予防に努めてまいります。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

（な   し）  

○田畑議長  これで、福山晴美議員の２番目の質問を終わります。  

  以上で、福山晴美議員の一般質問を終わります。  
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  通告３番目、５番、梅田哲也議員、発言席から一問一答方式で質問願います。  

  梅田議員。  

○梅田議員  おはようございます。  

  ５番、岩出クラブ、梅田哲也です。議長の許可を頂きましたので、一般質問を一

問一答形式でさせていただきます。  

  さて、今回の６月議会に上程されております補正予算は、新型コロナウイルス感

染症対策が中心となっておりますが、国の 10万円の特別定額給付金 54億 5,200万円、

子育て世帯への臨時特別給付金 8,300万円を引いても、市の単独事業として７億 800

万と実に大きな事業規模となっております。  

  今回の新型コロナによる景気後退は、 2008年のリーマンショックをはるかに上回

る景気後退になると言われていますが、全ての国民に影響が及んでおり、今後の生

活スタイルにも大きな変化が求められていく状況にあると思います。  

  また、国の定額給付金は、市民の皆さんにできるだけ早く支給することが求めら

れていると思いますが、６月 22日現在、既に 96.6％以上の市民の皆様にお届けして

いるとお聞きしていますが、早期に市民全員にお配りできるよう、もう一頑張りを

よろしくお願いしたいと思います。  

  市民の方からも、本当に担当の方、大変やけど頑張ってよというお声もたくさん

私に頂いておりますので、ご紹介をさせていただきます。  

  さて、岩出市のコロナ対策事業ですが、独り親家庭への支援、妊婦さんへの 10万

円の給付の支援、市民全員が対象の水道料金の基本料金減免、公共施設等への感染

防止品の配布、３月からの学校休止に伴う関係業者への補償、事業者支援事業、小

中学校児童生徒への学習用端末導入事業等々、非常にバランスの取れた対策になっ

ていると思います。  

  今回の一般質問では、コロナ対策事業の中から、１点目、小中学校児童生徒への

学習用端末導入事業、いわゆるＧＩＧＡスクールについてと、２点目、岩出市事業

者支援事業についての２点について、少し深掘りしてお聞きしたいと思います。  

  それでは、１点目のＧＩＧＡスクール実現についてお聞きします。  

  今回の新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、３月２日から長期間にわたり

小中学校で休業が続きました。感染者が全国的に減ってきた中で、政府においては

緊急事態宣言を解除し、休業を要請していた各種施設についても解除となってきま

したが、北海道や北九州市の例にもありますように、第２波がいつ襲ってくるか分

からない状況の中、感染防止への対策は、依然として気が抜けないのが現状である
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と思います。  

  そういう状況が続く中、多くの企業においても休業を要請され、出勤できず、自

宅でのテレワーク、学校においてはオンライン授業を実施している映像がテレビ等

で報道されておりました。対面式ではなく、オンラインでの授業について、私は経

験がありませんので、学力の定着という面で効果があるかどうか不明ではあります

が、今回のように、学校が休業となる中で、学力の格差を生まないようにするため

には、オンライン授業も１つのツールであるように考えます。  

  そこで、今回、今、文部科学省が進めているＧＩＧＡスクールについて質問をし

たいと思います。  

  まず１点目として、さきの議会では、市の方針として、年次計画的に全小中学校

に１人１台パソコンをはじめ大型モニター等の機器を整備していくとお聞きしてお

ります。また、その方針の中で、令和元年度補正として、無線ＬＡＮの整備等が計

上されたと思いますが、今回の６月補正予算はどういう内容になるのか、お聞きを

いたします。  

  次、２点目ですが、市の計画についてお聞きをいたします。もともと国ではソサ

エティー 5.0の実現を計画的に見直すとされていますが、国の方針に変更があった

のかどうか。また、今回の補正予算は市の計画の変更によるものかどうか、また変

更したのであれば、どのように変更したのか、お聞きいたします。  

  ３点目として、令和２年度の事業としては、どのような規模になるのか。いわゆ

る国が示すＧＩＧＡスクールとして完成したものになるのかどうか、お聞きをいた

します。  

○田畑議長  ただいまの１番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  教育部長。  

○湯川教育部長  梅田議員のＧＩＧＡスクールの実現についてのご質問にお答えいた

します。  

  まず１点目と２点目、一括してお答えさせていただきます。  

  ＧＩＧＡスクールの実現に向けた国の方針ですが、令和元年６月に学校の情報化

を推進する法律が施行され、国や自治体が教育の情報化を進めなければならないと

定められました。同年 12月には文部科学省によりＧＩＧＡスクール構想が提示され

てございます。  

  また、令和２年度から実施される新学習指導要領において、情報活用能力が学習

の基盤となる資質、能力の１つであると位置づけられ、情報活用能力を育成するた
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めには、学校において、コンピューターや情報通信ネットワークなどの情報手段を

活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図る

こと、さらに児童がプログラミングを体験しながら、コンピューターに意図とした

処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けさせるための学習活動を実施

することと記され、ＩＣＴの利活用が重要なポイントとされており、法的、制度的

な環境は整いましたが、この構想の実現には多額の費用が必要なことから、文部科

学省では補助制度を構築し、 2022年度までの期間で、全国の小中学校におけるＧＩ

ＧＡスクールの実現を目指すとされており、岩出市におきましても、国の方針に基

づき、岩出市教育情報化推進本部を設置し、教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か

年計画を策定し、具体的には、令和元年度では全ての小学校５・６年生と特別支援

学級に大型モニター等を整備、中学校にはタブレット型パソコンを各校 20台ずつ整

備、教職員には事務の共通化・効率化を図る校務支援システムを導入しました。  

  また、令和元年度からの国の動向に合わせ、令和２年度には小中学校への無線Ｌ

ＡＮの整備、１人１台パソコンにつきましては、令和２年度に小学校５・６年生と

中学校１年生、令和３年度に中学校２年生・３年生、令和４年度に小学校３・４年

生、令和５年度に小学校１・２年生に整備するというように、年次計画的に機器の

整備を図っていくこととしてございましたが、新型コロナウイルスの感染防止のた

め学校が臨時休業となるなど、国においては、ＧＩＧＡスクールの早期実現を目指

し、これまでの方針を変更し、令和２年度中の１人１台パソコン整備を実現するた

めの補助制度の拡充を図ってございます。  

  岩出市としましても、この補助制度が今年度のみということでございますので、

これまでの整備計画を修正し、令和２年度での整備事業の完了を目指すことを決定

したところでございます。  

  次に３点目、今後の展開についてでありますが、令和２年度の事業としましては、

端末機器の購入として、小学校では、児童用 2,992台、教師用 99台、予備機として

299台、計 3,390台、中学校では、生徒用 1,368台、教師用で 41台、予備機が 136台、

計 1,545台、合計 4,935台を購入するものでございます。  

○田畑議長  再質問を許します。  

  梅田議員。  

○梅田議員  岩出市としても、小中学生１人１台パソコンを実現していくという方針

で大変期待しているところでありますが、報道されていたようなオンラインでの自

宅学習について、聞くところによると、和歌山県内の小中学校ではほとんど環境が
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整備されていないと聞いておりますが、全国的な整備率はどれぐらい整備されてい

るのでしょうか。また、県内の整備率についてもお聞きしたいと思いますが、コロ

ナ禍の中、オンライン学習が注目されておりますが、そもそもＧＩＧＡスクールの

目的とは何であったのか。オンライン学習だけが目的で、多くの予算をかける必要

はあるのか、改めてお聞きいたします。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  教育部長。  

○湯川教育部長  再質問にお答えいたします。  

  新型コロナウイルスの感染防止のため、全国一斉に小中学校が休業される中、学

力の定着を願ったオンライン学習が報道されていたことは認識してございます。ま

た、新型コロナウイルスの蔓延がＧＩＧＡスクール実現のスピードアップを図った

ものと思われますが、現状においてオンライン学習が可能な環境が整備されている

整備率、全国では設置者 1,213のうちの 60で約５％、和歌山県内では、これ県独自

の調査でございますが、全学校で整備されているところが８団体で約 2.7％、１校

でも実施したところ９団体、 30％、実施していないところが 13団体で約 43％という

ことでございます。  

  ＧＩＧＡスクールのそもそもの趣旨、目的は、情報活用能力の向上と併せて、未

来を背負う子供たちのプログラミング能力の養成でありまして、コロナウイルスの

感染防止により、オンライン学習が注目されておりますが、今回の休業期間では、

本市においては教科書に沿った教材を購入し、全児童生徒に配布したところですが、

オンライン学習の成果については、まだ検証されておりません。学力の定着に、特

に効果があるのかどうか、この点についてはまだ不明でございます。  

  今後のコロナウイルス等による学校休業の際の対応としましては、オンライン学

習も１つのツールであるということは認識しておりますが、オンライン学習が全て

ではなく、ほかにも方法はいろいろとあると思いますので、さらなる研究を進めて

まいります。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

  梅田議員。  

○梅田議員  今答弁がありましたように、私もＧＩＧＡスクールそのものの趣旨は、

世界の、いわゆるＩＣＴ化の波に乗り遅れることのないように、日本の子供たちの

コンピュータープログラミング能力の向上を目指して導入されるものと思っており

ます。オンライン学習は、あくまでも二次的なものであって、授業本来の趣旨、目
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的は忘れないようにしていただきたいと思います。  

  それから、今後、ＧＩＧＡスクールの実現に最も必要なことは、教える側の知識

と技術であると思いますので、教員の皆さんへの研修は不可欠と思いますので、教

える側においても、扱えない教員がないよう、徹底した研修をお願いしたいと思い

ます。  

  いずれにしても、世界の波に乗り遅れることのないよう導入されたＧＩＧＡスク

ール構想、本市においても始まったばかりであります。綿密な計画の下、一日も早

く習熟していただいて、子供たちの成長に寄与されることが肝要であると思います

が、教育委員会としてのお考えをお聞かせください。  

○田畑議長  ただいまの再々質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  教育部長。  

○湯川教育部長  再々質問にお答えいたします。  

  本来の目的は、情報活用能力の向上と併せて、プログラミング能力の養成という

ことで、今回のコロナウイルスの感染蔓延の中で、オンライン学習だけを捉えて授

業を進めていくという考え方はしてございません。  

  その上におきまして、議員ご指摘のとおり、教える側である教員の能力、その効

果を図る上で重要な位置にあるのかなというふうに考えております。教育委員会と

しましては、大きな投資をして成果が出なかったというわけにはいきませんので、

研修計画に基づきまして、教員の知識、技術等のレベルアップに努めてまいります。  

○田畑議長  これで、梅田哲也議員の１番目の質問を終わります。  

  しばらく休憩いたします。  

  午前 10時 45分から再開します。  

                  休憩             （ 10時 27分）  

                  再開             （ 10時 45分）  

○田畑議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  

  一般質問を続けます。  

  引き続きまして、２番目の質問をお願いします。  

  梅田議員。  

○梅田議員  次に２点目として、岩出市事業者支援事業についてお聞きをいたします。  

  国の持続化給付金は４月 30日に国会で成立しました。この給付金は、今回のコロ

ナ感染症により、特に影響を受けた事業者に対して事業の継続を下支えし、再起の

糧としていただくために、事業全般に広く使える給付金として成立したものです。  
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  法人では最大 200万円、個人では最大 100万円給付され、５月１日から受付開始と

なりました。この給付金は売上高をベースにして、減少月を任意で選択でき、フリ

ーランスも対象で、また、新規開業した事業者も利用できます。  

  つまり資本金 10億未満の会社、さらに医療法人、農業法人、ＮＰＯ法人、社会福

祉法人も対象になり、該当事業者は幅広くなっています。支給金額は、前年の総売

上げ、法人の場合は、前期の総売上げから、前年同期比で 50％以上売上げが減った

月の売上げ掛ける 12か月の金額を引いて支給額を決定する。非常に簡便な制度です。  

  報道によりますと、６月 12日現在で 199万件以上の申込があり、 149万社に対して、

１超 9,000億円以上の支給があったそうです。  

  スピード感には問題がありますが、新型コロナで大きな影響の受けた事業者にと

っては、再起の糧となるインパクトのある制度であると思います。  

  さらに、５月 15日より和歌山県でも同様な事業継続支援金制度がスタートし、６

月 15日現在、申請受理件数 5,880件、申請金額 12億 1,252万円となっているそうです。

また、 2,145件、４億 4,434万円が既に支出済みとなっているそうです。国、県合計

で５名以下、個人事業所で 120万円、同じ規模の法人であれば 220万円が支給されま

す。私は連休前から 10人以上の方から相談を受け、持続化給付金制度の骨子を説明

させていただきましたが、現在、その中の方の約９割以上の方は、既に給付を受け

ておられます。業種も飲食店をはじめ寝具店、家具・家電販売店、自動車関連等、

多岐にわたっております。  

  今回の新型コロナウイルス感染症の影響の大きさが分かります。ただ、その際、

売上げの減少率が 30％から 40％の方が飲食業以外に多く、国の制度には乗りません

でしたが、今回の岩出市の事業所支援給付金制度は、コロナで売上げの減少でダメ

ージを受けておられる全ての事業所にとって喜ばれる制度であると思います。これ

を踏まえてお聞きをいたします。  

  １点目、岩出市として、今回の給付金事業の売上げ減少率を 30％から 50％未満と

した根拠についてお聞かせください。  

  ２点目としまして、申請要件、必要書類、対象業種、想定申込件数についてお答

えください。  

  ３点目といたしまして、審査基準、支給日数のめどについてお聞かせください。  

○田畑議長  ただいまの２番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  事業部長。  

○田村事業部長  梅田議員ご質問の２番目、事業所支援給付金事業についてお答えい
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たします。  

  まず１点目、売上げ減少率 30％から 50％未満とした理由についてですが、本事業

は、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けたが、国の持続化給付金事業

の対象とならない事業者を対象として、事業の継続を下支えし、再起の糧としてい

ただくため、事業全般に広く使える給付金の支給を予定しており、国、県、近隣市

の事例を参考に、売上げ減少率 30％以上 50％未満としています。  

  次に２点目、申請の要件、想定申込数はについてですが、新型コロナウイルス感

染症の影響により、一月の売上げが前年同月期で 30％以上から 50％未満減少した事

業者で、 2019年以前から事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続するも

の、かつ本店所在地が岩出市内ある法人、または岩出市内に住所がある個人事業者

でいずれも主たる事業所が岩出市内にあることを要件としています。対象とする業

種につきましては、特に限定はしておりません。  

  また、想定される申込件数は、岩出市内事業者数を統計調査、資料及び商工会か

らの聞き取りから推計した約 1,300事業者のうち３割、 390事業者を見込んでいます。  

  次に３点目、審査の基準と支給日数のめどについてですが、給付金の交付申請の

添付書類等につきましては、国の持続化給付金に係る手続などを参考に、給付金の

交付要件の確認事項としまして、事業者確認や売上げ減少状況の確認できる書類の

提出を考えています。  

  また、本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の事業継続を

目的とすることから、迅速な支給が必要であると考えています。  

  支給要件適合が確認された後、おおむね二、三週間で支給できるよう努めてまい

ります。  

○田畑議長  再質問を許します。  

  梅田議員。  

○梅田議員  私の相談を受けた感触によりますと、特に緊急事態宣言の発令された４

月に売上げが昨年より急減した事業所が多いように思われます。そのときには売上

げが半減以上になっていて、国の持続化給付金申請要件を満たすケースが多かった

ように思います。つまり市の制度を広く市民の方に知っていただき、多くの市民の

方に利用していただくため、幅広くＰＲをすることが必要だと思いますが、考えら

れている方策についてお答えください。  

  次に、その際、会員、非会員にかかわらず、今回の持続化給付金の申請のサポー

トをやっていただいて、非常に好評を得ております商工会にもＰＲをお願いしては
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どうかと思いますが、市のお考えをお聞かせください。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  事業部長。  

○田村事業部長  再質問にお答えいたします。  

  事業の周知方法につきましては、速やかに市ウェブサイトに掲載すると同時に、

広報いわで７月号に概要の掲載、８月号に詳細の掲載を行い、市役所窓口のほか市

公共機関でのチラシの配置並びに市内金融機関へのチラシの配置を依頼を行います。

また、岩出市商工会の協力を得まして、６月中に全会員への郵送通知を実施する予

定としてございます。  

  なお、商工会におきましては、相談窓口の開設と申請書作成補助のご協力を頂け

るよう協議を進めているところでございます。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

（な   し）  

○田畑議長  これで、梅田哲也議員の２番目の質問を終わります。  

  以上で、梅田哲也議員の一般質問を終わります。  

  通告４番目、７番、福岡進二議員、発言席から一問一答方式で質問願います。  

  福岡議員。  

○福岡議員  ７番、福岡進二です。議長の許可を得ましたので、通告に従い一問一答

方式で質問を行います。  

  今回は、障害者施策についてと生活保護の現状についての２点お伺いいたします。  

  最初に、障害者施策について質問いたします。  

  国内外を襲った新型コロナウイルスも、国内も一時緊急事態宣言が出され、不安

とともに幾多の方面にも大きな損失をもたらしましたが、５月 25日には全ての都道

府県で緊急事態宣言が解除され、終息に向かって元気を取り戻すようになってきま

したが、都市部では、依然、感染者が発生している状況であり、岩出市においても、

第２波、第３波に備えての対応が必要となってくると考えます。  

  そこで、１点目の質問として、そのような状況の中、障害のある方への新型コロ

ナウイルスに対する支援策について、岩出市では障害のある方、もしくは障害者施

設に対して感染予防の支援をどのように行っているのか、お伺いします。  

  ２点目、手話言語条例についてお伺いします。  

  平成 23年に改正された障害者基本法や、平成 26年に障害者の権利に関する条約の

批准により手話が言語として位置づけられたことから、手話に関する理解と広がり
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をもって、市民誰もが支え合い、安心して暮らせることのできる共生社会を実現す

るため、長年の悲願でありました岩出市手話言語条例が昨年９月に制定されました。

関係者の皆様の努力、ご尽力、改めて感謝申し上げます。  

  さて、この岩出市手話言語条例の目的は、手話が言語であるとの認識に基づき、

手話に関する理解の促進及び普及並びに手話を学ぶ機会の確保を図り、市の責務及

び市民の役割を明らかにするとともに、全ての市民が共に生きる地域社会を実現す

るとされており、また、第３条では、市の責務として、市は基本理念にのっとり、

手話の理解の推進及び普及並びに手話を学ぶ機会の確保を図り、聾者が手話でコミ

ュニケーションを図りやすい環境を整備するため、必要な施策を実施するものとさ

れております。  

  そのような状況下にある中、当市において、町の時代から手話通訳者を配置され、

来客者への応対、イベント開催時等の手話通訳、また、この議場においても傍聴者

が手話を必要とされた場合の手話通訳を行っていただくとともに、障害に関する予

算措置についても拡充の方向にあると思っております。  

  また、事業として、手話の入門講座を昼間の部、夜間の部で開催するなど、市民

の方から大変喜ばれております。  

  そこで２点目の質問ですが、手話言語条例第６条では、市の施策について記載さ

れております。その中の第３号、手話による意思疎通支援に関することとされてお

りますが、市ではどのような意思疎通支援に取り組んでいるのか、お伺いいたしま

す。  

  また、同条例第３条では、市の責務として、手話の理解の促進及び普及並びに手

話を学ぶ機会の確保を図り、聾者が手話でコミュニケーションを図りやすい環境を

整備するため必要な施策を実施するものとするとされておりますが、当市では、手

話言語条例制定後、新たに取り組んだ施策をお伺いいたします。  

  次に３点目、視覚障害者への支援については、平成 28年４月に施行された障害者

差別解消法では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国

の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別の解消

をするための措置などについて定めることによって、全ての国民が障害の有無によ

って分け隔てることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の

実現につなげることを目的とし、福祉分野における事業者が、障害者に対し不当な

差別的取扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配慮の提供についても示されて

おります。  
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  そこで３点目の質問ですが、視覚の障害のある方、また弱視の方など、来庁され

た場合、市としての対応及びどのような配慮をなされるのか、お伺いいたします。  

  次に、母子健康手帳については、母子保健法第 16条において、市町村は妊娠の届

出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと規定されており、

届出を出された方には、母子健康手帳を交付しなければなりません。近年では、男

女共同参画の観点から、父親も活用できる親子健康手帳としての機能も有している

と伺っております。また、市では、岩出市子育て世代包括支援センター「ぎゅっと

ふるいわで」を開設して、妊娠・出産・子育て期までの切れ目のない支援をうたっ

ており、障害の有無によって分け隔てることなく、親子で使いやすい母子健康手帳

を交付しております。  

  ついては、視覚に障害のある方が妊娠の届出がなされた場合、点字版母子健康手

帳等の交付をされているのか。また、母子健康手帳の交付時など、障害のある方に

はどのような配慮をされているのか、お伺いいたします。  

○田畑議長  ただいまの１番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  生活福祉部長。  

○松尾生活福祉部長  福岡議員のご質問の１番目、障害者施策についての１点目、新

型コロナウイルス感染症対策について、障害のある方に対する支援はについてお答

えいたします。  

  障害のある方に対する支援につきましては、県から岩出市内の障害福祉施設 15か

所に対し、市を通して、各施設 20枚ずつのマスクの配布を行いました。また、日常

的に人工呼吸器を装着している児童、呼吸障害により気管切開を行っている児童は、

肺炎等の呼吸器感染症にかかりやすいこと、また重症化する傾向にあることから、

対象児童の保護者に手指消毒用エタノールの配布を行いました。それに併せて、手

指消毒液の入手が難しい場合の対策、医療的ケア児の保護者が新型コロナウイルス

に感染した場合の対応などの情報提供も行っております。  

  ２点目の意思疎通支援の取組につきましては、具体的には、手話通訳派遣のこと

を指しており、条例制定前から、手話通訳者の同行を行っているところです。今回

の新型コロナウイルス感染症の発生により、県は感染拡大予防の観点から、タブレ

ットを使用した遠隔手話通訳を実施しており、本市においても感染リスクが高いと

判断した場合は、この事業を活用しているところです。制定後の新たな取組につき

ましては、本年３月のふれあいまつりにおいての手話コーナーの設置や、令和２年

度事業として、小学校５年生を対象とした手話教室の開催などを予定しておりまし
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たが、新型コロナウイルス感染症の影響で、中止や延期の状態にあります。  

  これに代えて、地域福祉課窓口に手話紹介コーナーを設置し、小中学生を対象と

した手話のチラシを配布する予定です。また、市ウェブサイトにおいても、手話動

画のページの開設等を行っております。  

  ３点目の１つ目、市の方針についてですが、第２期岩出市障害者計画の基本理念、

「ふれあいのまち  やさしいまち  いわで」の実現に向け、福祉のまちづくりの機

運の醸成、公共施設や道路の整備・充実、情報のバリアフリー化の推進等に取り組

んでいるところです。具体的には、来庁される視覚障害者の方々の安全な歩行を確

保するため、公共施設内のバリアフリー化のほか、点字ブロックの配置や案内板へ

の点字表示、音声案内エレベーターの設置等の環境整備を図っております。  

  また、情報のバリアフリー化としましては、広報いわでを音声化した声の広報の

作成配布、市ウェブサイトのウェブアクセシビリティー化を継続して進めています。  

  本市で作成しています各種計画につきましては、音声コードを付した印刷を行っ

ており、音声で情報提供できるよう対応しているところです。  

  岩出図書館では、拡大読書器や拡大鏡を装備しておりますが、機器を使っても読

者が困難な視覚障害の方々のために、ボランティアによる対面朗読やＣＤ図書、音

声ガイド付ＤＶＤ、大活字本の貸出しを行っております。体の障害等で来館できな

い方への資料の郵送による貸出しも行っております。  

  そのほかにも保険年金課では、国民健康保険被保険者証と他のカードを識別でき

るように点字で保険証と印字したシールの配布を、岩出クリーンセンターではふれ

あい収集の実施なども行っております。  

  今後も障害のある方の社会参加を阻害するバリアの解消に向け、ハード面のバリ

アフリー化を進めるとともに、障害の特性に応じて必要な情報が得られるよう、情

報のバリアフリー化も進めてまいります。  

  ２つ目の母子健康手帳の交付時など、どのような配慮がなされているのかにつき

ましては、視覚障害者の方に対しては、点字版の母子健康手帳をお渡しできるよう

にしております。また、購入につきましても、母子健康手帳の改訂に合わせて行っ

ており、母子制度の変更に対応できるようにしております。  

  なお、近年、点字版の母子健康手帳を交付した実績はございません。  

○田畑議長  再質問を許します。  

  福岡議員。  

○福岡議員  当市における障害者施策について、様々な取組を行っていることが分か
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りました。そこで２点について再質問いたします。  

  １点目は、今後、当市においても、高齢化の波は障害のある方にも当然影響を及

ぼし、年々障害者の高齢化が進み、障害者支援も複雑かつ多様性が求められること

が予想されることから、さらなる支援に対する工夫と知恵を求められると私は感じ

ております。特に少子高齢化が進展する中、将来には高齢化等で視覚障害者が激増

すると思われますので、視覚障害者がさらに住みやすいまちにするためにも、市と

してはどう考えているのか、お伺いいたします。  

  もう１点は、全国手話言語市区長会があり、全国で 596市区長が入会し、和歌山

県では、和歌山市、御坊市、新宮市と隣接の紀の川市の４自治体が入会しておりま

す。市では、これまで参画する方向で検討した経緯があるのか、お伺いします。  

  また、全国手話言語市区長会に参画した場合、今後どのような取組を実施してい

くのか、併せてお伺いいたします。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  生活福祉部長。  

○松尾生活福祉部長  再質問の１点目、少子高齢化に伴い、視覚障害者の増加が考え

られるが、住みやすいまちとするための市の対策についてですが、岩出市では、身

体障害者相談員の制度において、ピアカウンセリングを行っております。この相談

は、障害当事者が相談を受けることにより、中途で失明した方など、将来への不安

を抱え、今後の生活に対する希望を失いかけた相談者に、実体験からアドバイスを

したり、様々な支援制度を紹介しております。  

  ２点目の全国手話言語市区長会に参加するか否かというその考えについてでござ

いますが、全国手話言語市区長会についてですが、この会は、手話言語法、情報コ

ミュニケーション法の制定と、手話関連条例の拡充を通じて、聴覚障害者の自立と

社会参加の実現を目指すとともに、手話等に関する施策展開の情報交換等を行うこ

とを目的としています。令和２年６月 11日現在、全国で 596市区長、 10町村長が入

会しております。この全国手話言語市区長会の入会につきましては、これまで具体

的に検討した経緯はございませんが、その役割を研究した上で、本市の方向性を考

えてまいりたいと考えております。  

  すみません。１点目の視覚障害者の方への取組で、ちょっと申し上げることが漏

れておりましたので、再度答弁させていただきます。  

  視覚障害者の方が増加することに対する市の取組といたしましては、制度やサー

ビスを取りまとめた障害者・児福祉のしおりを発行する際に、視覚障害者用の音声
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コードであるＳＰコードをつけて冊子を作成し、視覚障害のある方にも情報提供で

きるようにしております。窓口の相談では、相談内容に応じて、職員が必要な情報

を読み上げて、情報提供を行っています。簡単な点訳であれば、点字での情報提供

も行うことができます。また、本市では、身体障害者相談員の制度において、ピア

カウンセリングを行っています。この相談は、障害当事者が相談を受けることによ

り、中途で失明した方など、将来への不安を抱え、今後の生活に対する希望を失い

かけた相談者に、実体験からアドバイスをしたり、様々な支援制度を紹介していま

す。  

  今後も障害のある方の社会参加を阻害するバリアの解消に向け、相談体制や情報

提供の充実を図ってまいります。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

  福岡議員。  

○福岡議員  最初の質問でも申し上げましたが、障害者施策を考える前提として、国

では、平成 28年４月に障害者差別解消法が施行され、各自治体においては、障害者

も健常者も相互に人格と個性を尊重し合い、共に支え合いながら暮らすことができ

る共生する社会の実現に向けて、着々と取り組んでいただいていることと思います。  

  そうした中、岩出市の障害者差別解消法の取組については、どのような事業を行

っているのか、お伺いします。また、さらにもう一歩進めて、具体的な取組ができ

ないでしょうか、お伺いします。  

  そして、全国手話言語市区長会へ参画することにより、各種方面から情報を得ら

れるものと私は考えますので、ご検討をいただきたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの再々質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  生活福祉部長。  

○松尾生活福祉部長  障害者差別解消法の取組についてなんですが、障害者差別解消

法は平成 28年４月に施行され、市はパンフレットによる啓発やＤＶＤの上映、学習

会等で法についての周知に努めてきたところです。平成 30年に障害を理由とする差

別の解消を推進するための岩出市職員対応要領を制定し、この要領を基に、和歌山

県相談支援体制整備事業アドバイザーを講師に招き、全職員に研修を行いました。

また、紀の川市と合同で、関係機関や人権擁護を担う方々を構成員とした障害者差

別解消地域支援協議会を開催し、弁護士等を講師に迎えて、障害者差別解消法につ

いて、障害者差別について、障害者の意思決定支援と成年後見制度についてなどの

テーマでお話を頂き、様々な社会的障壁や差別事案についての情報共有と意見交換
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等を行っております。  

  今後も関係機関と連携・協調しながら、障害のある方や家族と地域社会との関係

構築に努めてまいります。  

○田畑議長  地域福祉課長。  

○長倉地域福祉課長  福岡議員の再々質問の全国手話言語市区長会の加入についてで

ございますが、本市の方向性、この市区長会についても本市の役割等も研究した上

で、本市の方向性を今後考えてまいりたいと考えております。  

○田畑議長  これで、福岡進二議員の１番目の質問を終わります。  

  引き続きまして、２番目の質問をお願いします。  

  福岡議員。  

○福岡議員  続きまして、２番目の生活保護の現状について質問いたします。  

  生活保護には、憲法第 25条に規定する理念に基づいて、国が生活に困窮する全て

の国民に対して、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活

を保障するとともに、その自立を助長することを目的とされております。  

  一方、生活保護においては、利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを最低

限度の生活を維持するために活用することが求められるとともに、就労可能な方に

あっては、就労による自立を目指すことが重要であると言われております。  

  しかし、昨年末から新型コロナウイルス感染症の急拡大や、それに伴う緊急事態

宣言等により、我が国の経済は悪化し、失業等で十分な収入が得られなくなり、保

護を要するケースが出てくることが予測されるとともに、高齢化により収入が減少

傾向にあると思われることから、今後、生活困窮者が増加することが予測されます。  

  そこで、１点目の質問として、現在、当市の保護世帯数及び保護人員、また昨年

度と本年４月からの生活保護相談件数及び相談の結果、生活保護申請に至った件数

についてお伺いいたします。  

  次に、ケースワーカーにつきましては、社会福祉法第 16条により、市においては

生活保護世帯 80世帯につき１名であり、生活保護受給者とケースワーカーとの関わ

り方は非常に重要であると考えております。  

  ２点目の質問として、当市のケースワーカーの資格別の人数及び１人当たりのケ

ースワーカーが担当している世帯はどれくらいか、お尋ねいたします。また、市と

してのその対応で十分できているのかどうか、お伺いいたします。  

○田畑議長  ただいまの２番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  生活福祉部長。  
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○松尾生活福祉部長  福岡議員のご質問の２番目、生活保護の現状についてお答えい

たします。  

  １点目、新型コロナウイルス感染症の影響により生活保護世帯数は増加している

のかにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、生活費や家賃等の

支払いに不安を感じている方からの相談が大幅に増加し、昨年４月、５月の相談件

数の合計は 33件でありましたが、今年度４月、５月の相談件数の合計は 71件に増え

ました。  

  一方、生活保護の申請件数は、昨年度４月、５月の合計は 16件、今年度４月、５

月の合計が 15件と、ほぼ同数となっております。また、生活保護世帯数及び人数に

つきましても、令和２年３月末で 311世帯、 380人、５月末で 310世帯、 378人と、ほ

ぼ横ばいとなっております。  

  新型コロナウイルス感染症の影響により相談件数は大きく増加したものの、生活

保護世帯の大きな増加につながっていないのは、緊急小口資金や総合支援資金等の

貸付けや住居確保給付金について、新型コロナウイルス感染症対策として支給要件

が拡大されたため、これらの制度の利用につながったことが大きな要因になってい

ると考えております。  

  続いて２点目、ケースワーカーの資格別の人数及び担当人数につきましては、現

在、生活保護係は、係長の査察指導員が１名、ケースワーカー４名の計５名体制で

対応しています。資格につきましては、査察指導員及びケースワーカー５名中４名

が社会福祉主事の資格を持っており、残り１名につきましても、現在、社会福祉主

事の通信課程を受講中となっています。  

  また、担当数につきましては、社会福祉法において、被保護世帯数が 240世帯以

下であるときは３とし、被保護世帯数が 80を増すことに、これに１を加えた数が標

準として定められておりますので、担当数はケースワーカー１人当たり 80世帯以下

ということになりますが、令和２年５月末現在、岩出市の被保護世帯数は 310世帯

ございますので、担当数は１人当たり 77.5世帯となっております。対応につきまし

ては、それぞれの世帯の状況に応じ、ケース訪問格付基準に基づいて、ＡからＤの

４ケースに分類し、原則、訪問により状況を把握し、必要な対応を行っております。  

  なお、新型コロナウイルス感染症の影響により相談件数の増加への対応につきま

しては、緊急小口資金や総合支援資金の貸付けに必要とされていた市から社会福祉

協議会への連絡票が省略されるなど、事務手続の簡素化が図られたため、社会福祉

協議会への相談だけで貸付けを受けられるようになったことから、窓口での相談に
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つきましては、お待たせすることなく対応できているところです。  

○田畑議長  再質問を許します。  

  福岡議員。  

○福岡議員  当市における生活保護の現状について答弁頂きました。その中で、ケー

スワーカーが４人で、ケースワーカー１人当たりの担当世帯が 77.5世帯との答弁が

ありました。被保護世帯の定期訪問の実施は、生活保護法第 28条で、保護の実施機

関は保護の決定または実施のため、必要があるときは要保護者の資産状況、健康状

態、その他の事項を調査するため、要保護者について、当該職員にその居住の場所

に立ち入り、これらの事項を調査させることとされております。  

  こうした定期訪問の目的に沿って、被保護世帯に対する適切な保護と自立の促進

を的確に行っていくためには、被保護世帯の状態に応じた適時適切な生活状況等の

把握と自立に向けた指導が必要であり、このため被保護世帯の状態に応じた頻度で

定期訪問することが大切であると考えます。  

  そこで、当市として、被保護世帯への定期訪問の実施頻度はどれぐらいか。また、

それはどのようにして決定されているのでしょうか、お伺いします。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  生活福祉部長。  

○松尾生活福祉部長  被保護世帯の定期訪問につきましては、国の通知に基づき作成

しているケース訪問格付基準により、ＡからＤの４ケースに分類し訪問しておりま

す。Ａケースは、毎月１回以上の訪問を要するケースで、収入の状況を毎月把握す

る必要がある世帯や継続して就労指導を要する世帯、常時配慮を要する世帯などが

該当します。Ｂケースは、２か月に１回以上訪問を要するケースで、稼働能力の有

無を定期的に把握する必要がある傷病者世帯などが該当します。Ｃケースは、３か

月に１回以上訪問を要するケースで、長期にわたり稼働能力の活用が見込めない世

帯等となり、高齢者世帯などが該当します。Ｄケースは、６か月に１回以上の訪問

を要するケースで、施設入所あるいは長期入院している者のみの世帯が該当します。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

  福岡議員。  

○福岡議員  定期訪問につきましては、例えば、高齢者の世帯等、Ｃケースでは、年

４回の３か月に１回以上との答弁がありました。以前から全国的に生活保護世帯に

関わる様々な事件等が報道されていました。また、最近では独り暮らしの高齢者が

新型コロナウイルスに感染して自宅で亡くなっていたという悲しい報道もされてい
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ました。当市においても、高齢者家庭や独り暮らしの家庭が多くなると思いますが、

何か問題が起こってからでは遅いと思います。  

  そこでお伺いいたします。市では、法により訪問回数等は決めているのかと思い

ますが、特に見守り等が必要な世帯については、今後、定期訪問を増やすべきと考

えますが、市の見解をお伺いいたします。  

  また、先ほども申し上げましたが、新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐため、

緊急事態宣言が全国に出され、収入が減収されるなど、生活保護になるケースも増

加してくるとも思われます。今後、市としてどのような対応をしていこうと考えて

いるのか、市の見解をお伺いいたします。  

○田畑議長  ただいまの再々質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  生活福祉部長。  

○松尾生活福祉部長  訪問基準は、業務上の目安であり、特に生活状況や健康状態の

把握が必要な場合などは、必要に応じ訪問回数を増やす、あるいは電話で状況を確

認するなどの対応を行っております。また、状況に応じて介護サービス等の利用に

つなげる、あるいは民生委員・児童委員と連携を取るなどの対応を行う場合もあり

ます。また、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、生活に不安を

抱えている方につきましては総合支援資金等の貸付け制度や、家賃の支払いにお困

りの方には住居確保給付金等の必要な制度につなげるとともに、保護が必要な方に

は必要な保護を実施してまいります。  

○田畑議長  これで、福岡進二議員の２番目の質問を終わります。  

  以上で、福岡進二議員の一般質問を終わります。  

  通告５番目、 13番、奥田富代子議員、発言席から一問一答方式で質問願います。  

  奥田議員。  

○奥田議員  13番、奥田富代子です。議長の許可を得ましたので、一問一答方式で、

臨時休校中の分散登校・学童保育について３点、ＧＩＧＡスクール構想前倒しにつ

いて３点、生活困窮者支援について２点、福祉タクシー券について２点、お伺いい

たします。なお、この質問の中には、さきに質問に立たれた議員方のご質問と重複

するところもあり、大変恐縮ではございますが、どうぞよろしくお願いします。  

  では、１点目の新型コロナウイルスによる未曽有の出来事が世界中を巻き込んで

おり、日本では令和２年４月７日に緊急事態宣言が発出されました。当初は、トイ

レットペーパーなどの紙類が店頭から姿を消し、マスク不足、消毒液不足等、混乱

を極めました。緊急事態宣言が発出される中、不要不急の移動の自粛が要請され、
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ステイホームの日々が続き、学校も臨時休校になりました。  

  文科省は、感染症対策を徹底した上で、分散登校を行う日を設けることにより、

段階的に学校教育活動を再開し、全ての児童が学校において教育を受けられるよう

にしていくことが重要と指摘し、進路指導の配慮が必要な最終学年である小学校６

年生と中学３年生、また、教師による対面での学習支援が特に求められる小学１年

生が優先的に学習活動を開始できるよう配慮を求めました。  

  また、児童生徒数の多い学校については、分散登校の工夫についても言及してお

りますが、本市では子供たちの３密を避け、学びを保障するための分散登校ではど

のような工夫をされたのかを１点目として、お伺いいたします。  

  次に、保護者が仕事を休めないなどの理由で、学童保育を利用する児童もいまし

たが、学童保育の実態、保育時間、児童数、指導員数についてお伺いいたします。  

  ３点目として、緊急事態宣言や外出の自粛が解除され、経済活動が再開された韓

国や中国の武漢では、再び集団感染が報告されました。現在、世界中で新型コロナ

ウイルス感染の第２波が恐れられていますが、再びコロナ禍が起こった場合の対応

についてお伺いいたします。  

○田畑議長  ただいまの１番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  教育部長。  

○湯川教育部長  １点目と３点目について、一括してお答えいたします。  

  まず１点目ですが、５月の 18日から分散登校を実施するに当たり、学校に滞在す

る時間を１週間ごとに段階的に増やしてまいりました。中学校では、学年別に登校

日を設定しておりましたが、小学校では、兄弟姉妹が同じ日の同じ時間に登下校で

きるよう、居住地区別ごとに３または４つのグループに分けて登校日を設定してご

ざいます。  

  登校に当たっては、各家庭で毎朝の検温と体調チェックを健康観察票に記入して

いただき、学校に提出するようにして、検温できていない児童生徒は教室に入る前

に学校で検温をしてございます。６月の１日からは給食を提供し、午前と午後の２

のグループに分散して、毎日登校といたしました。  

  ３点目、コロナ禍第２波が起こった場合の対応についてですが、具体的な方針と

しましては、６月 16日付で更新されております文科省発出の学校における新型コロ

ナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル「学校の新しい生活様式」に従い、

学校における感染拡大のリスクを可能な限り低減した上で、学校運営を継続してま

いります。  
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  岩出市内、または学校において感染者が発生した場合、学校医や保健所と相談の

上で臨時休業及び学校再開の判断をしてまいります。臨時休業が長引く場合は、分

散登校についても検討してまいります。  

○田畑議長  生活福祉部長。  

○松尾生活福祉部長  ご質問の２点目の学童保育の実態についてお答えいたします。  

  まず、開所時間ですが、小学校の臨時休校が始まった令和２年３月２日から分散

登校が終了した６月 12日まで、日曜日及び４月 29日、５月３日から５月６日を除き、

午前８時 30分から午後７時まで開所しております。  

  次に、臨時休校中の学童保育児童数についてですが、３月の学童保育登録者数は

414人で、１日当たりの利用人数平均は全体で 210人、１施設当たりでは 35人、４月

の登録者数は 500人、１日当たりの利用人数平均が全体で 229人、１施設当たりでは

38人、５月の登録者数が 503人、１日当たりの平均利用人数が全体で 192人、１施設

当たりでは 32人になります。  

  次に、学童保育指導員数ですが、３月２日時点で 74人の指導員が学童保育に従事

しており、ローテーションを組んで、１施設４人から５人で保育を実施しています。  

  ３点目、コロナ禍第２波が起こった場合の対応についてですが、学童保育におい

ては、第２波により再度臨時休校となった場合には、保育が必要な保護者に対応す

るため、３月から６月と同じように、小学校と連携を図り、感染防止対策を十分実

施し、開所していきたいと考えております。  

  また、今後の感染に備え、国庫補助を利用し、本会議で採決いただきました令和

２年度一般会計補正予算（第２号）に、学童保育施設に、マスク、消毒液などを備

蓄するための予算を計上させていただいております。  

○田畑議長  再質問を許します。  

  奥田議員。  

○奥田議員  コロナウイルス感染の第２波が起こらないことは願うばかりではありま

すが、コロナ禍第２波が起こり、臨時休校が長引く場合は、また分散登校も検討さ

れるということであります。分散登校の仕方なんですけども、保護者の中には半日

ずつの毎日の分散登校よりは、隔日の１日ずつの分散登校のほうが仕事のシフトが

組みやすいという声も聞かれるんですけども、その点についてはどのようにお考え

でしょうか。  

  もう１点、臨時休校中の学童保育についてですが、他市では午後２時までは学校

の教室で先生が児童を見守り、午後２時からは学童保育の指導員が見守るというふ
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うに、本来、学校に行っている時間帯は学校、放課後の時間帯は学童保育で対応と

していたケースもありました。途中からは、本市でもそのようになったとは思うん

ですけども、どうして午前８時半から午後７時までの学童保育で当初対応となった

のか、お伺いいたします。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  教育部長。  

○湯川教育部長  再質問にお答えいたします。  

  分散登校の仕方の問題でございますが、文部科学省の分散登校の例ということで

は、隔日の１日ずつの登校例というのも示されてございます。公平に１週間の中で

３日ずつという登校となりますと、土曜日の授業ということも考えなければなりま

せんので、午前、午後の半日登校ということを実施したところです。  

  それから、今回、我々気にしたのは新入生、小学校の１年生、初めて登校すると

いうことですので、やはり事故等の関係もございますので、兄弟姉妹がある家庭に

ついては、お兄さん、お姉さんと一緒に登校していただくことが適切ではないかと、

こういうことでございます。  

  それから、学童保育の２時から変わったという話でございますが、文科省発出の

教育活動の再開に関するＱ＆Ａでは、臨時休業中に学童保育が開所をするという判

断が市区町村においてなされた場合において、人的体制を確保する観点から、学校

の教職員が各教育委員会などの職務命令に基づいて、学童保育における学習指導や

生徒指導に関する業務に携わることが可能であると、こうなってございます。  

  子ども・健康課からの要請を受けまして、教育委員会といたしましても、子供の

居場所確保のために教職員に協力を依頼したところでございます。本市の場合は、

小学校内に学童保育の施設がございますので、教職員が学童の施設及び体育館など

の学校施設を活用して、学童保育を継続して実施したところでございます。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

（な   し）  

○田畑議長  これで、奥田富代子議員の１番目の質問を終わります。  

  引き続きまして、２番目の質問をお願いします。  

  奥田議員。  

○奥田議員  ＧＩＧＡスクール構想前倒しについてお伺いいたします。  

  新型コロナウイルス感染拡大による臨時休校に伴い、パソコンを使ったオンライ

ン学習が注目されました。政府は、当初、小中学生に１人１台のパソコンやタブレ
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ット端末を確保し、学校内に高速大容量の通信ネットワークを構築するというＧＩ

ＧＡスクール構想を４年間かけて行う予定でしたが、今年度内へと前倒しするよう

補正予算を計上しました。  

  本市でも、年度内に整備を行うことになったわけですが、１点目として、学校に

ＩＣＴが入る目的と導入するメリットについてお伺いします。  

  次に、学校の先生方は、児童生徒が登校してから下校するまで、ほとんどの時間

を職員のデスクではなく、教室や廊下、体育館やグラウンドで過ごすため、ＩＣＴ

に詳しくなる環境に置かれていない状況であります。せっかく導入したＩＣＴ機器

なのにほとんど使用しなかったり、操作方法が難しくて、利用する際にはＩＣＴに

詳しい一部の先生に聞かなければならないといった問題点も予想されますが、教員

のＩＣＴ活用指導力向上のための対策はどのようにされているのかをお聞きいたし

ます。  

  ３点目としまして、全児童生徒にパソコンやタブレットが行き渡るということは、

このたびのコロナウイルス感染拡大のような事態が起こり、登校できない状態であ

ってもオンライン学習で学びを保障することができるのではと期待されますが、本

市でのオンライン学習に対する展望についてお聞かせください。  

○田畑議長  ただいまの２番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  教育部長。  

○湯川教育部長  ＧＩＧＡスクール構想前倒しについての１点目、ＩＣＴが入る目的

と導入するメリットについてお答えいたします。  

  ソサエティー 5.0時代に生きる子供たちにとって、社会のあらゆる場所で活用さ

れるＩＣＴを活用する能力を育み、子供たちの可能性を学校教育において広げるた

め、国においては、児童生徒１人１台端末環境の早期実現が望まれてございます。  

  本市におきましては、平成 30年度に策定いたしました岩出市教育情報化推進計画

において、基本的な学習スタンスを大事にしつつ、ＩＣＴ等の先端技術を活用した

授業改善を図り、新たな学びを創造し、子供たちの確かな学力と生きる力を育むこ

とを目的に掲げてきました。  

  具体的には、新学習指導要領において、情報活用能力が重要視され、ＩＣＴ環境

整備の必要性が唱えられる中、小学校で教科化となりました外国語、平成 31年度よ

り県内小中学校で実施されていますプログラミング教育、高校での情報化の必修化

に伴い、小中学校においてタブレットパソコンや大型提示装置が必要と考えてきま

した。  
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  メリットといたしましては、まずＩＣＴを活用することにより、授業中の課題の

配付・回収、児童生徒一人一人の考えを一度に把握し、効果的に提示するなど、授

業の中で効率化を図ることで、より主体的に考え、より考えを深める時間を確保す

ることができます。さらに、視覚に訴えることで、学習課題への興味・関心を高め

たり、学習内容を分かりやすく説明することにも有効であり、個別学習やグループ

学習においても、教育的効果も期待されます。国の調査からも、ＩＣＴの活用によ

り、児童生徒の集中や意欲、達成感において効果が見られ、学力向上への効果が明

らかであると言われてございます。  

  ２点目、教員のＩＣＴ活用指導力向上の対策はについてでございますが、令和元

年度、大型提示装置を整備いたしました小学校の５・６年生の担当教員を対象にア

ンケート調査を実施してございます。ＩＣＴ機器を授業で使用する頻度が、ほぼ毎

日から週数回と回答した割合が約８割ありました。児童の興味・関心を高めたり、

学習内容をまとめさせたりするために、コンピューターや提示装置を活用して、資

料などを効果的に提示できるという質問には、 95％ができる、ほぼできると回答し

ております。  

  また一方で、児童に互いの意見、考え方を共有させたり、比較検討させたりする

ことができるというのは 60％、グループで話し合って考えをまとめさせたり、協働

してレポートや作品などを制作させたりすることができると答えたのが 35％と低く

なってございます。課題も見られ、教員のＩＣＴ活用能力の向上は必須のものと考

えてございます。  

  令和元年度の研修実績としましては、タブレットパソコンや実物投影機といった

ＩＣＴ機器の基本的使用についての研修に始まり、大阪市や京都市といったＩＣＴ

教育先進校への視察を含め、約 150人が研修に参加しております。  

  令和２年度は、児童生徒１人１台端末を見据えて、ＩＣＴ機器の基本的使用方法

から先進校の効果的な活用まで、教員のＩＣＴ活用能力に応じてレベル別の研修を

計画的に実施してまいります。  

  続いて３点目ですが、現在、新型コロナウイルスの感染防止により、オンライン

学習が注目されております。本市においても新型コロナウイルスの感染拡大等によ

り、長期の休業が必要となった場合の学習手段について、総合的に検討していると

ころでございまして、オンライン学習についても、その１つの手段であると認識し

てございます。引き続き研究を進めてまいります。  

○田畑議長  再質問を許します。  
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  奥田議員。  

○奥田議員  ただいまお答えいただきました中で、長期休業が必要となった場合の学

習手段の１つとして、オンライン学習もその１つと考えると。今後、また研究を進

めていかれるということですが、オンライン学習を実現する上での課題をお聞きい

たします。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  教育部長。  

○湯川教育部長  再質問にお答えいたします。  

  課題ということですけども、オンライン学習を実施するためには、まず各家庭の

インターネット環境ですね、つなぐ環境が必要になるということで、その点につい

て、当初の機器の設置について、国の補助もありますが、その後の月々の回線使用

料、これ各家庭の負担となりますので、実施するに当たっては、保護者の理解をい

ただく必要があると考えてございます。  

  この点を踏まえまして、現在、各家庭のインターネット環境の状況調査を進めて

いるところでございます。また、持ち帰り可能とした場合でも、パソコンの使い方

でセキュリティーの対策であったり、有害サイトへのアクセスできないようにする

設定など、いろんなルールづくりが必要になると考えてございますので、引き続き

オンライン学習について検討してまいりたいと思います。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

（な   し）  

○田畑議長  これで、奥田富代子議員の２番目の質問を終わります。  

  引き続きまして、３番目の質問をお願いします。  

  奥田議員。  

○奥田議員  生活困窮者支援についてであります。  

  今国会では、社会福祉法等改正法が成立いたしました。これは 80代の親が 50代の

ひきこもりの子供を支える家庭では、生活困窮と介護が一緒に生じる 8050問題や、

子育てと介護を同時に抱えるダブルケアなど、住民の複雑化・複合化した課題に対

する必要性が一層高まっている現状を見据え、相談内容ごとに住民がたらい回しさ

れる事態を防ぎ、包括的な支援を行えるよう改正されたものです。様々な相談を受

け止めて、寄り添い続ける断らない相談支援体制を構築することなどが目的です。  

  これまでは別々の制度に基づいて、使い道の決まった補助金が交付されている介

護、障害、子育て支援、生活困窮などの分野について、財政支援を一体的に実施す



－127－ 

る仕組みが導入され、既存の各相談支援機関が分野をまたぐ課題に対応しやすくな

るということですが、１点目、本市ではどのような取組が行われるのかについて、

お聞きいたします。  

  また、様々な問題で困っている人は誰に相談すればいいのか、どうすれば困り事

が快方に向かうのか分からず悩んでいることが多いのではないでしょうか。行政に

相談してみたらどうかと助言できる人に出会えれば一歩進むと思われますが、独り

で悶々と悩み困っている人の声をどのようにすくい取っていくのかを２点目として

お伺いいたします。  

○田畑議長  ただいまの３番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  生活福祉部長。  

○松尾生活福祉部長  ご質問の３番目、生活困窮者支援についてお答えいたします。  

  １点目の社会福祉法等改正法の成立により、市ではどのような取組が行われるの

かにつきましては、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法

律が、令和２年６月５日に成立し、 12日に公布されました。これにより令和３年４

月から重層的支援体制整備事業が、社会福祉法に基づく新事業として施行されます。

新事業の内容は、いわゆる断らない相談支援体制、つながりや参加の支援、地域づ

くりに向けた支援の３事業があり、実施を希望する市町村の任意事業となっており

ます。これらの事業は、高齢者、障害者、子供、生活困窮の分野など、従来それぞ

れ別々の制度の下、実施されている相談事業や居場所の場などを生み出す事業を一

体的に実施することにより、制度のはざまのニーズへの対応も含み、多様な形での

支援が創出される枠組みとなっております。  

  本市におきましては、現在、それぞれの制度において連携を図りながら事業を実

施しているところでありますが、これらの３事業を一体的に実施するには、市、地

域、関係機関などをコーディネートする新たな仕組みづくりなどが必要であること、

また、新事業に係る詳細については、これから順次示されていくとされていること

なども踏まえ、今後、同規模の市町村の実施状況も参考にしながら、本市に合った

実施方法について研究してまいります。  

  続いて２点目、困っている人の声をどのようにすくい取っていくのかにつきまし

ては、広報やウェブサイトなどを通じて、相談窓口を周知しているところでありま

すが、生活に困っている人などは社会的に孤立し、自ら支援を求めることが困難な

場合があるため、民生委員・児童委員などと連携を図りながら、状況把握に努めて

まいりますとともに、生活福祉部各課のみならず、市が徴収する税や各種料金など
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の担当課とも連携し、対象者の把握に努めてまいります。  

○田畑議長  再質問を許します。  

  奥田議員。  

○奥田議員  昨年、厚生文教委員会では、神奈川県座間市を視察させていただき、生

活困窮者に対する断らない支援について学ばせていただきました。また、本年１月

には和歌山県の公明党女性局で大阪府豊中市を視察し、生活困窮者自立支援の実践

についてお話を伺いました。豊中市では、地域ボランティアや民生委員・児童委員

などが対応する福祉何でも相談窓口をおおむね小学校区ごとに設置し、地域住民と

ともに見守っていく取組が功を奏し、課題解決につなげています。  

  この新事業は、自治体の手挙げ方式で実施していくこととなっていますが、一部

の自治体にとどまることなく、全ての自治体で実施できるよう、国や都道府県の市

町村に対する助言や情報提供義務も明記されております。国や県の助言や情報提供

を活用しながら、実施に向けた取組についての考えをお伺いいたします。  

  もう１点、先ほどは同規模の市町村の実施状況も参考にしながら、本市に合った

実施方法を研究するとお答えいただきましたが、現時点で、同規模の市町村で断ら

ない相談支援体制で、先進的な取組をしている市町村について把握されているのか

をお伺いいたします。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  生活福祉部長。  

○松尾生活福祉部長  改正法による新事業につきましては、断らない相談支援を含む

３事業を全て実施する体制が必要であり、今後、国等からの情報提供を参考に研究

してまいりたいと考えております。  

  また、断らない相談支援につきましては、これまでも地域共生社会の実現に向け

た取組に関する実践事例集などにおいて、福祉に関する相談のワンストップ受付の

取組など、先進的に取り組んでいる市町村の事例が情報提供されておりますので、

これらを活用しながら情報収集しているところであります。  

  また、県内９市においては、令和２年４月から有田市が福祉の包括的な相談窓口

として福祉相談室を立ち上げましたので、これらの実施状況などを参考に、研究し

てまいりたいと考えております。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

（な   し）  

○田畑議長  これで、奥田富代子議員の３番目の質問を終わります。  
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  引き続きまして、４番目の質問をお願いします。  

  奥田議員。  

○奥田議員  次に、福祉タクシー券についてお伺いいたします。  

  本市にお住まいの視覚障害のある方から、タクシー券が、年間 10枚頂けるが、 10

枚だと往復使うと５回しか利用できない。橋本市や紀の川市のように、もう少し枚

数を増やしていただくことはできないのかとの声を伺いました。  

  早速県下８市を調べたところ、和歌山市は、１・２級、Ａ１・Ａ２の手帳をお持

ちの方は１枚 500円の利用券を 24枚、下肢・体幹・視覚障害１・２級の方は 30枚配

付しています。また、橋本市は、基本料金を年間 25回分、紀の川市は、基本料金分

を１枚として年間 20枚、海南市は、基本料金相当額のタクシーチケットを年間 12枚

つづり、有田市は、基本料金を年間 28回分の割引券、御坊市は、基本料金相当額の

助成券を年 36回、田辺市は、運賃 500円券を年間 20回分、新宮市は、基本料金を年

間 30回分、それぞれの市の考え方や方針によるのか、財政によるのか、とても違い

があります。いずれにいたしましても、本市が 10枚と少ないのが現状です。  

  そこで、１点目、タクシー券の活用状況、対象人数、申請人数、年間利用枚数に

ついてお伺いいたします。  

  ２点目としまして、年間 10枚としている根拠についてお伺いいたします。  

○田畑議長  ただいまの４番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  生活福祉部長。  

○松尾生活福祉部長  福祉タクシー券についての１点目、タクシー券の活用状況につ

いてお答えいたします。  

  令和元年度の利用状況は、対象人数 878名、申請者 385名、計 3,850枚を配付して

おります。このうち実際に利用されたのは 1,186枚で、約 31％の利用率となってお

ります。  

  基本料金を年間 10回分の 10枚とした根拠でございますが、福祉タクシーの制度が

始まった当初、公共交通機関及び交通手段を持たない障害者の方の社会参加を促す

ために、タクシー料金の一部を助成するという考えが基で始まっており、移動手段

を持たない方に対して、行動範囲の拡大を支援するという観点から、他市町村の状

況を把握した上で 10枚としております。  

○田畑議長  再質問を許します。  

  奥田議員。  

○奥田議員  先ほども申し上げましたが、 10枚では往復使うと５回分です。せめて視
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覚障害者など、外出が困難な方に、月に１回の社会参加を支援するという観点から

24枚配付してはどうかと考えますが、いかがでしょうか。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  生活福祉部長。  

○松尾生活福祉部長  福祉タクシー券の利用率が半数に満たない状況ではありますが、

今回の新型コロナウイルス感染症の影響により、外出を控える生活が続く中、障害

者の方々の閉じ籠もりを予防し、フレイルを予防し、社会参加の促進を図る上で、

交付枚数を増やす方向で検討してまいりたいと考えております。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

（な   し）  

○田畑議長  これで、奥田富代子議員の４番目の質問を終わります。  

  以上で、奥田富代子議員の一般質問を終わります。  

  しばらく休憩いたします。  

  午後１時 15分から再開します。  

                  休憩             （ 11時 58分）  

                  再開             （ 13時 15分）  

○田畑議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  

  一般質問を続けます。  

  通告６番目、 15番、増田浩二議員、発言席から一問一答方式で質問願います。  

  増田浩二議員。  

○増田議員  15番、増田浩二。議長の許可を得ましたので一般質問を行います。  

  今議会では、全世界的にコロナウイルスが発生している中での一般質問となりま

す。各種の取組面は、多くの議員の方からも通告があるように、市行政の取組や政

治姿勢では、市民の命と暮らしを守る視点が行政として大切だと考えます。  

  今回、私が取り上げるのは、新型コロナウイルスによって、大津市において、市

の窓口業務をはじめ本庁舎が全面閉鎖となった状況が生まれました。この点におい

て、岩出市の窓口対応を他山の石という視点でなく、いつ岩出市もこのような状況

となっても不思議ではない危機管理面から質問を行うものです。  

  大津市では、市職員が相次いで新型コロナウイルスに感染し、クラスター、感染

者集団というものが発生したことを受け、本庁舎を４月の 25日から５月の６日まで

全面閉鎖が行われて、業務を停止した状況が出てきています。  

  幸い岩出市においては窓口を閉鎖するという事態になっていませんが、今日、岩
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出管内で 20代の方がこのコロナウイルスに感染したという報道もされてきています。

いつ大津市のように職員が感染するか分からない状況も続いており、油断はできま

せん。他の自治体のことと見るわけにはいきません。今回の大津市での新型コロナ

発生においての窓口体制について、岩出市としてどのような教訓を得たのか。また、

今後、岩出市がどう対応を考えているのかをお聞きするものです。  

  まず１点目に、自治体運営の在り方という面で、新型コロナ発生において、大津

市役所における窓口閉鎖の教訓は、岩出市としてどう捉えているのか。この点をま

ずお聞きをします。  

  ２点目として、大津市では、４月 11日以降、都市計画部と建設部の職員、計 11人

の感染が判明し、 20日から建設部の約 140人を自宅待機とし、人との接触機会を減

らすために、消防職員と企業局職員を除く本庁舎の約 1,200人を対象に、２交代勤

務を行い、市民への周知や庁内準備の日数を考慮し、 25日からの全面閉鎖を決めた

ということでした。  

  大津市では、保健所や市内 36か所の支所については開くということを行いました

が、コロナ対応や住民票の発行など、生活に密着した業務は支所体制の中で続ける

ことができた。大いに役立ったとしています。支所機能がなければどうなっていた

か分からないということが言われているのです。  

  岩出市においては、住民票、印鑑証明など、市民生活に関わる市民課窓口につい

ては本庁だけの体制であり、複数発行体制ができる支所という機能は持っていませ

ん。今後、支所機能体制の必要性があると考えます。市の考えはどうかをお聞きを

したいと思います。  

  ３点目として、これまでにも、私たち日本共産党市議団は、幾度となく住民の利

便性の向上を図る上でも支所体制として、住民票や印鑑証明の発行などができる体

制を、総合保健福祉センター内に設けるべきではないかという提案もしてきました。

しかし、当局として、総合保健福祉センターとの距離を考えてみても、本庁まで来

ていただくのに不都合なことはないと考えますと、かたくなに改善対策を取ること

はされてきませんでした。  

  今回の新型コロナウイルス発生によって、改めて支所機能充実の必要性が求めら

れています。改めて総合保健福祉センターに市民課窓口の設置対応、これを求めま

す。当局の今後の対応についてお聞きをいたします。  

○田畑議長  ただいまの１番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  総務部長。  
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○大平総務部長  増田議員ご質問の１番目、新型コロナ発生においての窓口体制につ

いての１点目から３点目まで、一括してお答えいたします。  

  市職員に新型コロナウイルスの感染が確認された場合においても、各種行政サー

ビスを継続する必要があることから、岩出市業務継続計画に基づき、業務を継続す

るための体制を確保しております。住民票発行をはじめとする各種窓口業務につい

ても、当該所属職員が感染した場合においても、業務が継続できるよう当該業務を

経験した所管外の職員の選定や郵送での対応、それと会議室等を利用して別室での

窓口対応の実施などを想定しており、複数発行体制の整備の考えはございません。  

  また、総合保健福祉センターへの支所機能についても、業務遂行に必要な基幹情

報システムや情報ネットワーク体制等を既に構築しており、本庁舎の代替庁舎とし

ての機能を果たすことが可能となっております。  

  支所につきましては、行政区域が比較的広い自治体や合併等による行政サービス

の低下を防ぐことを目的として設置されている場合が多く、本市においては、現在、

支所を設置する考えはございません。  

○田畑議長  再質問を許します。  

  増田議員。  

○増田議員  相変わらず支所という体制を取ろうという考えすらないという点は、非

常に残念かなというふうに思うんです。今、郵送対応というようなことを言われて

いましたけれども、現実的には、私、今回の大津という部分のところで起きたとい

うこの教訓を、私が岩出市がしっかりと本当に教訓として学んでいるのかなという

ふうに思うところがあります。  

  そういう点では、そもそも支所機能というものをつくっていくという必要性がな

いということ自身はどうなのかというふうに思うんです。先ほども言いましたけど

も、郵送対応なんかでできるんだと言うんだけども、本当に今の支所機能を持たな

いという状況の中で、本庁の窓口機能が機能しない場合、その場合にはどう改めて

対応を取っていくのか、この点、ちょっと再度改めてお聞きをしたいと思います。  

  それと、市民課として業務ができなくなる場合のリスク、こういう点については、

現場としてどのような改善が求められると考えているんでしょうか。この点もお聞

きをしたいと思います。  

  もう１点は、今回、窓口に飛沫感染予防ということなどの対応策、こういうもの

も行われてきたわけなんですが、現実的には設置するまでにはかなり日があったよ

うな気もするんです。この点からは、危機管理面という点での取組面で、市民課と
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してはどういう認識というんですかね、そういうことを現時点で、窓口対応の飛沫

感染対応、これについてはどのような認識を持っておられるのかという点、この３

点お聞きをしたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  総務部長。  

○大平総務部長  増田議員の再質問にお答えいたします。  

  まず１点目、大津市のケースを教訓としてということで、支所機能のお話であり

ましたが、当然のことながら、岩出市では、新型コロナウイルスは、うつさない、

うつらないという対策の下、現在は各職員、毎朝体温を検温し、体温に異常がある

場合は出てこないようにするというふうな日頃からの準備も行っております。  

  それと、先ほどの支所機能の話ですが、総合保健福祉センターには、さきの答弁

でもお答えいたしましたが、基幹情報システムや情報ネットワーク体制を構築して

おりますので、万が一の場合は、準備をすればそこでも住民票の発行などは可能と

なります。ただ、常設としての支所対応というのは検討していないということでご

ざいます。  

  それと、２点目の市民課が業務ができなくなるリスク、これは今お答えしたとお

り、そういう支所機能というのも、総合保健福祉センターで準備をすれば可能とい

うことでございます。  

  ３点目の飛沫防止対策に、今現在、各窓口に木製の型枠で造っております。これ

は日にちがあったというご指摘頂いたんですけども、実は当初はやはりこういう、

今現在、議場にも設置されております。アクリル板の購入を検討したんですが、そ

の時点では在庫がないという状況があったことから、いち早く飛沫防止対策をする

ということで、木枠を造ってシートを張るということでの対応をしたところでござ

います。日にちがあったというのは、第１点目には、当時、アクリル板の在庫がな

くて、なかなか発注しても購入できない状況が続いたということがございます。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

  増田議員。  

○増田議員  支所機能という面、こういう点では、今お答えいただいたのは、あくま

で総務部長のお考えだと思うんです。実際、現場で働く、現場の窓口で働くという、

そういう方というのが、やはり一番大事だと思うんですね。  

  現実的に、現場で働いている方の声、これについては、例えば、課長として、現

実に現場で働いている方の声として、今回のコロナ問題についての課題と問題点、
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職員同士の中でもいろんな話合いというものが多分されてきていると思うんです。  

  その点については、こういった取りまとめというようなものなんかはされている

のか、また、こういう問題点をいつ検証するのかと。同時に、来年度以降にどう反

映していこうというような形をしているのか、現場の声という点については、どう

されていこうとしているのかという点、この点をお聞きしたいと思います。  

  それと、最後に市長にもお聞きをしたいんですが、現実的には、今の現状を改善

する必要があるんだというふうに私は認識をしています。総務部長のほうでは、あ

くまでも複数の発行体制、支所体制というのは取らないんだということを言われる

んですが、市長としては、今回のコロナ問題についての支所機能面という点ではど

のように感じておられるのか、最後にお聞きをしたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの再々質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  市長。  

○中芝市長  増田議員の再々質問にお答えをいたします。  

  市としては、十分検討した上で答えたのが総務部長の案でございます。  

○田畑議長  市民課長。  

○大島市民課長  増田議員の再々質問にお答えいたします。  

  市民課としまして、新型コロナウイルス感染症につきましては、課内会議を実施

いたしております。来庁者の多い時期でありましたので、窓口の飛沫感染防止の対

策を早急にしてほしいとの声が上がり、要望した結果、先ほど部長の答弁にもござ

いましたとおり、窓口のほうに飛沫感染シートを設置していただいております。  

  あと、各種証明書発行につきましては、休日証明書発行予約、休日夜間ボックス、

郵送等による請求について、案内等し、３密を防ぐ対策で実施しております。現時

点での窓口の飛沫感染防止対策ですが、毎日、業後には窓口のカウンター、ボール

ペン、番号案内等、全て消毒のほうしております。  

○増田議員  ごめん、議長。取りまとめという点はどうなのかという点と、来年度以

降、どうしていくんかという、現場の取りまとめというのはいつ行って、今後どう

されていくのかという点はお答えいただいてないんで、現場ではどういう体制を取

っていくんかという点、この辺お聞きしたいと思うんです。  

○田畑議長  分かりました。総務部長。  

○増田議員  総務部長、関係ないで。現場やで。取りまとめているんやったら答えて

ください。  

○田畑議長  総務部長。  
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○大平総務部長  増田議員の再々質問にお答えいたします。  

  各窓口の職員の現場での声の取りまとめということでございますが、これにつき

ましては、岩出市では新型コロナウイルスの対策本部を設置して、最初の答弁でお

答えをいたしました、岩出市の業務継続計画の作成など、各窓口の意見を聞き、そ

の中でどういったことをすべきかということも意見をその場で吸い上げて、対策本

部において、こういう判断ということをしてございます。  

○田畑議長  これで、増田浩二議員の１番目の質問を終わります。  

  引き続きまして、２番目の質問をお願いします。  

  増田議員。  

○増田議員  次に、公園管理について質問を行います。  

  新型コロナウイルスの下、家に閉じ籠もりがちな子供たちや保護者は、今思いっ

きり体を動かしたいと、公園で遊びたいと思っている人もたくさんおられます。岩

出市における公園の管理については、公園のできた、造られてきた経緯の中で、事

業部、教育委員会管轄など、複数の部署で管理を行っています。公園にある遊具に

危険性があるかないかは調査されていますが、基本的には、この点検、調査はどの

ような体制で調査をしているのか、この点をまずお聞きをします。  

  ２点目として、公園遊具に関しての点検・調査において、点検業者に対してどの

ような調査内容を依頼しているのか。また、市にどのような報告をしてきているの

か、調査項目をお聞きしたいと思います。  

  ３点目として、大きな公園で子供を伸び伸び遊ばせたいという保護者も多くいる

わけなんですが、岩出市においては、さぎのせ公園、大池公園という公園がこの部

類に入ります。これまでにも、さぎのせ公園には駐車場があるが、大池公園には駐

車場がなく駐車場を造ってほしいという市民の声、この声なんかも取り上げてきま

したが、当局は、大池公園については、近隣の方の利用を考えているとして、市当

局は整備についての考えを持っていません。しかし、多くの市民の皆さんは、駐車

場の整備を願っているわけなんです。この声に、私は応えていくべきだと思います。  

  私は、大池公園の北西にある四ヶ字所有の土地を所有者の理解を得て活用させて

もらえないのかなと。土地の所有者に協力を願えないのかなというふうに思うので

す。現在、この土地はゲートボール場の看板も設置されていますが、その上に駐車

場についての申込というようなことなんかの張り紙なんかも書かれているわけなん

ですが、現在の状況は、入り口は封鎖されています。誰も駐車場として利用もされ

ていない状況があるんじゃないでしょうか。  



－136－ 

  岩出市として、この場所を借り受ける、こういうことなどで、まさに土地の所有

者と岩出市双方に利便性が生まれるんじゃないかというふうにも考えます。市とし

ての今後の対応についてお聞きをしたいと思います。  

  ４点目は、大宮神社にある公園については、現時点で滑り台については、一番上

の部分に穴が幾つも空いており、遊具自体の改善が求められている現状があると感

じています。質問のすり合わせのときに、大宮神社の公園は、市の管理ではない公

園だということも聞きましたが、劣化対策や遊具周辺の整備、こういう点について

は、市としてはどのような考えを持っているのか。また、整備が必要な状況ではな

いのかなというふうには感じないのかなというふうに私は思っています。  

  そもそも大宮神社は、日本武尊を主祭神として、和銅５年（西暦 712年）に熱田

神宮より勧請、つまり神仏の分身・分霊を他の地に移して祭ることがされて、大宮

神社が創建されて、当地の産土神となりました。産土とは生まれた土地という意味

で、その土地を守護してくれる神様というそうです。  

  中世、高野山金剛峯寺を下った興教大師覚鑁が、根来寺開創に際して、康治元年

（ 1142年）に仏法の守護神として神祇官八神が祭られて、幾つかの神社の祭神にな

り、鳥羽上皇の勅願所というところに定められたそうです。  

  しかし、天正 13年（ 1585年）の豊臣秀吉による根来攻めを受けて、社殿が焼失を

し、現在の社殿は江戸時代に紀州藩士の徳川頼宣によって再建されたと言われてい

るような神社です。要は、このような由緒のある神社なんです。  

  こういうような大宮神社内の公園について、市としてどのような感覚で、この公

園というものについての認識を持っておられるのか。  

  そして、私が今通告させていただいたような点については、どのような市の対策

を考えているのか、この点についてお聞きをしたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの２番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  事業部長。  

○田村事業部長  増田議員ご質問の２番目、公園管理の在り方について、通告に従い

お答えいたします。  

  まず１点目、公園管理について、点検・調査は、基本的にどのような体制で調査

をしているのかについてお答えいたします。  

  事業部管理公園につきましては、団地内公園は、３年ごとに専門業者による遊具

点検を行っております。また、さぎのせ公園及び水栖大池公園は、使用頻度が高い

ことから、毎年度、同点検を行っております。  
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  なお、点検の結果により、遊具に不具合があった場合は使用禁止措置を行い、順

次計画を立てて修繕をしております。  

  次に２点目、点検・調査に対しての報告項目はについてお答えいたします。  

  遊具の点検内容は、一般社団法人日本公園施設業協会が規定する定期点検総括表、

定期点検表に基づいて実施し、報告することとなっており、主な内容につきまして

は、構造部分のがたつき、腐食、破損、部材の磨耗・欠落・緩み等の確認、使用継

続の可否の判定となっております。  

  次に３点目、大池公園に駐車場をという声に、池西北にある土地の活用について

お答えいたします。  

  平成 30年９月議会で田畑議員にご答弁いたしましたとおり、水栖大池公園を開設

するに当たり、公園の日常管理等を担う水栖大池保全委員会と駐車場の必要性につ

いて協議したところ、管理上の問題等もあり、必要ないと意見がまとった経緯があ

ることから、市としては、池西北にある土地を駐車場として活用する考えはござい

ません。  

  次に４点目、大宮神社にある公園は、滑り台の劣化対策や遊具も増やすべきなど

を行うべきではないかについてお答えいたします。  

  増田議員ご質問の公園につきましては、民間が所有する土地であり、岩出市の管

理する公園ではございません。  

○田畑議長  教育部長。  

○湯川教育部長  教育委員会の管轄では、大宮緑地総合運動公園と東公園プール、該

当いたします。  

  まず、大宮緑地総合運動公園につきましては、遊具等はございませんが、芝生な

どに小石あるいはガラス片など危険な物が落ちていないか確認をしております。  

  東公園プールには、滑り台１台、４人乗りブランコ１台、うんてい１台、砂場１

面、三段鉄棒１台を設置しており、点検については、職員により、年１回、腐食具

合やねじの緩みによるぐらつきの有無等の点検を行い、不具合が生じた場合は、直

ちに使用を中止し、修繕を行っております。  

  また、草刈りや剪定等も実施し、公園整備に努めております。  

  今後も点検を実施し、診断結果に客観性が求められる場合は、有資格者により再

点検を行うなど、安全に使用していただけるよう努めてまいります。  

○田畑議長  再質問を許します。  

  増田議員。  
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○増田議員  幾つかお聞きをしたいと思います。  

  遊具の点検という面においては、遊具というのは公園だけでなく、保育所にもあ

ります。点検するときは、先ほど、３年ごととかいうことも言われていましたが、

保育所や小学校、各自治会における公園、これについても点検場所として点検依頼

をしているんでしょうか。これが１点です。  

  もう１つ、市が管理しない私の施設、認定こども園や、今言われた公園などにお

いての遊具の点検管理という点では、管理協定というようなものなどが結ばれてい

るんでしょうか。認定こども園などの遊具は、どのような点検体制となっているん

でしょうか。この点をお聞きしたいと思います。  

  ３点目には、大宮神社の公園です。私は、この通告を出して、金曜日の日に事前

のすり合わせというものなんかもさせていただきました。今、部長のほうから、市

の管理する公園でありませんと、一言で言われました。私、通告出して、危険です

よ、こんな状況なんですよということを言ってから、今のこの時点でも、あの大宮

神社の公園について、市はどのような認識を持って調べたのか、どんな状況だった

のか。市として、こんな対応しましたよ。そういうことすら答弁がありませんでし

た。本来なら、こんな危険な公園の状態があるんだったら、増田議員さん、市が調

べて、これこれこういうような状況だったんで、こういうふうにします。こういう

ようなことを私だったら、金曜日の時点で報告します。ところが、一般質問のこの

時点になってでも、現状認識についてどうなのかというようなことすら言われませ

ん。非常に残念な思いをしています。  

  利用される方は、市のものなのか、また個人のものなのか、こういうものは分か

らないんです。危険なものは利用できないから何とかしてほしいというふうに思っ

ているんです。この大宮神社の中にある公園、設置されたのは、先代の宮司さんか

どうかは分かりませんが、神社に公園を造られたこの思い、この思いを酌み上げる

対応を私は取っていただきたいと思うんです。  

  代表者、言わば責任者である神主さん、会社で言えば社長に当たるというふうに

なるんですが、この方に権限がどこまであるのかは私は分かりませんが、少なくと

も何らかの改善対応というか、危険防止の対策、こういうものなんかが要るんじゃ

ないでしょうか。  

  実際には、和歌山県の神社庁、和歌山市の和歌浦にあるわけなんですが、ここの

許可を得なければ何もすることができないのか。市としてもどこまで調べられたの

かは分かりませんが、私、少なくても、先ほどの市の管理する公園ではありません
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というような認識でいること自体が、市の見識が問われるんじゃないかというふう

に思うんです。  

  あの公園、実際に調べられたんですか。その辺のところはどうなのか。改めてお

聞きをしたいと思います。  

  大池公園については、私は、四ヶ字の方ですか、その方と話し合って、必要がな

いというようなことを言われたんですが、それは現実的には、市としての見解でし

ょう。住民の皆さんの気持ちというのも、私はもっと理解していただきたいなとい

うふうに本当に思うんです。実際に、あの公園、使いたいけども、やっぱり不便な

ところがいっぱいあるんだと。ぜひともこの駐車場整備という点で、してもらえな

いかというのが、やっぱり多くの住民の皆さんの願いなんですね。そんな中で、現

実的には、あそこの土地、言わば遊休地というてええんか、遊んでいるというてえ

えんか、有効活用が本当にされてないという状況があるんじゃないのかなというふ

うに、私は本当に思うんですね。  

  その点では、市として必要ないという部分がどこから出てくるのか。市民のため

に前向きになって努力をする、こういう考えに立たれないのが、なぜなのかという

点、この点について再度お聞きをしたいというふうに思っています。  

  以上、４点についてお聞きをしたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  子ども・健康課長。  

○広岡子ども・健康課長  増田議員の再質問にお答えします。  

  事前の通告を頂ければ資料は用意しておったのですが、急なご質問でしたので、

ちょっと細かいところまではあれですけども。保育所の遊具に関しましては、２年

に１回、点検を行っております。もちろん毎日、保育士による点検も行っておりま

す。これらは全て児童福祉施設の基準が決まっておりますので、それにのっとって、

保育所、認定こども園ともに行っております。  

○田畑議長  教育部長。  

○湯川教育部長  小学校の遊具ですけども、各小学校で、毎月定期点検を行い、その

結果を遊具等点検表に記入し、月初めに教育委員会に提出させております。また、

年１回、専門業者による点検を行っておりまして、点検の結果、緊急性を考慮して、

順次修繕してございます。  

○田畑議長  事業部長。  

○田村事業部長  再質問にお答えいたします。  



－140－ 

  市管理以外の公園の遊具につきましては、市からは自治会に対して指示はしてご

ざいません。  

  それと、大宮神社の公園の遊具の件なんですけども、大宮神社の公園の所有者は、

増田議員言われるように、宗教法人大宮神社となってございます。民間の土地にお

いて、個々に設置された遊具につきましては市で把握しておりませんし、所有者の

責任において適切に管理すべきと考えております。  

  なお、大宮神社に設置してある遊具につきましては、以前、宮司さんから点検等

の相談があったことから、その後、適切な管理については話を行っており、今回の

増田議員からの一般質問を受けまして、再度伺ったところ、管理責任、遊具の必要

性について、この公園につきましては、地元の子供さんが遊ぶということで、地元

区と協議して、撤去の方向で話を進めるとのことでございました。  

  それと、水栖大池公園の駐車場整備の再検討につきましては、水栖大池公園につ

きましては、農村地域の住民のために、憩いや地域活動の場を提供することを目的

として設置したものであります。遠方からお車でお越しになる来場者は想定してご

ざいません。また、今回の一般質問を受けまして、日常管理を担っていただいてい

る水栖大池保全委員会に駐車場新設について、改めて相談したところ、管理負担の

増加、近隣住民の影響等も踏まえて、当初の意見に変更はないとのことでした。  

  以上のことから、市において再度検討する考えはございません。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

  増田議員。  

○増田議員  ２回目のときにも若干触れたんですが、認定こども園なんかの私の施設、

そういうところなんかは管理協定というようなものなんかは、事故なんかも含めて、

想定した場合とか、いろんな形で管理協定というものなんかを結ばれているのか、

それ以外にも、今、市のほうで、大宮神社みたいな公園については把握してないと

いうことも言われたんだけども、現実的には、把握しないでいいんでしょうか。現

実的に、例えば、そういった市が管理しない公園、公園について、いろんな条例と

か規定とか、そういう部分なんかが必要ではないんでしょうか。  

  現実的に、先ほど、大宮神社さんとも話をしてきましたというようなことも言わ

れました。この間、設置した当時から、そういう場合なんかについて、管理協定と

いうんですか、市としての管理規定や条例、こういうものを本来ならば、その当時

からきちんと条例化なり規則化すべきではなかったんでしょうか。今の話だったら、

今の岩出市においては、そういう市が管理しない部分についての管理については、
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何もそういう持ち主さんと規定なんかも決めていないというようなふうに聞こえた

んですが、市として、市が管理しない、そういう部分の施設とか公園、これについ

てはどんな規定で、今後進めていくつもりなんでしょうか。この点、最後にお聞き

をしたいというふうに思います。  

○田畑議長  ただいまの再々質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  子ども・健康課長。  

○広岡子ども・健康課長  増田議員の再々質問にお答えします。  

  そもそものご質問が公園管理ということであったかと思うんですが、最初から保

育園のことを聞いていただくんであれば、最初から言っていただければありがたか

ったんですが。認定こども園につきましては、認定こども園のほうで点検のほうは

行っておりますし、また、市と県とどちらとも監査のほうを年１回行っておる形に

なっております。  

○田畑議長  事業部長。  

○田村事業部長  再々質問にお答えします。  

  私有地に設置している公園につきましては、市で関知する考えはございません。  

○田畑議長  これで、増田浩二議員の２番目の質問を終わります。  

  引き続きまして、３番目の質問をお願いします。  

  増田議員。  

○増田議員  ３点目の質問として、根来寺における入山料に関しての質問をさせてい

ただきます。  

  まず、市長にお聞きをしたいと思うんです。私は、根来寺周辺については、市と

しても学術・文化ゾーンとしての認識をされて、市民の癒やしの場所としても、緑

が多く、静観なたたずまいと、市民の皆さんに利用されている地域だというふうに

思っています。  

  まず１点目として、市長においては、根来寺周辺という地域、これは岩出市民に

おいてはどのような地域であるというような認識をされているのか、この点をまず

お聞きをしたいと思うんです。  

  ２点目として、数多くの方が根来寺に来られているわけですが、根来寺の散策に

おいて、入山料が徴収されるようになりました。このことによって、根来寺周辺に

はちょっと行きにくくなったと。今は行かないようにしているんだというような方

の声も聞きます。言わば、入山料については、市民にとっては大きな負担になって

いる、そういうような状況が今生まれてきています。私は、せめて岩出市民の方に
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対しては、入山料の軽減策、また利用者に対しての補助や減免対応というようなも

のを考えてはどうなのかと思います。この点についてお聞きをしたいと思うんです。  

  ３点目は、皆さんもご存じのように、県の緑花センターなどは、高齢者の皆さん

なんかには無料というふうになっています。入山料そのものについては根来寺さん

が取っているわけなんですが、せめて岩出市の高齢者なんかに対しては、無料にし

てほしいという声も多いんですが、根来寺さんへの協力依頼というような点は、市

として考えないんでしょうか。この点についてお聞きをしたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの３番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  市長。  

○中芝市長  増田議員ご質問の３番目、根来寺の拝観料についての１点目、根来寺周

辺とは、岩出市民においてどのような地域だと認識しているのかについて、お答え

をいたします。  

  根来寺周辺地域は、新義真言宗総本山根来寺の歴史に培われた歴史文化的遺産が

残る文化・文教地域であり、歴史文化と並び豊かな自然とも併せて、岩出市唯一の

観光資源でもあります。岩出市民の皆さんにとって誇るべき財産であると認識をし

ております。  

  なお、詳細については担当部長から答弁させます。  

○田畑議長  事業部長。  

○田村事業部長  増田議員ご質問の３番目、根来寺の拝観料について、通告に従いお

答えいたします。  

  まず１点目、根来寺周辺とは岩出市民においてどのような地域だと認識している

のかについて、お答えいたします。  

  根来寺周辺地域は、文化・文教地域であり、岩出市の歴史、文化、観光の中心で

あります。国宝であります根来寺大塔はじめ重要文化財の大師堂、不動堂、光明真

言殿、大伝法堂、大門、行者堂、聖天堂、それと旧県議会議事堂「一乗閣」など、

１つの国宝、８つの重要文化財が存在し、歴史遺産を保護・伝承すると同時に、観

光面においては、これらの文化財を活用し、根来寺と協同で観光地としての魅力向

上を図り、観光による経済活性化、地域振興を目指しております。  

  次に、２点目、３点目について、一括してお答えいたします。  

  入山料の徴収に関しては、一宗教法人の裁量によるものと考えますので、行政に

よる許認可の必要はなく、市において関与すべきものではないと考えております。  

○田畑議長  再質問を許します。  
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  増田浩二議員。  

○増田議員  幾つか、これもお聞きをしたいと思うんですが、今も言われたように、

裁量権は、やっぱり根来寺にあると思うんですね。そのときに、実際に根来寺さん

が入山料を取るようになったときに、市に対して、今度、根来寺として入山料とい

うふうな形として取ることになったんだというような報告みたいなものなんかはあ

ったんでしょうか。これ１点です。  

  同時に、逆に、市として、なぜ根来寺さんで入山料を取るようになったのかとい

うようなことなんかは、逆に根来寺さんに問合せというようなことなんかは、その

理由についてなんかをされたんでしょうか。この点をまず１点をお伺いをしたいと

いうふうに思うんです。  

  もう１点は、旧和歌山県議会議事堂、県の施設なんですが、ここについては、入

館料の減免というのが岩出市でされてきています。旧和歌山県議会議事堂の条例の

中の第６条に、次の各号のいずれかに該当するときは入館料を免除するものとする

と。１番目に、身体障害者福祉法に基づく、身体障害者手帳、療育手帳制度要綱に

基づく療育手帳または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害

者保健福祉手帳を提示した者が入館するときと、もう１点は、市内に所在する幼稚

園、保育所、小学校、中学校並びに高等学校が保育活動や学校教育活動として入館

するときとされています。  

  私は、せめてこういった方たちが根来寺に入山する場合、こういう場合は旧和歌

山県議会議事堂で入館料の免除しているような、市としての入山料に対する免除制

度というんですか、こういうものを私は市がやっぱり考えるべきではないかなとい

うふうに思うんです。この点について、入山料そのもの自身は根来寺さんのもんだ

けども、市として、この入山料に関しての市民に対する減免制度、こういう点につ

いて考えるのか、考えないのか、今後検討していくのかということなんかを市とし

てどういうふうに認識しているのか、この点をお聞きしたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  事業部長。  

○田村事業部長  増田議員の再質問にお答えいたします。  

  入山料、報告はあったのか、理由を問うたのかというご質問ですけども、法令に

基づくものでありませんけども、連絡はございました。詳細な理由につきましては、

公的な報告を受けてございません。  

  ただいま県議会議事堂の減免規定の話をされたんですけども、県議会議事堂につ
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きましては市の管理施設となってございます。  

  根来寺の入山料の補助を行えないかというご質問なんですけども、根来寺は、広

く考えれば一民間の施設であります。民間施設の日常的な利用料金等に対しまして、

市から補助や補塡を行う考えは、現在のところございません。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

  増田議員。  

○増田議員  非常に残念な答弁、返ってきたなというふうには思っています。午前中

に奥田議員のほうから福祉タクシー券制度、こういう制度の質問がありました。そ

の中では、やはり社会的弱者に対してのそういう制度というやつを、答弁を聞く限

り、前向きに改善していく、こういうような内容だったと思うんですね。  

  私は、岩出市として、なぜ岩出市民の皆さんに対して、入山料というのは、確か

に根来寺さん独自のかけてるやつだけども、それに関係して、住民の人が、やっぱ

り大きな負担になっているんだから、補助制度という部分をやっぱり検討してはど

うかというふうに、ずっと質問もしてきたんですが、全くそういうふうな考えはな

いというのは、違いというのが、どこに違いがあるのかなというふうに、やっぱり

思うんですよ。  

  本当に岩出市民の皆さんに負担軽減策、また、いろんな面で生活向上につながっ

ていくというんかな、そういう形のことを考えないというのが非常に残念なんだけ

ども、そういう点では、先ほど県議会の話したけども、例えば、幼稚園とか保育所、

小学校とか中学校、特に根来のお寺さんなんかは、保育所の皆さんなんかもよく行

かれるんじゃないかなというふうにも思うんです。  

  そういう点では、やっぱり市の保育所なり小学校の子供たち、中学校の子供たち

なんかが、根来寺さんに行ったときには、市として、やっぱりそれは免除してあげ

るというような視点にならないのが本当に残念なんですが、そういうことは、私は

再度改めて見直していってほしいと思うし、これは教育委員会なんかにも改めて聞

きたいんやけど、そういう小学校とか中学生の子供さんが、岩出市の一番の観光名

所というんか、一番の売りでしょう。そういうところに行くときに、学校に対して、

そういう部分の補助というようなことなんかをする考えはないですか。この点、最

後にちょっとお聞きをして、質問を終わりたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの再々質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  事業部長。  

○田村事業部長  再々質問にお答えいたします。  
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  福祉タクシーの件なんですけども、福祉の目的等、公的な施設をもって実施する

補助制度は別のものと考えてございます。寺院の入山料につきましては、公的サー

ビスの対象とは別なものであると思ってございます。  

  それと、根来寺なんですけども、たくさんの方が訪れる初詣の時期や紀州根来寺

かくばん祭りの開催など、入山料を無料にしていると聞いてございます。それと、

早朝や夕方以降につきましても徴収は行っておらず、境内を散策することも可能と、

併せて聞いております。  

○田畑議長  教育部長。  

○湯川教育部長  再々質問にお答えいたします。  

  まず、小学校、中学校等々、入山する場合の対応ということですけども、この場

合は、教育委員会のほうで根来寺さんと協議をいたしまして、無料にしていただく

ようにお話をしております。  

  また、根来寺の入山料については、団体の場合は割引きがあるとか、いろいろと

そういう減免制度もあるということでございますので、小学校で団体で行く場合と

か、これは無料にしていただくようにお話をしているところでございます。  

○田畑議長  これで、増田浩二議員の３番目の質問を終わります。  

  以上で、増田浩二議員の一般質問を終わります。  

  しばらく休憩いたします。  

  午後２時 30分から再開します。  

                  休憩             （ 14時 13分）  

                  再開             （ 14時 30分）  

○田畑議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  

  一般質問を続けます。  

  通告７番目、 16番、尾和弘一議員、発言席から一問一答方式で質問願います。  

  尾和議員。  

○尾和議員  それでは、議長の許可を得ましたので、一般質問を行います。  

  まず第１点についてでありますが、今回は障害者雇用、２番目に、複合災害発生

時における避難計画、３番目に、学校再開後のコロナ感染に関して、監査の業務に

ついて、紙おむつリサイクル事業について、孤独死・自死への本市の対策について、

土砂災害危険区域の固定資産税減免について、７項目について質問を行います。市

当局の誠意ある前向きな答弁を期待して、質問をさせていただきますので、よろし

くお願いをいたします。  
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  まず第１点、障害者雇用についてであります。  

  私は、 2016年６月議会において、障害者就労施設からの物品等の購入等をはじめ

岩出市の雇用率及び雇用者数を質問しました。その際、法定数は、平成 26年６月１

日現在、４名であり、実雇用率は 2.46％であり、達成しているとのことでありまし

た。 2018年の９月議会において一般質問し、障害者雇用の点について、再度質問し

ました。このときには、中央官庁等々において、雇用者数が実際には事実でなかっ

たということもありまして、地方自治体、国とも障害者雇用に対する認識が問われ

たときでありました。 2018年の 12月議会において、私は、法定雇用率が不足をして

いるという事態に対して、１名雇用すべきであるということが明らかになりました。

今後、１名の雇用計画のスケジュールを答弁ください。  

  今回で３回目の質問をしたわけであります。市の答弁は、その議会において、総

務部長及び市長は、法定雇用率を満たしていない。今後、法定雇用率の確保を目指

すようにしていくと、この議場において発言をされました。また、 12月議会では、

総務部長は早期に年度途中からでも採用したいと答弁をされたのであります。  

  最近のわかやま新報の新聞において、和歌山労働局が、 2019年度の雇用状況につ

いて、法定雇用率を達成していない岩出市、橋本市、古座川町、白浜町の和歌山県

内４市町に実施勧告を出し、採用計画の作成を求めているのであります。当市にと

って明らかに不名誉なことであり、法を守るべき自治体が守らない。この件につい

ては強く抗議するとともに、答弁を求めたいと思います。  

  今日までの経過と、なぜ法を守らないのか。雇用率は満たしているのか。  

  ２番目に、労働局からの実施勧告と採用計画作成をしてきたのか、その点につい

て市当局の答弁を求めたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの１番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  総務部長。  

○大平総務部長  尾和議員の障害者雇用についてのご質問にお答えいたします。  

  １点目の雇用率は満たしているのかについてですが、市では、身体障害者を対象

とした職員の募集を令和元年 10月 27日、 12月１日と２回実施いたしましたが、２回

とも応募者がゼロという結果であり、現在、雇用率は満たしておりません。  

  ２点目、労働局からの実施勧告、採用計画作成についてですが、令和元年６月 18

日付で、障害者採用計画通報書を提出し、それの結果、令和２年３月 12日付で和歌

山労働局長から法定雇用率を達成するよう勧告を受けております。現在、雇用率は

達成されておりませんが、今後も障害者採用計画のとおり、雇用率を達成できるよ
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う、地方公共団体の責務として、引き続き障害者を雇用するように努めてまいりま

す。  

○田畑議長  再質問を許します。  

  尾和議員。  

○尾和議員  今、総務部長のほうから答弁をされましたが、この障害者雇用の促進に

関しては、基本的人権を守る、障害者の雇用促進をするという立場から、市の政策

として、地方自治体の責務として、この問題を重視をしているわけであります。い

かに岩出市が障害者に対する認識が甘いか。今の答弁では謝罪の一言もありません。

私は、この２年間、この問題について質問をしてきたわけですから、その経過につ

いて、今、総務部長のほうから募集を２回実施したけども、応募者がないというこ

とでありました。そしたら、雇用率を達成しなくていいかということであります。

まさしく岩出市の姿勢が問われていると言わざるを得ないのであります。  

  働く障害者は年々増え、 50万人に達し、企業の半数が法定の雇用率を達成してい

る現状の中において、さらに雇用率を引き上げていく。そして、精神障害者も対象

者に加え、さらに就労拡大に取り組む大事なこの時期であります。  

  私たちは、この責任と義務において、岩出市の姿勢を改めていただきたい。強く

求めたいと思います。  

  その上で、今日までの責任と義務について、再度、岩出市の基本的な考え方をお

聞きをしたいと思います。  

  さらに、募集の方法について、どういう募集をしてきたのか。募集をしたけども、

応募者がゼロだから仕方がないという姿勢を改めていただきたいのであります。障

害者雇用は、地方公共団体は 2.5％として、都道府県の教育委員会は 2.4％を達成す

るよう勧告が出ているわけですから、これを達成していく。細心の注意を払い、最

大限の努力をしてきたかという問題であります。この点について、再度、岩出市の

考えをお聞きをしたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  総務部長。  

○大平総務部長  尾和議員の再質問にお答えいたします。  

  まず、市としては、現在雇用率を達成していないということは、地方公共団体の

責務としては果たせていない状況であるということで、その責任はあると考えてお

ります。ただ、市のほうも何も手だてをしなかったということではなく、先ほども

ご答弁の中で言わせていただきましたが、令和元年の 10月 27日、 12月１日と２回、
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身体障害者を対象とした職員の募集、ホームページ等でやりましたが、結果的には

応募者がゼロであったということでございます。  

  採用試験を実施して、応募者がない現状、また、実際受験されて合格者があった

としても辞退されるというようなことも考えられることから、雇用率達成は非常に

厳しい状況であると考えております。  

  しかしながら、先ほども申しましたが、障害者雇用率を充足できていないという

ことは、深く認識をしているところでございます。引き続き障害者雇用率の充足に

向けて、応募を続けて取り組んでまいりたいと考えてございます。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

  尾和議員。  

○尾和議員  基本的な姿勢で、私は一番問題なのは、民間であればペナルティーとし

て、１人に対して課徴金という形で納付しなければならない制度があるわけです。

地方自治体は、それがないからやらないんだというように捉えざるを得ないわけで

すね。岩出市は、その課徴金については、地方自治体は納めなくていいという認識

はあるんではないだろうかと思うんですけども。  

  まず最初に、部長のほうから答弁あったんですが、２年間、何をしてきたかとい

うことで、私はまず最初に、岩出市民に対して、誠に申し訳ないと、謝罪を始めて

から答弁をすべきでないかなと思うんですね。やはりお役所仕事というのは、そう

いう認識でおられると言わざるを得ないのであります。  

  まして、岩出市の基本方針には、障害者の人権やそういうものを守っていくと大

見えを切って、パンフレットに書いているわけですから、最低の法律を守る、これ

が基本姿勢にないと、何事も岩出市民からの信頼を得ないし、岩出市の行政に対し

て不信感を持つということになろうかと思うわけであります。  

  岩出市の精神・身体障害者、何人おられるんですか。岩出市の在住者だけでも、

近隣の市町村でもいいと思うんですけども、別に岩出市民の方が障害者の雇用に応

募するということ、ないと思うわけでありますから、別に他の市町村から応募され

てもオーケーだと思いますし、岩出市の障害者、担当課で今何人把握をされており

ますか、ご答弁ください。  

○田畑議長  ただいまの再々質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  総務部長。  

○大平総務部長  尾和議員の再々質問にお答えいたします。  

  現在、障害者の雇用率が達成されていないことについて、謝罪をすべきではない
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かということでございますが、現状、雇用率を達成できていないということは現実

でございますので、その点については雇用率が達成できるように、これからも努め

るということでございます。  

  それと、民間の事業者であればペナルティーがあると。地方公共団体はペナルテ

ィーがないからそういう状況になっているのではないかというようなご質問であっ

たかと思いますが、市としましては、ペナルティーのあるなしにかかわらず、障害

者の雇用率を達成するということは、法律で決められていることでございますので、

今現在は、確かに達成はしておりませんが、採用試験等も実施してきたところでご

ざいます。尾和議員がおっしゃられていた、市内だけにこだわることはなくという

ようなお話もありましたが、広報の方法については、またそれぞれ検討していきた

いと思いますが、引き続き採用試験の実施をしていきたいと考えてございます。  

○田畑議長  地域福祉課長。  

○長倉地域福祉課長  尾和議員の再々質問にお答えいたします。  

  岩出市の障害者の方ということで、現在、身体障害者手帳を１級から６級までの

方で、全体で平成 28年度、 1,847名でございます。  

○尾和議員  議長、身体障害者だけじゃなくして、精神障害者も雇用したらこの枠に

入るんで、精神障害者も含めて、別々に回答してください。  

○田畑議長  地域福祉課長。  

○長倉地域福祉課長  精神障害者保健福祉手帳所持者数は、平成 28年度で 344名でご

ざいます。  

○田畑議長  これで、尾和弘一議員の１番目の質問を終わります。  

  引き続きまして、２番目の質問をお願いします。  

  尾和議員。  

○尾和議員  ２番目の質問を行いたいと思います。  

  新型コロナウイルス感染症が全国的に広がりを見せ、今後、収束傾向に見えても、

再び感染の拡大も予測されております。こうした予断を許さない状況の中、これか

ら台風シーズンや水害、地震などの災害の発生と、そのおそれがある場合、市は避

難勧告・指示などの避難所の発令とともに避難所を開設し、避難者を受け入れるこ

とが必要になります。  

  間もなく大雨、気候変動の季節を迎える中において、市はどうしていくのだろう

かと私は考えております。地域や避難所となる施設の事情に配慮して、マニュアル

等を作成し、新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営等を円滑に行えるよ
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う、避難方法など、住民への事前周知のほか、避難所で必要な物資、資機材、要員

の配備や役割分担、手順の確認など、敏速かつ着実に備えておくことが求められま

す。  

  これまでの災害における避難所の環境に鑑みると、３密、密閉、密集、密接とな

りやすく、新型コロナウイルス感染症が拡大しやすい環境にあると言えます。また、

ワクチンや治療薬が確立してない現状では、より一層の感染防止に努めなければな

りません。３つの密のおそれがある避難所の運営をどうするか。指定緊急避難場所

の運営について、可能な限り感染防止対策に留意する必要があります。  

  市民の命と健康を守るために、前例のないこの危機にどうしていくのか、そうい

う観点から４点にわたって質問をしたいと思います。  

  まず第１点は、避難行動計画をどうしていくのか。  

  ２番目に、避難所の感染予防と備蓄はどうなっているのか。さらに、避難所収容

人員の見直しについてどうするのか。  

  それから、３密への対策をどうするのか。  

  避難所の見直し、及び長期避難となった際の感染対策はどうされようとしている

のか、お聞きをしたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの２番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  市長。  

○中芝市長  尾和議員ご質問の２番目、複合災害発生時における避難計画についてで

ありますが、新型コロナウイルス感染症の影響下において、本市においては、いつ

発生しても不思議でない南海トラフを震源地とする巨大地震や中央構造線を震源と

する巨大地震、また近年多発する風水害などが懸念されます。  

  このような状況下において、避難所開設時には、密閉、密集、密接のいわゆる３

密の回避を図るため、避難者同士の距離の確保をはじめマスクの着用や手指消毒の

徹底、間仕切り段ボールの設置などの感染症対策を実施することとしております。  

  また、風水害時等において、事前に開設する避難所についても、従来より拡大し

て開設することとしております。  

  詳細につきましては、総務部長から答弁させます。  

○田畑議長  総務部長。  

○大平総務部長  尾和議員ご質問の２番目、複合災害発生時における避難計画につい

てお答えいたします。  

  １点目の避難行動についてですが、災害発生時における避難行動については、自
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分や家族の命は自分で守る自助、自分たちの地域は自分たちで守る共助が重要とな

り、避難所や浸水想定区域などを示した防災マニュアルを全戸配布するなどし、市

民への啓発に努めております。  

  また、新型コロナウイルス感染症対策としましては、避難所での密集を避けるた

め、親戚、友人、知人宅などへ避難することも広報してまいります。  

  次に、２点目の避難所の感染予防と備蓄、避難収容人数の見直しについて、３点

目の３密への対策について、一括してお答えいたします。  

  避難所での感染予防については、岩出市地域防災計画や避難所運営マニュアル等

に基づき、避難所におけるマスクの着用をはじめ手指消毒の徹底、避難者同士の距

離の確保などの対策を実施することとしております。  

  感染予防対策に係る備蓄物資についても、マスクや消毒液、間仕切り段ボールの

備蓄を行っております。  

  避難所の収容人員についても、避難者同士の距離を確保する観点から、従来より

も広く、１人当たりの面積を拡充して計算を行っております。  

  また、避難所での３密の回避や感染予防物資の事前準備及び避難所への携行、避

難所以外への避難の検討などについて、市民への啓発を行うため、広報７月号と同

時に啓発チラシの全戸配布を予定しております。  

  次に、４点目の避難所の見直し及び長期避難となった際の感染対策についてお答

えいたします。  

  避難所の見直しについては、避難者同士の距離を確保する必要があることから、

風水害等における事前開設避難所を通常よりも拡大し、開設することとしておりま

す。また、避難生活が長期になる場合においても、岩出市地域防災計画や避難所運

営マニュアル等に基づき、避難所での感染防止に努めてまいります。  

○田畑議長  再質問を許します。  

  尾和議員。  

○尾和議員  具体的にお聞きをさせていただきたいと思います。  

  まず、避難行動計画については、今、自分自身の命を守るということは、それは

当然だと思うんですけども。  

  避難所収容の見直しについてであります。社会的距離を保つソーシャルディスタ

ンスという言葉で表現をされております、一般的には。そうしますと、その距離か

らいうと、大体２メートル四方というようなことも言われております。そうします

と、今までの避難所計画の収容人員、これは抜本的に見直す必要性があると思うん
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ですが、この点についてはどうされるのか。  

  それから、マスク、段ボール、仕切りの点なんですが、これについて、それを置

くことによって収容人員も変わります。これについてどうされるのか。今、部長は

拡大してということなんですが、避難所の場所を増やすのか、現行のまま避難所指

定をしているところに来ていただくのか、そこら辺が明らかでありませんので、拡

大するというのはどういう意味で言われたのか、お聞きをしたいと思います。  

  それから、３密の問題でありますが、この３密という言葉は、調べますと、新義

真言宗、密教、弘法大師の時代からあったらしいんですが、仏教用語らしいですけ

ども、その３密、密閉、密集、密接、この言葉を安易に使わず、この点について、

具体的に市民に広めていくということが大切ではないかなと思います。  

  それから、部長が避難するときには、友人や知人のところに避難してくださいと

いうことらしいんですが、これについてもどうしていくのか。全く一般市民の方に

ついてはどうすればいいんかということで、そういう方がおられる場合は行けるん

ですけども、いない場合はどうするのか。ここら辺の対策を取らないと、現実的に

は解決しないんではないかなと思っておりますが、その点についてお聞きをしたい

と思います。  

  それから、まず新型コロナウイルスの問題について、一番今問題になっているの

は、いわゆるＰＣＲ検査と抗体検査の問題が言われております。岩出市において、

新型コロナウイルスを事前に把握するために、このＰＣＲ検査や抗体検査を実施を

して、事前につかむという姿勢は持っておられるのか、これについてお聞きをして

おかなければなりません。  

  それから、必要な物資でありますが、午前中の答弁では、必要な物資は整ってい

るというように聞くことが答弁で理解をしたんですが、今の物資で十分間に合うの

か、再度見直しをしていく必要があろうかと思います。  

  最後になりますが、この複合災害における発生時の避難マニュアル、これは岩出

市はもう既に作っておられるのか、多くの市町村で、あるいは和歌山県も最近出た

とこでありますが、兵庫県や大阪、京都、奈良、そこら辺についてもマニュアルを

作って、各市町村にそれを指導しているということをお聞きをしておりますが、避

難所運営ガイドラインのマニュアルについて、現在、岩出市は作成中なのか、作成

したのか、これについて再度お聞きをしたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  総務部長。  
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○大平総務部長  尾和議員の再質問にお答えいたします。  

  まず避難場所の具体的な想定についてですが、従来は避難所における１人当たり

の面積を岩出市では 3.5平米で見ておりましたが、これを４平方メートルで換算し

て、収容人員の想定を変更しております。  

  それと、事前の開設避難所を通常より拡大と、具体的にどういうことかというこ

とでございますが、これについては、台風等、事前に災害が予測される場合に、避

難準備等の発令までに開設する施設ですが、従来では、あいあいセンター、総合体

育館、公民館、サンホール等の 10か所でございましたが、今回、改正後にはそれに

プラスして、小中学校８か所を追加してございます。  

  それと、避難所の運営マニュアルについて、これはもう既に作成をしてございま

して、今回、新型コロナウイルスの感染拡大の結果、一部の修正というのが県のほ

うからも基準が示されておりますので、この６月に、既に、例えば、先ほど言いま

した避難所における１人当たりの面積を拡大するとか、そういうところの修正は行

ってございます。ちなみに、避難所運営マニュアルについては岩出市のホームペー

ジでも、今、修正した分を掲載しているところでございます。  

  すみません。もう１点、先ほど３密のお話もあって、具体的にどういうことをと

いうことですが、先ほどの答弁でもお伝えをいたしたんですが、７月に広報７月号

と同時にチラシの全戸配布ということで、そこで災害時の避難についてということ

で、まずは事前の備えということで、マスク、体温計、除菌シートなどを備える。

避難所の密集を避けるために、親戚、友人、知人宅など、避難することも検討する

と。  

  避難所での過ごし方、これは３密と言っているんですけど、それぞれ換気の悪い

密閉空間、多数が集まる密集場所、間近で会話をする密接場面というようなことを

避けましょうというふうなチラシを作成しております。  

  それと、親戚宅にという、実際そういう身を寄せられるところがあるかどうかと

いうことについても、それを判断するための避難行動判定フローというのを同じく

チラシにつけておりまして、それで市民の方が取るべき避難行動をフロー図で確認

をしてもらうと、そういった形のチラシを広報紙とともに配布する予定にしてござ

います。  

  すみません。もう１点、必要な備蓄物資が足りているかということでございます

が、これは午前中の答弁でもお伝えいたしましたが、６月 22日時点ではＮ 95のマス

ク 3,360枚、サージカルマスク２万 9,500枚、防護服 90着、アルコール製剤等の消毒
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液を約 318リットル、これを備蓄しており、新型コロナウイルス感染発生時におけ

る職員の防災活動に用いるほか、災害発生時における避難所での使用を想定してお

ります。  

  現時点では、この備蓄物資の想定でいけるのではないかというふうに考えてござ

います。ただ、現実的に足りないというような、もしケースが生じるようであれば、

それはその都度柔軟に物資の備蓄量の検討をしてまいりたいと考えてございます。  

○田畑議長  子ども・健康課長。  

○広岡子ども・健康課長  尾和議員の再質問にお答えします。  

  ＰＣＲ検査を岩出市のほうでも事前につかめるようにというお話でしたが、ＰＣ

Ｒ検査の所管につきましては県、この管内では岩出保健所となっておりますので、

我々としましては保健所の協力をしていくという形になります。  

○尾和議員  抗体検査とかＰＣＲはしないということなんですか。  

○田畑議長  子ども・健康課長。  

○広岡子ども・健康課長  ＰＣＲ検査とか抗体検査というのは、市のやる業務ではな

くて、県のほう、保健所のほうで扱っている業務になりますので、我々のほうとし

ましては、保健所が協力要請あれば、それに協力していくという形になると思いま

す。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

  尾和議員。  

○尾和議員  総花的に言われるとあれなんですが、具体的にまた聞きますが、拡大を

して、小中学校を８か所ですかね、設置をするということですけども、これ、部長、

どこに収容するんですかね、体育館ですかね、教室ですかね。体育館であれば、全

国的にも冷暖房の設備がないんですよ。夏は暑い、冬は寒い、こういう実態に直面

すると思うんですけども、小中学校の８か所と言われたところは、今空調ある小学

校の教室を想定されて言われたのか、体育館を想定されたのか、お聞きをしておか

なければなりません。答弁ください。  

  それと、新型コロナウイルスについては、感染防止のために、感染者と分けざる

を得ないんですよね。感染者がないということになれば、今言われたように、１人

４平米ですか、それで対応するということになろうと思うんですが、感染者が出た

場合に、感染者を区分けをしてやりますと、さらにスペースが取れなくなります。  

  また、標準世帯で１人２平米とかということを言われるんですけども、１人世帯

とか２人世帯、あるいは３人世帯、４人世帯、５人世帯によって、このスペースが
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また考えざるを得ないということも発生してきますが、これについてはどのように

されるのか、具体的にご答弁を頂きたいと思います。  

  それから、これ３回目の質問なんですけども、堀口の防災公園ありますよね。こ

れの図面を頂いて見たんですが、出入口が１か所と南西方面に１か所あるんですけ

ども、もっと出入口を増やす必要性がないかなと、私はあの図面を見て思うんです

が、そこら辺についてどうされるのか、お聞きをしておきたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの再々質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  総務部長。  

○大平総務部長  尾和議員の再々質問にお答えいたします。  

  まず、１点目の小中学校の避難場所の想定ですが、これはまずは体育館を想定し

ておりますが、状況に応じては、やはり冷房の効く教室等への移動。  

○尾和議員  ちょっともう１回。  

○大平総務部長  想定としては体育館を想定してございますが、現実に被害があって、

集まっていただいた際に、先ほど言われたような冷暖房がない状況でということで

あれば、そこは必要に応じて教室も利用するという形で考えてございます。  

  それと、居住空間の整理については、マニュアルにも記載しているんですけども、

世帯ごとに４平米取れるように、例えば、２人世帯であれは連結して、その場所を

取るというような形で、世帯ごとに考えていくということと、感染症の疑いのある

方が出た場合は、パーティションでその部分を区切って、一般の避難者とはゾーン

と動線を分けると、そういった対応をするということで考えてございます。  

  それと、防災公園の、今の図面での出入口のお話ですが、これについては現状ど

おり、この設計どおりの対応を考えてございます。  

○田畑議長  これで、尾和弘一議員の２番目の質問を終わります。  

  引き続きまして、３番目の質問をお願いします。  

  尾和議員。  

○尾和議員  次に、３番目の質問を行います。新型コロナウイルスの影響と対策につ

いてであります。  

  ３か月間にわたって休校したこの事態に対して、過去にない未曽有のことであり、

教育現場において大きな負担をもたらしていると思います。段階的に再開されても

学習の遅れや体力、学力の低下、社会や家庭の問題や課題が発生をしております。

学校においては、この現状を真正面から捉えて取組がされていると思います。この

事態に当たり、多様な人が力を合わせて、教育崩壊にならないよう最善を尽くすこ
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とが求められると思います。  

  学校において、さらに教育委員会においての役割は重要であると考えております。

教師は、感染予防、教育課程の再編成、子供のストレス解消など、失われた時間へ

の取組が最も大切であります。これらの具体的な対策を市においてスピード感を持

って対応していただきたいと、そのように思っております。  

  まず第１点は、現在の学校における課題についてどのように認識されているのか、

お聞きをしたいと思います。  

  ２点目は、小中学生の学校の給食問題であります。安全性を確保するためにどの

ようにしていくのか。  

  ３点目は、感染予防について、その対策はどうか。消毒液、マスク、音楽室での

取組。  

  ４番目に、オンライン教育に関して、現在の取組、タブレットの支給と活用につ

いてどうされようとしているのか。  

  ５番目に、空調使用時の課題として、夏休み計画と修学旅行についてどうするの

か。  

  ６番目に、教職員の長時間労働について、働き方改革として方針が出されており

ますが、改善した点と今後の取組についてご答弁を頂きたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの３番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  教育部長。  

○湯川教育部長  尾和議員の学校再開後のコロナ感染に関するご質問にお答えいたし

ます。  

  まず１点目の現状の課題でございますが、基本的な感染対策としては、国から示

されております衛生管理マニュアル「学校の新しい生活様式」に基づき、児童生徒

はもとより教員の感染防止にも努めているところでございます。  

  課題につきましては、昨日も岩出保健所管内で、大阪府内に勤務している方、感

染者の報道がございました。大阪府へ通勤・通学している市民が多い岩出市として

は、終息していない中、感染者や濃厚接触者が出ないかどうか、これをいつも気に

しているところでございます。  

  学校の運営につきましては、保護者の皆様のご協力を得て、毎日の検温など体調

のチェックに努めていただき、大いに助かっているところですが、学校においては、

子供たちの体調の変化には常に気を配るなど、健康管理に努めているところでござ

います。  
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  また、学びの保障という面では、臨時休業期間が続きましたので、教材を配布し

て対応してまいりましたが、学力の定着について検証するため、学力テストを既に

実施してございます。  

  次に、給食の安全確保ですが、給食についても衛生管理マニュアルに示されてお

りまして、学校給食を実施するに当たっては、学校給食衛生管理基準を改めて徹底

するとともに、児童生徒は食事の前の手洗いと飛沫を飛ばさないよう、机を向かい

合わせにしないようにして、会話を控えて、食事を取るように指導をしてございま

す。  

  感染予防については、児童生徒、教員は全員、まず各家庭での検温と健康チェッ

クをした上で、学校内ではマスクの着用、様々な場面での手洗い、また、感染源を

断つという意味では、教員による教室などの消毒の徹底を行っております。  

  次に、オンライン学習についてでありますが、今議会におきまして、１人１台パ

ソコンの購入予算のご承認を頂きましたが、現段階では、オンライン学習が実施で

きる整備には至ってございません。  

  オンライン学習につきましては、梅田議員、奥田議員のご質問にもお答えいたし

ましたが、各家庭でのインターネット環境の違い、また、設置後の回線使用料の問

題、持ち帰り使用の際のセキュリティー対策や有害サイトにアクセスできないよう

にする設定など課題がございますので、今後も検討を重ねてまいりたいと考えてご

ざいます。  

  次に、空調使用時の課題についてですが、常時、少し窓を開けて、換気しながら

使用したり、休憩時間に換気を徹底したりしながら使用してございます。  

  夏休み計画は、県教育委員会の県立学校の対応に準じまして、８月８日から 16日

までの９日間としまして、これについては、既に保護者にも周知をしてございます。  

  修学旅行につきましては、現在のところ、実施する方向で検討中でございます。  

  最後に、職員の長時間労働についてということでございますが、平成 31年１月 25

日に文部科学省が策定した公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン、

これが令和２年１月 17日の指針に格上げされたことを受け、本市においても、令和

２年３月臨時教育委員会において、教育職員の健康及び福祉の確保に関する規則を

制定しました。その中で、超過勤務時間の上限を定め、教職員の業務量の適切な管

理を行ってございます。  

  令和２年３月からは、校務支援システムの運用により、各職員のパソコンで出退

勤時間を入力することにより、客観的に勤務時間を把握しております。また、月別



－158－ 

の集計表は管理職が把握しておりますので、月 45時間を超える職員には管理職が聞

き取りを行い、面接指導をした上で、教育委員会に報告するようにしてございます。  

  働き方改革においても、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、児童生

徒の登校時間の制限や中学校部活動指針の遵守などにより、職員の意識改革は進ん

でおります。また、ＩＣＴ機器の導入による教材作成の効率化や、スクールサポー

トスタッフなどの人的支援により、長時間労働の解消に努めてまいります。  

○田畑議長  再質問を許します。  

  尾和議員。  

○尾和議員  まず、学校管理の課題について求められたということなんですが、回答

頂きましたが、今現在ある学校管理の問題点として、後から列挙しましたが、学校

給食の在り方について、私は、向かい合って食べないとか、食事中は黙って食べっ

て、そうはいっても、小学生、中学生。小学生にそのことを話ししても、そうもう

まい具合いかんかなと、実感として持っております。それらについてどのようにさ

れるのか。  

  それから、感染予防で、消毒液、マスク、これについてはあると言われるんです

けども、設置をするということなんですが、私は一番心配しているのは、音楽室で

歌えない、それからリコーダーなり吹けない、こういう実態が今、全国的にも起き

ていると言われております。そういう点でどのような教育方針を持っておられるの

か、これを聞いておかなければならないなと思うんですが、それについてご答弁く

ださい。  

  それから、オンライン教育で、自宅にインターネット回線のあるところとないと

ころ、これがあるかと思うんですが、オンライン教育でタブレットを支給して活用

というても、コンピューターあっても、実際上は保護者の家で全てが全てインター

ネット回線を接続しているというところは現在どれぐらいあるのか、未回線がどれ

ぐらいになっているのか、つかんでおられれば、ご答弁ください。  

  それから、空調の使用の問題で、せっかく空調を設備して、この夏は涼しいとこ

ろで勉強できるなという気概があったんですけども、密閉を避けるという意味で、

空調をつけても半減をすると、ここら辺について、どのように循環をして、教室の

流れを取ると。左右に窓を開けて、空気の流れをつくるというようなことも言われ

ておりますが、ここら辺について、具体的に取れるのかなと思っておりますが、そ

こら辺についてお聞きをしたいと思います。  

  それから、修学旅行なんですけど、中学校はディズニーランドでしたかね、東京
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のほうですよね。まさしく感染の、いまだに 20名前後が発生をしているという状況

の中で、中学校の修学旅行の行き先について、再検討する必要があるんではないか

なと思うんですけども、府県間の交流についてはオーケーが出たけども、あえて東

京のほうに修学旅行を実行するということが得策かなと思っておるんですけども、

そこら辺も抜本的に再度見直し、検討をすべきではないかなと思っておりますが、

お聞きをしておきたいと思います。  

  しかし、中学生の皆さんは楽しみにしている、一生に１回しかない修学旅行です

んで、思い出多い旅行にしていただきたいのはやまやまなんですけれども、それに

よって感染をするということになれば、また後世に課題を残すということもありま

すので、教育委員会においては、学校等々と協議をして、慎重の上にも慎重に取り

組むべきではないかと思いますが、これについてご答弁ください。  

  それから、教職員の長時間労働についてですが、資料を頂いたら、昨年は 70時間、

80時間という、中学校で資料を見たら、実際上は発生しているんですよね。私は、

この問題について、もう何回もこの場所で、具体的に長時間労働、過労死ラインを

超えているという教師がいてるということについては改善をしてほしいということ

で申し上げてきた１人でありますけれども、今日、ＰＣで出退勤を管理するという

ことでありましたが、このＰＣの起動時点で集約をして校長が管理をしているとい

うことでしょうけども、意図的にパソコンを起動しない、切断しないいうことにな

れば、意図的に、例えば６時やけども、４時頃、パソコンを切断しておけば、それ

が出退勤の時間になるということでは、実際の実働と長時間労働のかみ合いもしま

せんので、そこら辺をどのようにコントロールするのか。結果的には、長時間を減

らしていくということの取組をもっと具体的に答弁を頂きたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  教育部長。  

○湯川教育部長  尾和議員の再質問にお答えいたします。  

  まず、給食の食べ方の問題でございますが、今のところ、児童生徒、よく言うこ

とを聞いていただいてございまして、話をせずに、静かに前を向いて食べていると

いう現状でございます。  

  それから、オンライン学習の関係で、各家庭の接続状況ですけども、これにつき

ましては、現在、各家庭に対してアンケート調査を行っておりますので、集計、ま

たそのうちできるかなと思います。  

  それから、教室の空調ですけども、先ほどもお答えしましたが、授業時間におい
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ても、少し窓を開けながらクーラーを入れる、また、その日の天候にもよるでしょ

うけども、休憩時間に換気をして、授業中は閉めてクーラーを入れると、いろいろ

と、今回については柔軟な対応をしているということでございます。  

  それから、修学旅行でございますが、もともと 10月中に実施をしております。今

年も 10月に実施予定でございますが、中には、ちょっと遅れて２月に実施するとい

うことを検討している小学校もあるということです。  

  旅行先につきましては、これまで小学校は奈良・京都方面、中学校は東京方面と

いうことでしたが、当然のことながら、コロナウイルスの感染状況、これ見ていか

なければなりません。現段階でございますが、小学校で紀南方面とか、中学校では

関東以外を検討している学校もあります。ただ、まだ、コロナの感染状況を見なが

ら決定をしていくということになります。  

  それから、教員の長時間労働のお話でございましたが、この３月、４月、コロナ

感染ということで、学校休業ということでございましたので、今入れております校

務支援システム、この辺の見方というんですか、時間の加減というものにつきまし

ては、通常の勤務とは異なりますので、あれですけども、今回、対象教員 275名の

うち、月 45時間以上勤務した職員というのは、３月はありませんでした。４月は 14

人、５月が３人ということでございます。  

  先ほど、１回目の答弁で申し上げましたが、教育職員の健康及び福祉の確保に関

する規則を定めておりまして、この中で、第２条で、教育職員の業務量の適切な管

理ということで、超過勤務時間の上限、１か月 45時間、１年間で 360時間と定めて

おります。第３条では、予見することができない業務に対して、一時的、または突

発的に勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合は、１か月 100時間未満、年間 720

時間と定めたものでございますので、教職員の健康管理、こういったことについて

も十分対応してまいりたいと考えてございます。  

○田畑議長  教育総務課長。  

○南教育総務課長  尾和議員のご質問の音楽の授業についてですが、尾和議員おっし

ゃるとおりに、今現在、合唱を控えたりとか、リコーダーの飛沫感染がある授業を

控えたりっていう現状ではございます。各学校においては、年間指導計画の見直し

を行いまして、できるだけ後のほうに回したりとか、あと、ある中学校は中庭で合

唱をしたりとか、工夫をして実施しておるところでございます。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

  尾和議員。  
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○尾和議員  何回も言うのもあれなんですが、修学旅行ですね。今のお話では実施を

する方向で、関東以外のところを考えているということを言われたんですが、旅行

会社等の窓口で、もう６月、７月ですよね。宿泊施設とか交通手段とかいろいろや

っていく中で、今の段階でそれが実現可能なのかなと。かなりの生徒が行くわけで

すから、それが可能かどうか、私はちょっと疑問に思うんですけども、そこら辺は、

実際、任せてくださいということなのかなと思うんですが、最終的にいつ頃、これ

は明らかになるんでしょうか。お聞きをしておきたいと思います。  

  それから、長時間労働の問題ですが、４月で 15名、５月で３名出てると。よく言

われんですけども、新型コロナウイルスの関係で仕方ないんだと。これは、私は、

それを隠れみのにしなくて、もっと長時間については真剣に、教育委員会としても

学校と打合せしながら、長時間オーバーしないように最善の努力をすべきだという

ように思いますから、その点については再度言っておきたいと思います。  

  それから、タブレットとＰＣのあれなんですが、最近出た、ネット上でも新聞で

も出ているんですが、オンライン学習で小学生は疲労感が増大していると、増大す

る傾向にあると、これは群馬大学の調査で出てきておりました。そういう意味でも、

今日のコロナウイルスと関連して、小学生の疲労感、そこら辺をどのようにして解

消していくのか、それも併せて検討を教育委員会のほうでしておかなければならな

いなと思うんですが、市の答弁を求めたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの再々質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  教育部長。  

○湯川教育部長  尾和議員の再々質問にお答えいたします。  

  まず、修学旅行の件でございますが、さっきも申しましたが、今年は行き先の決

定について、コロナウイルスの感染状況、これも大きな課題となります。東京方面、

ちょっと苦しいかなというふうに思ってございます。もう少し状況を見なければな

らないということでございます。  

  また、行き先についても、これ検討する必要がございますが、交通手段とか宿泊

所、これについても検討する必要がある。中学校については、 200人以上行くとい

うことになりますので、２班に分けて、修学旅行も視野に入れているところでござ

います。  

  いずれにしましても、保護者の皆さんの考え方もございますので、先ほど、いつ

までということでお聞きいただきましたが、これは旅行会社さんとの関係もござい

ますので、その期限については、旅行会社と詰めていきたいと思います。  
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  それから、長時間労働の関係ですけども、先ほど申しましたように、規則も制定

をいたしまして、規則に従いまして、長時間労働の縮減に努めてまいります。  

  それから、オンライン授業で子供たちが疲労感をということでございますが、オ

ンライン学習そのものについて、我々、先ほどから答弁しておりますように、いろ

いろと研究しなければならない課題がございますので、疲労感ということまで今の

ところは考えてございませんが、オンライン学習の実施という部分についての課題

について、まず検討してまいります。  

○田畑議長  これで、尾和弘一議員の３番目の質問を終わります。  

  しばらく休憩いたします。  

  午後３時 55分から再開します。  

                  休憩             （ 15時 37分）  

                  再開             （ 15時 55分）  

○田畑議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  

  一般質問を続けます。  

  引き続きまして、４番目の質問をお願いします。  

  尾和議員。  

○尾和議員  それでは、４番目の質疑を行いたいと思います。  

  まず、監査業務についてであります。  

  岩出市の監査業務についてでありますが、まず、基本理念をしっかりとつかまえ

ておくという立場から、そういうスタンスから、今回の監査業務についての一般質

問を行います。  

  近畿圏の全国的なオンブズマン会議でもよく監査業務について議論をするわけで

ありますが、監査というのは、誰のために何をチェックするのかということが一番

大切であります。監査は誰のために行われるか、監査責任は誰に対して負うべきか

について、地方自治体の本旨から、当然地域住民を念頭に置くという違いがありま

す。これらの定義を踏まえて、自治体監査の実情を見ると、住民への配慮よりも、

むしろ首長や中央官庁など、住民以外の利害関係者を意識した制度運営となってお

り、地方自治の観点から見て、大きな問題であります。地方主権時代にふさわしい

自治体監査の基本コンセプトとして、まず住民本位であるということが上げられて

いるのであります。  

  今年の４月１日から監査基準というものが設けられて、岩出市においてもその制

度が導入されておりますが、最小の経費で最大の効果を基本に監査することであり
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ます。地方自治法でいう、県や市町村など地方公共団体について定めた法律の中に

あります。登場するのは第２条第 14項で、「地方公共団体は、その事務を処理する

に当たっては、住民の福祉と増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙

げるようにしなければならない」と規定されております。岩出市における監査基準

について、新しく制度が導入されました。これについて、岩出市の監査委員として

どのように感じておられるのか、ご見解をお聞きしたいと思います。  

  まず第１に、監査内部統制力を持つ監査委員としては、今年度の方針についてお

聞きをしておきたいと思います。  

  ２番目に、監査基準において、当市の課題及び重要変更事項についてどうなのか、

この点についてお聞きをしておきたいと思います。  

  ３番目に、今日まで、行政監査の実施件数及び財政援助団体等の監査の実績につ

いてお聞きをしておきたいと思います。  

  まず、監査委員の事務局及び監査委員としての立場というものが、今、地方自治

体の中で問われているんですけども、監査委員、監査事務局というのは、行政から

一歩立場を変えて、立つ位置が違うわけであります。他の地方自治体においても監

査委員、監査事務局というのは非常に重要な場所でもありますし、そういう意味か

ら、今、岩出市における監査事務について、先ほど申し上げた３点についてご答弁

を頂きたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの４番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  代表監査委員。  

○安居代表監査委員  尾和議員の監査業務についてお答え申し上げます。  

  第１点目の今年の方針はどうかっていう点でございますが、お話にございました

ように、令和２年３月、今年の３月に岩出市監査基準というのを策定いたしました。

今年度は、この監査基準に基づき、市の事務事業が法令に従って適正に執行されて

いるか。適合性、正確性の観点、さらに、お話にもございました、支出した費用に

見合う効果を上げているか。行政全般にわたって経済性、あるいは、効率性の観点

に留意して監査等を実施してまいりたいと考えてございます。  

  次に、２点目の監査基準において、当市の課題及び重要変更事項についてでござ

います。お答え申し上げます。  

  人口減少や少子化、高齢化の進展が見込まれ、さらに昨今の感染症対策、あるい

は複合災害等のことが予想されておりますが、非常に厳しい経済情勢、あるいは行

財政環境が続いてございますが、限られた財源で無駄なく効率的に執行して、住民



－164－ 

サービスの向上を図ることが行政に求められております。  

  このため、経済性、効率性、有効性の観点に重点を置いた監査等を実施し、監査

の質の向上を図っていく必要がございます。岩出市監査基準第７条に規定された監

査計画の実施により、監査結果等が事務事業の改善、適正化に資するよう、監査の

実効性を高めてまいります。  

  ３点目の行政監査の実施件数及び財政援助団体等監査の実績でございますが、過

去３年間において、行政監査及び財政援助団体等の監査は実施してございません。  

  以上でございます。  

○田畑議長  再質問を許します。  

  尾和議員。  

○尾和議員  代表監査委員が今、ご答弁頂きました。岩出市の監査基準で、第２条の

２項に行政監査という項目があります。「事務の執行が法令に適合し、正確で、最

小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めている

か監査をすること」ということであります。３項では、財政援助団体等の監査につ

いて、この目的に沿って監査をするこということがうたわれているわけであります。

従来から、財務監査、決算審査、例月出納検査、基金運用審査、健全化判断比率等

の審査については可とするものでありますが、今、代表監査委員が答弁されました

ように、過去の行政監査についてはゼロだったということは、今後は許されないと

思うんですよね。今年度のこの監査基準に従って、やるのか、やらないのか。やっ

ていくという方針なら、その点について可とするものでありますが、それすらしな

いということであれば、監査委員の役割というのは半減してしまいますし、それだ

け重要な役職であるということを認識していただいて、監査を適正にやっていただ

くことを求めたいと思います。  

  それから、私は、決算とか予算とかっていうのを常に見とるんですが、監査委員

にこれだけはやっていただきたいなと思うんですが、よく決算書を見ると、入札効

果で企業の努力によって差額が出てくると。それが何十％も出てくるような入札結

果、これは監査委員としてどのように感じておられるのか。あまりにかけ離れてい

るわけですよ。実際の予算と決算の中に。少なくとも、プラスマイナス 10％ぐらい

であれば許容範囲だと思うんですが、それ以上の開きが決算書の中に出てくると、

補正予算の中にもそういうことが多々出てくるわけですよ。これらについて、監査

委員はもっとメスを入れるべきだと思うんですが、それについてお聞きをしておき

たいと思います。  
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  監査基準の中で私は一番求めたいのは、外部監査という制度が存在するわけです

よね。監査委員だけじゃなくして、外部監査の専門の外部監査制度も、私はこの際

提言をしておきたいと思うんですが、これは代表監査委員が答弁をできない部類で

あるわけですが、代表監査として、所見があればお聞きをしておきたいなと思って

ます。よろしくお願いします。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  代表監査委員。  

○安居代表監査委員  尾和議員の再質問にお答えいたします。  

  １点目の行政監査のほうですね。それにつきまして、お答え申し上げます。  

  行政監査につきましては、今、この基準に行政監査という言葉ができております。

これは一応、基準の中で行政監査という項目を置いておるわけでございまして、法

律上は、これは必ずしなければいけないというものではございませんで、必要があ

れば私どもでやりますよと言うている。  

  もう一つは、現実に定期監査、あるいは月例、そのほかの決算審査等におきまし

ても、行政監査という観点、視点を持ちまして、常々監査を行っているところでご

ざいます。  

  そして、２点目の入札との差額につきまして、これは、私どもは入札の、あるい

は積算基礎の専門家でございませんが、一応監査する立場の中で、おっしゃった点

についても質問させていただきますが、それぞれの事案によりまして、逆に言えば、

足らない部分もあるでしょうし、あるいは、今おっしゃられたように、乖離がある

部分もあると思います。これにつきましても、納得のいく説明を説明時に求めるわ

けでございますが、現実問題、非常に、先生のおっしゃられるような 10％内という

のは、きっちりいかない場合もあろうかと思います。大きな工事につきましては、

別途工事監査というのを、ここ四、五年なり３回ほど実施してございますが、その

中でも、いろんな専門家の方から、ご質問なりご指導頂いております。そういった

中で、今後とも、大きな事業等についての検討の中で、工事監査等も含めて検討し

てまいりたいと思います。  

  それから、３点目の専門員の件でございます。監査専門員、これは現在での設置

は考えてございませんけれども、法律上は地方自治法において規定されておる、設

置は可能でございますので、もし必要があれば置くことができると、こういう考え

でおります。  

  以上です。  
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○田畑議長  再々質問を許します。  

  尾和議員。  

○尾和議員  １点だけ、代表監査委員にあれしたいんですが、入札問題で開きがある

ということを言いましたけど、マイナスはないんですよ。余っとるんです、全て。

流用とかあれを出ているというのは、予算の中で出てきてないんですよ。決算の報

告でも補正予算でも、全部余ってきとるんですよ。だから言っているんです。だか

ら、ここにメスを入れないと、私もしょっちゅう言うんですけども、入札会社の努

力によって、これだけの予算が余りましたと。そしたら、その予算が余れば、ほか

のところへ使えるわけですよ。過大に見積りを出して、予算取りをして、結果的に

残るということでは、最小の経費で最大の効果を上げる、ほかに流用できるわけで

すから、そういうところにもメスを入れていただきたいということをお願いしとる

わけです。  

  それと、行政監査についてなんですが、行政監査の問題については非常に重要な

問題でありまして、今、計数の監査は当然なんですよね、数字が合うというのは、

合わなければ問題ですから。行政監査に踏み込んだ各地方自治体でその取組を精力

的にやっている地方自治体もあります。そういう意味から、公平中立な立場で、代

表監査委員にはご苦労をかけますが、ぜひ岩出市の健全な発展と市民の幸せのため

に監査業務をして、取組をしていただきたいということを求めておきたいと思いま

す。  

○田畑議長  ただいまの再々質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  代表監査委員。  

○安居代表監査委員  質問にお答えいたします。  

  １点目の工事の差額ですか、入札差額についてでございますが、逆に足らない場

合ということを申し上げました。それは理論上あり得るということで申し上げただ

けでございます。おっしゃられるとおり、できるだけ精査した上で、実態に近い査

定なり見積りというのをするのが当然だと思います。ただ、いろんな努力によって

減らせている部分もあると思いますが、なかなかきっちりいかないというのが現状

だと思います。土木関係、事業関係の今後の監査についても、その点にも十分留意

しながら、監査の立場でいろいろとやってまいりたいと、このように考えます。  

  行政監査について、おっしゃられるとおり、住民の福祉の増進、向上について、

監査委員という立場から、いろんな監査ございますが、行政監査という重要性、必

要性というのは十分把握しておりますが、実態的に我々の今の現状の中で、行政監
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査に特化して、それだけでやるというのはなかなか非常に厳しい面もございますの

で、できる限りの範囲の中で対応してまいりたいと、このように考えてございます。  

  以上です。  

○田畑議長  これで、尾和弘一議員の４番目の質問を終わります。  

  引き続きまして、５番目の質問をお願いします。  

  尾和議員。  

○尾和議員  ５番目の質問を行います。  

  今回は、一般廃棄物、産業廃棄物に絡んで、紙おむつのリサイクル事業について、

私は提言と対策を求めていきたいというふうに思いまして、紙おむつに特化をして

質問をさせていただきたいと思っております。  

  我が国の大量生産、大量消費によって、３Ｒというものが今求められております。

家庭ごみを中心とする一般廃棄物に占める容器包装廃棄物は、容積比で 60％、重量

比で 20％から 30％に達していると言われております。  

  今日、急増する高齢者の中で我が国は、 1970年に総人口に占める 65歳以上の割合

が７％を超えて高齢化社会になり、 1994年には 14％を超え、高齢化社会の真っただ

中に入ります。その間、僅か 24年で、他の先進国に例を見ないスピードであります。

また、今後の高齢者人口は、 2015年には 25％を超え、国民の４人に１人は 65歳以上

の高齢者という時代がやってまいりました。 1988年の厚生省の推計では、要介護・

寝たきりの高齢者の合計は、 2000年の 140万人から、 2025年には 270万人と倍増する

と言われております。これらの高齢者の排尿・排便に介護が必要であり、その多く

は日常的に紙おむつを必要としているのであります。  

  紙おむつの生産量は 19年間で７倍、転換率はほぼ上限に対している乳幼児おむつ

に加え、高齢社会の到来で紙おむつの生産量は大きく伸びております。 2000年の紙

おむつの生産トン数は、 34万トンに対して、統計を取り始めた 1982年の約７倍に増

加をしているのであります。  

  ごみ処理の課題として全体的な事項と具体的な点について答弁を求めると同時に

新しい提案をしたいと思いますので、この点について前向きな、真剣な答弁を期待

して質問をさせていただいているわけであります。  

  まず第１点は、今日、ごみ袋の有料化に伴って、一般ごみと事業系ごみの実績、

過去５年間の増減についてどういう推移をしているのかお聞きをしたいと思います。  

  ２番目は、プラスチック製品の減少化への取り組みについて、今日までどのよう

な取組をしてきたかであります。  
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  ３番目は、食品の廃棄・ロスへの対策について、現状と方針を求めたいと思いま

す。  

  ４番目に、紙おむつの点でありますが、紙おむつ・パット等々の分別収集と資源

化への取組について、先進的な他の地方自治体を参考にして、岩出市においても取

組をし、いかにして一般廃棄物をなくして減少させていくかという課題が今求めら

れておると思います。その点についてご答弁を頂きたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの５番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  生活福祉部長。  

○松尾生活福祉部長  尾和議員、５番目の１点目、家庭系ごみと事業系ごみの実績と

過去５年間の増減についてお答えします。  

  平 成 27年 度 、 家 庭 系 ご み 総 排 出 量 1,391万 4,890キ ロ グ ラ ム 、 対 前 年 度 比 67万

7,320キログラム、 4.87％の減、事業系ごみ総排出量 443万 1,590キログラム、対前

年度比９万 7,810キログラム、 2.21％の増、平成 28年度、家庭系ごみ総排出量 1,331

万 7,960キログラム、対前年度比 59万 6,930キログラム、 4.48％の減、事業系ごみ総

排出量 453万 8,300キログラム、対前年度比 10万 6,710キログラム、 2.35％の増、平

成 29年度、家庭系ごみ総排出量 1,323万 850キログラム、対前年度比８万 7,110キロ

グラム、 0.66％の減、事業系ごみ総排出量 472万 5,570キログラム、対前年度比 18万

7,270キログラム、 3.96％の増、平成 30年度家庭系ごみ総排出量 1,344万 7,540キロ

グラム、対前年度比 21万 6,690キログラム、 1.61％の増、事業系ごみ総排出量 556万

3,630キログラム、対前年度比 83万 8,060キログラム、 15.06％の増、令和元年度、

家庭系ごみ総排出量 1,328万 430キログラム、対前年度比 16万 7,110キログラム、

1.26％の減、事業系ごみ総排出量 602万 4,240キログラム、対前年度比 46万 610キロ

グラム、 7.65％の増となっております。平成 27年度と令和元年度を比較しますと、

家庭系で 63万 4,460キログラム、 4.56％の減、事業系で 159万 2,650キログラム、

35.94％の増となっております。なお、平成 30年度に家庭系ごみが増加しておりま

すのは、９月の台風 21号の影響によるものであります。  

  次に、２点目、プラスチック製品の減少化への取組についてお答えいたします。  

  プラスチック製品のうち、ペットボトルや容器包装リサイクルに係るその他プラ

スチック類は資源ごみとして収集しており、収集量の傾向としては増加傾向であり

ます。近年、海洋プラスチックごみが増加するなど、環境問題が大きくなる中、市

では、クリーン缶トリー運動や市内小学校４年生を対象にした環境出前講座などに

取り組み、不法投棄の防止やごみの減量分別の徹底に取り組んでいるところです。  
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  また、本年７月から、プラスチックごみの削減を目的に、スーパーやコンビニ等

でのレジ袋の有料化が全国で開始されることで、プラスチックごみ削減に対する意

識の向上が図られるものと考えております。  

  市といたしましても、市民、企業、行政が一体となって取り組むことが重要であ

ることから、「広報いわで」や市ウェブサイトなどで周知・啓発に取り組んでまい

ります。  

  次に、３点目の食品の廃棄・ロスへの対策、現状と方針についてですが、食品ロ

ス削減、食品リサイクルの促進は、自給率が低いとされる日本国内においては重要

な問題であると認識しております。  

  市では、市内の食品加工業や大手スーパー等を訪問し、お弁当やお総菜などの販

売量の調整や値引きによる売りきりを推進することで、食品残渣として廃棄処分す

ることのないよう助言・指導を行い、市の減量化対策にご理解をいただいていると

ころでございます。引き続き、多量排出事業者への助言・指導に取り組んでいきた

いと考えております。また、食品ロス削減の取組として、 3010運動のチラシを作成

し、市内飲食店や市商工会、各種団体に対して、啓発を行っております。  

  次に、４点目の紙おむつ・パット等の分別収集と資源化への取り組みについてお

答えします。  

  市では、使用済み紙おむつを可燃ごみとして焼却処分しているところであり、現

時点では、具体的な再資源化に向けての取組は行っておりません。近年の高齢化に

伴い、紙おむつの消費量は年々増加傾向であることから、令和２年３月に環境省に

おいて、使用済み紙おむつ再生利用等に関するガイドラインが策定されるなど、全

国的にも課題となっております。  

  紙おむつの素材は、上質パルプ、フィルム、吸水性樹脂から構成され、再生利用

等により、パルプ等への有効利用が可能とされており、紙おむつ製造者によっては、

独自技術により、再生利用に取り組んでいることは承知しております。  

  しかしながら、衛生面や使用済み紙おむつ再生利用等技術を有する企業の情報が

不足していることもあり、適正処理の確保などに課題も多いことから、現時点にお

いては、まず情報収集に努めてまいりたいと考えております。  

○田畑議長  再質問を許します。  

  尾和議員。  

○尾和議員  今、ごみ問題についてご答弁頂きました。一般ごみと事業系ごみの推移

なんですけども、この有料化が導入されてから、一般ごみ、家庭から出ているごみ、
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事業系ごみ、総じて、そんなに減少しないよ、有料化したからといって、目標値を

設定したと思うんですよね、有料化した時点で。目標値を達成したのかどうか、こ

の数字からですね、部長のほうで判断をされておると思うんですが、達成したかと

いう点であります。当然、自然増というのはありますから、住宅開発とかいろいろ

な形で人口の増加に伴って出てくる部類はありますが、総じて、そんなにごみの減

量化っていうのは、目に見えて、そんなに成果が上がらないという統計も、過去の

この議場でも一般質問をしてきました。ごみの問題を研究している大学教授の論文

などを読みますと、有料化しても絶対的なごみの量は減らないんだということの指

摘どおり、岩出市においてもその現象は出ているんではないかなと思うんですが、

それについてどのように考えておられるのか。  

  それから、プラスチックの問題でありますが、これは海洋投棄で、ミクロのプラ

スチックが海洋に流れ出て、鯨とか魚類の胃の中に入って、それが循環して人間の

口に入るということが発生して、社会的にも、世界的にも、今問題になっているわ

けであります。減少化に向けて、さらに強力な推進を求めておきたいと思います。  

  それから、食品の廃棄・ロスの問題でありますが、今、コンビニ等でも発注統制

をしながら、天気の場合と雨の場合で発注数量を変えたり、いろいろな催しのとき

には多く発注をして、店頭にもそんなに、必要以上に多く、おにぎりとか、弁当と

か、サンドイッチとか、そこら辺についても、必要最小限度の数量に抑えて商品ロ

スの取組をしてるというのは目に見えて理解をしとるんですけども、さらに商品ロ

ス、賞味期間の関係でロスが発生している。ここら辺の処理についても、事業系の

団体、量販店に運動を進めていただきたい、そのように感じております。  

  それから、紙おむつの件ですが、今、環境省が出したということで言われており

ます。今、先進地域で二、三、私ちょっと例を挙げたいと思うんですが、福岡県で

今取組を積極的にやっております。この紙おむつで、医療関係の施設、成人施設で

すよね。それから介護施設、それから乳幼児の医療施設、それから保育施設、さら

に紙おむつの点でいえば、犬とか猫が高齢者になったら、おしめをかけて散歩して

いる方も多いんですよね。これらの廃棄物が全て焼却処分で一般廃棄物として出て

きております。岩出市におけるこれらの施設の数量をチェックすべきではないかな

と。データを持っておられるんであればデータを上げていただきたいんですが、こ

れ福岡市で、年間それらの合計をすると 7,862トン、福岡県内でいえば、市町村合

わせて１万 2,239トン出ております。これらをリサイクルをして今進めようとして

るんですけども、それと福岡県では、大木町の形で紙おむつ専用回収ボックスを設
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置して、週２回、回収をしております。この回収の年合計が 84万トン、実績として

出ていると。それから、鹿児島県の志布志市のケースでいえば、ユニ・チャームと

いうのが、その企業と連携をして、再生協定を結んで、紙おむつの再生実験を開始

したと言われております。それから、鳥取県の伯耆町のケースでは、ここでは人口

が１万 2,000ぐらいですから、岩出市の５分の１ぐらいの人口しかないだろうと思

うんですが、年間 120トン、紙おむつが出ているという統計が出ております。  

  まず手始めに、部長ね、この紙おむつについて実態を精査すると、把握をすると

いう意味で、持っておられるんやったら今日答弁を頂きたいんですが、その実態把

握をしていただけませんか、まず取りあえず。そして、近隣の市町村と協力して紙

おむつのリサイクルの取組をぜひ実施をしていただきたいと思うんですが、まずそ

れについて、今上げた点についてご答弁ください。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  生活環境課長。  

○牧野生活環境課長  尾和議員の再質問にお答えします。  

  まず、有料化がスタートしてから目標は達成したかについてでございますが、家

庭系の有料化に伴う可燃系ごみにつきましては、１人１日当たりの排出量に換算い

たしますと、有料化前の平成 23年から有料化がスタートした令和元年度、去年の実

績では 17.7％というところの減量となってございます。目標としましては 25％とい

うことで、目標のほうは達成してございませんが、引き続き取り組んでいかなけれ

ばならないと考えております。  

  次に、海洋プラスチック、廃プラスチック廃棄物につきましては、現在増加傾向

にはございますが、クリーン缶トリー、また分別の徹底等で減量化のほうに向けて

取り組んでいきたいというふうに考えてございます。  

  食品廃棄物ロスにつきまして、事業者への働きかけというところにつきましては、

事業所には直接訪問して、発注調整や食品残渣、特に食物の無駄を省くというよう

なところに重点を置いて指導助言等を行って、減量のほうに取り組んでいるところ

でございます。  

  紙おむつの数量ということでございますが、紙おむつにつきましては、現在、一

般廃棄物という位置づけでございますので、数量等につきましては、把握をしてご

ざいません。また、事例等につきましても、各自治体で行っているところは承知し

てございますが、処理に対する適切な確立というものをもう少し情報収集をしてい

かなければならないものと考えてございます。  
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  すみません。実態につきましては、現在、そのような適正な処理についての確立

等の情報等について、まだ不足しているところもございますので、紙おむつに特定

しての実態把握については現在考えてございません。  

○田畑議長  生活福祉部理事。  

○山本生活福祉部理事  先ほど生活環境課長が申したとおり、医療系と介護系の紙お

むつの実態調査ということになりますが、紙おむつにつきましては、今のところ、

一般廃棄物ということでやっております。議員おっしゃられてる紙おむつのリサイ

クルにつきましては、まだ現在のところ、国内で流通っていうか、リサイクルの輪

ができておりません。廃プラスチック、その他プラスチックにつきましても、中国

とか、その辺へ輸出していたことが原因でマイクロプラスチックの問題も出ており

ます。ですから、紙おむつにつきましても、国内でリサイクルの輪、国内で流通全

部できる、リサイクルもできる、そういう状況になりましたところで、市としては

考えていきたいと思っております。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

○尾和議員  実態調査を・・・。  

○田畑議長  実態調査はしておりませんということですから。  

○尾和議員  部長に言うとるんやけど、部長、取組せんのか。  

○田畑議長  しないということでした、さっきは。  

○尾和議員  いやいや、議長が答弁すること違う、こっちが・・・  

○田畑議長  もう答弁済んでるから、課長が。  

○尾和議員  いや、済んでない。私は理解してないから、もう一遍聞いとるんです。

答弁してください。実態調査だけでもやったらどうかな。  

○田畑議長  生活福祉部理事。  

○山本生活福祉部理事  すみません。私、理事でございますが、部長級でございます。

うちの環境部の環境のほうは、私が答えたことは部長が答えたことと同じになりま

すので、今のところ、そういう実態調査は行いませんと、部長級で私が答えており

ます。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

  尾和議員。  

○尾和議員  誠に残念です。私は、それをすぐやれとは言ってないわけです。どれぐ

らい岩出市で出てるのかという調査ぐらいはやるべきだと思うんですが、それをし

ない理由は、各介護施設とか利用施設にデータ送って、これちょっと調べてほしい
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と、どれぐらい出てるのか、年間通じてやれとは言ってないんです。例えば、来月

やりましょうと、来月どれぐらい出てるんかなということを統計としてつかんでい

ただきたいということをお願いしとるわけですから、それについては、市長、どう

ですか。これは前向きに、一遍やってもらえませんかね。我々、もう 10年、 20年先

には紙おむつをする年代ですよ。年代の時代の人が先を見て、やはりそれはやっと

こうと、廃棄物をなるべく少なくしていこうということで取組をするということす

らやらないんですかということをお聞きしているわけですから、その調査ぐらいは、

ぜひ市長、やってください。  

○田畑議長  ただいまの再々質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  生活福祉部長。  

○松尾生活福祉部長  ご質問の医療施設、介護施設、乳幼児の病院、あるいは保育施

設等への調査でございますが、先ほども答弁申し上げましたとおり、衛生面や使用

済み紙おむつ再生利用等の技術を有する企業の情報が不足していることもありまし

て、適正処理の確保などに課題も多いことが見込まれますから、現時点においては、

まず、この事業の情報収集に努めていきたいというふうに考えておりまして、施設

のごみの排出量の調査については、現在のところ考えてございません。  

○田畑議長  これで、尾和弘一議員の５番目の質問を終わります。  

  引き続きまして、６番目の質問をお願いします。  

  尾和議員。  

○尾和議員  ６番目、パスします。時間ないんで。  

○田畑議長  はい。じゃあ、続きまして、７番目の質問をお願いします。  

○尾和議員  残りはもう４分切りましたんで、申し訳ないですが、６番目はまた次回

に回すということにしたいと思います。  

  ７番目の土砂災害危険区域の固定資産税の減免についてです。  

  岩出市内においては、固定資産に関して、６月議会において、浸水被害地区内に

おいて特例措置が創設されました。しかし、土砂災害防止法による土砂災害警戒区

域に指定された場合、他の自治体では減免措置による 30％の減免が 2014年頃から実

施をされてきております。そこで、次の点について質問をします。  

  まず１点目、岩出市内において、イエローゾーンとレッドゾーンの区域は何か所

あって、その面積は幾らあるのか。その対策についてどうか。  

  それから、３番目に、減免制度の創設、導入についての考えをお聞きしておきた

いと思います。  
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○田畑議長  ただいまの７番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  事業部長。  

○田村事業部長  尾和議員ご質問の７番目、土砂災害危険区域の固定資産税減免につ

いて、通告に従い、お答えいたします。  

  まず１点目、岩出市内には何か所あり、その面積はどうかについてですが、岩出

市では、区域指定権者の県により、土石流に区分される土砂災害警戒区域は 40か所、

そのうち特別警戒区域を含むところが 30か所、急傾斜地の崩壊に区分される土砂災

害警戒区域は 44か所、特別警戒区域は全ての箇所に含まれて指定されております。  

  面積につきましては、土石流に区分される土砂災害警戒区域は 161万 6,313平米、

うち特別警戒区域は７万 768平米、急傾斜地の崩壊に区分される土砂災害警戒区域

は 77万 1,079平米、うち特別警戒区域は 41万 7,228平米です。  

  次に、２点目、その対策はどうかについてですが、急傾斜地の崩壊による災害の

防止に関する法律の区分指定を受け、県事業の急傾斜地崩壊対策事業の採択要件で

ある、１、急傾斜地が自然斜面である、２、傾斜角度が 30度以上、急傾斜地の高さ

が原則として 10メーター以上、３、急傾斜地の崩壊により被害が生じるおそれがあ

る家が 10戸以上密集している、４、住居の移転適地がないこと、５、急傾斜地等の

所有者が県に工事に必要な用地を無償で提供するなどを満たす場合、申請により、

該当するかどうかにつきまして、県の助言を頂きながら現地調査を行い、該当すれ

ば、県に対し、申請等事業を進めてまいります。  

○田畑議長  総務部長。  

○大平総務部長  尾和議員の７番目のご質問にお答えいたします。  

  ３点目の減免制度の導入はどうかについてですが、土砂災害警戒区域について、

固定資産税の減免を現在岩出市では行っておりません。しかし、他市町村において、

土地評価額の減額補正を行っている団体もあることから、当市としましても、令和

３年度評価替えで土砂災害特別警戒区域、レッドゾーンのほうですけども、の補正

を検討しているところでございます。  

○田畑議長  再質問を許します。  

  尾和議員。  

○尾和議員  総務部長ね、令和３年度というたら、来年度ですよね。評価替えに伴っ

てということですが、導入するに当たって、枠として何％ぐらい減額という、そこ

まで現時点で答弁できますか。よろしくお願いします。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  
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  総務部長。  

○大平総務部長  尾和議員の再質問にお答えいたします。  

  評価額の減額補正、どの程度でということで、具体的にというご質問だったかと

思いますが、補正方法については、現在実施をしている他市町村の状況を見ながら

補正の検討をしているところでありますので、まだ具体的に何％というところまで

は、現時点では決まっておりません。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

  尾和議員。  

○尾和議員  この土砂災害危険区域、レッドゾーンとイエローゾーンあるんですが、

レッドゾーンについては、私権の侵害になりますし、非常な制約が発生をしており

ます。通常の課税と同じ比率にするということはやはり問題があると思いますし、

そういう意味では、浸水被害のところにあるように、同様に各市町村では、レッド

ゾーンの区域については固定資産税の減免を実施しているということでありますの

で、ぜひ、令和３年度実施を強く求めて、質問を終わります。  

○田畑議長  ただいまの再々質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  総務部長。  

○大平総務部長  尾和議員の再々質問にお答えいたします。  

  確かに、レッドゾーンに指定されているところには制限がかかるということもご

ざいますので、先ほども答弁をいたしましたが、他市町村の状況も踏まえまして、

いわゆるレッドゾーン、土砂災害特別警戒区域への補正を検討してまいります。  

○田畑議長  これで、尾和弘一議員の７番目の質問を終わります。  

  以上で、尾和弘一議員の一般質問を終わります。  

  お諮りいたします。  

  本日の会議はこの程度にとどめ、延会とし、次の会議を６月 25日木曜、午前９時

半から開催することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○田畑議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、本日の会議はこれにて延会とし、次の会議を６月 25日木曜、午前９時半

から開催することに決しました。  

  本日は、これにて延会いたします。  

  どうもご苦労さまでした。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  
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                  延会             （ 16時 49分）  
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議事日程（第５号）  

令和２年６月 25日  

 

開 議  ９時 30分  

日程第１   一般質問  
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                  開議             （９時 30分）  

○田畑議長  おはようございます。  

  議場内では録音に支障を来すため、携帯電話の電源をお切りください。  

  ただいまから、本日の会議を開きます。  

  ６月 24日の会議に引き続き一般質問を続けます。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第１  一般質問  

○田畑議長  日程第１  一般質問を行います。  

  通告８番目、 14番、市來利恵議員、発言席から一問一答方式で質問願います。  

○市來議員  おはようございます。  

  最後の質問となりますが、よろしくお願いいたします。 14番、市來利恵です。議

長の許可を得ましたので、通告に従い一般質問を行います。  

  新型コロナウイルス感染拡大第２波に備えて、１つ目は、コロナ危機が示した政

治、社会の問題点についてです。  

  まず初めに、このたびの新型コロナウイルスの感染症によってお亡くなりになら

れた方々のご冥福を心からお祈り申し上げます。また、この感染症に対し、最前線

で今もなお献身的に戦っておられる医療関係者の皆さんに敬意を表します。  

  新型コロナウイルスの世界的感染大流行パンデミックに対する懸念の対応が地球

規模で続けられています。感染は五大大陸全体に広がり、６月１日現在、感染者が

616万人を超え、死者 40万人に迫り、なお世界全体では勢いが衰えていません。ま

た、各国で医療崩壊が起こり、感染対策のための経済社会活動の大幅縮小などによ

って、人々の暮らしと経済が深刻な事態に陥っています。  

  今回のパンデミックに対して多くの識者から新自由主義の終えんが唱えられ、社

会の在り方を問い直す議論が広がっています。新自由主義とは、全てを市場に任せ

ればよいとして、小さな政府で医療、福祉、公共サービスの縮小や民営化を主張す

る経済学説で、 1980年代から多くの先進国がその政策を採用してきました。これに

よってグローバル経済が加速される一方、富の一極集中、非正規雇用の増大と貧困

と格差の拡大など、各国で問題となっています。  

  医療崩壊が起きたイタリアやスペインは 1990年代から医療費の公的支出が削減さ

れ、イタリアでは人口 1,000人当たりの病床数が半減していました。我が国でも

1980年代、中曽根内閣以降、この政策が推し進められ、医療や社会保障費の削減政

策によって日常的な医療の逼迫状態を生み出し、診療報酬の削減で医療現場の疲弊
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は限界を超え、勤務医の長時間過密労働は深刻な事態となっています。また、 1994

年に 847か所あった保健所は 2019年には 472か所に激減し、今やＰＣＲ検査もおぼつ

かない事態となり、病床削減によって陽性と判定されても入院できずに命を失うと

いう痛ましい事態も起きています。  

  全国で感染が疑われてもＰＣＲ検査を受けられない、重篤患者が出ても病院のベ

ッドがない、医療従事者は無防備で感染の危機にさらされながら患者を診なくては

ならない。休業要請に応じても減収を補うだけの補償もない、このような事態がな

ぜ起きているのか、その解決のためにどのような政治の対応が求められていると考

えるのか、市長の見解をお伺いいたします。  

  ２つ目に、コロナ禍で危機に直面する中小企業、個人事業所の現状と支援につい

て。  

  今回、感染拡大が始まり、４月７日の緊急事態宣言を前後して、外出自粛や休業

要請が広がり、すぐに日々の暮らしや営業を続ける資金に困窮する人々や業者が悲

鳴を上げました。自粛要請に応じて休業あるいは営業時間を短縮した中小業者はも

ちろん、休業しない業者もかつて経験したことのない売上げの落ち込みに苦しみ、

また売上げがゼロになっても、家賃など固定費を支払わなければならず、多くの事

業者が経営の危機に直面しています。こうした事態は市内の事業所にも大きく影響

があり、様々な職種、個人事業者などからも相談を受けました。  

  岩出市内の中小企業、個人事業者の現状、実態はどうか、また市の事業所支援給

付金について国の持続化給付金の申請については、手続等が大変で支給まで時間を

要しました。市で行う場合、手続の複雑化を解消し、申請には相談窓口を設けて、

諦めることのないよう行う考えについて市にお聞きをいたします。  

  ３つ目は、医療介護分野への新型コロナウイルスの影響と支援について。  

  感染を避けるため、病院、医院、また介護、福祉等の利用者が利用を控えること

や、感染予防策のための支出増、検診の先送りなどの事業収入の減少などにより、

医療機関、サービスを提供する事業所、福祉施設の収益減少が深刻になっています。

医療崩壊、介護崩壊とともに事業所が立ち行かなくなる経営崩壊の危機が迫ってい

る。  

  ５月 15日、全国介護事業所連盟が 1,862事業所に行った緊急調査の集計結果で、

通所介護事業所では 90.8％、ショートステイでは 76％が影響を受けていると答えて

います。２月と４月の比較では 10％から 20％の減収と答えた事業所が、通所介護で

38％、訪問介護では 40％となっています。また病院団体の全国調査によると、４月
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の病院収入は前年同月に比べ１割減少した。約３分の２の病院が赤字となっていま

す。特にコロナ感染症の患者を受け入れている病院は深刻で、赤字の病院は約８割

に上るという報告があります。経営を圧迫する要因には、コロナ患者の治療に伴う

負担増があり、重症患者には医師、看護師を通常よりも手厚く配置して対応しなけ

ればならない、スムーズな患者受入れのために病床を空けておく必要もあります。

医療機関や福祉施設の経営危機が起きれば、地域医療の崩壊につながりかねません。

基幹病院の那賀病院では、感染症受入れのためのベッドも確保されており、市民へ

の影響を及ぼしかねない問題です。那賀病院の現状、また市内の医療機関や介護事

業所についての現状はどうかお聞きをいたします。そして、市としての支援策につ

いてもお答えください。  

  ４つ目は、コロナの影響は市民生活にも影響を及ぼしています。仕事が減った、

失業したという方、派遣やパートで働いていたが仕事が減ったので休業を求められ

たなど、たくさんのそういった声を聞いてきました。これから先の収入減による今

後の生活の不安を抱えている世帯が増加しているのではないかと考えます。市民の

生活の状況、コロナでの影響をどのように見ているのか、また実態をつかんだ上で

積極的市の追加支援策の考えをお聞きしたいと思います。  

  ５つ目に、国保の傷病手当金についてです。  

  傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けら

れた仕組みで、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬を受けられ

ない場合に支給される制度です。もちろん新型コロナウイルスに感染した場合等で

も制度を利用できるため、被保険者は安心して仕事を休み、報酬に代わる給付金を

受け取ります。この制度があることで、感染拡大の防止効果も期待できるわけです

が、国民健康保険にはそもそも傷病手当金制度そのものが存在せず、加入者は仕事

を休んでも生活の保障はありませんでした。  

  そのため国は、新型コロナウイルス感染症の防止を図る目的で、国保の加入者に

も傷病手当金を支給できるように、各自治体への財政支援を開始しましたが、支給

対象者は被用者、いわゆる雇われている人に限定されるため、例えば美・理容業を

営み、夫が国保の被保険者の場合、傷病手当金は被用者の妻には支給されますが、

夫には支給されません。国保の加入者は飲食店、フィットネスクラブのインストラ

クターなどをはじめ、小さな個人経営店も多く、コロナ禍での影響を強く受けた個

人事業主、一人親方が多いことも特徴の一つです。  

  個人事業主は営業の自粛や収益の減少に伴う支援策を活用しても、なお困難な状
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況にさらされてしまいます。今後の感染に備えて、傷病手当金は本市独自に被用者

以外の加入者、個人事業主にも支給できるようにすべきと思いますが、いかがでし

ょうか。  

  ６番目は、今後の感染拡大に備え、ＰＣＲセンターの設置こそが市民の安心・安

全につながり命と健康を守ることにつながると考えます。設置についての市の見解

をお聞きをいたします。  

○田畑議長  ただいまの１番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  市長。  

○中芝市長  皆さん、おはようございます。  

  市來議員、新型コロナウイルス感染拡大第２波に備えてのご質問にお答えをいた

します。  

  １点目の、コロナ危機が示した政治、社会の問題点について市長の見解を問うに

ついてお答えをいたします。  

  新型コロナウイルス感染症拡大防止に対し、今、市として進めるべきことは、困

っている、不安を抱えている皆さんが一日も早く平穏で安心な日常を取り戻せるよ

う、高齢者や子育て世代の皆さんなど、そして事業者の皆さんの立場に寄り添った

きめ細やかな施策を誠実に実行することが第一であると考えております。全国緊急

事態宣言が解除となり、また都道府県境をまたぐ移動の自粛要請が全面解除となり、

今後は経済社会活動と感染防止を両立させるという新しい生活様式を定着させる取

組を行っておりますが、現在も感染拡大は予断を許さない状況下にあります。  

  そのような状況の中、６月 17日、大阪府で新たに４人が新型コロナウイルスに感

染し、クラスターが発生した可能性があると報道され、また一昨日、岩出保健所管

内で 20代の男性１名の感染が確認されました。今後、第２波、第３波の懸念があり

ます。気を緩めることなく、状況把握に努めるとともに、万が一、緊急な事態にな

った場合、適時的確な判断のもと、感染拡大防止対策に取り組みます。  

  また、国においては感染拡大による影響に対する支援の強化のほか、第２波に備

えた新しい生活様式への対応に向けた支援として、新たに第二次補正予算も成立を

し、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金として４億 8,086万 8,000円

が岩出市に配分されることとなりました。新たな財政出動による追加的な支援策な

どの検討を進めてまいります。  

  つきましては、引き続き議会の皆さんとともに安全で安心して暮らせるまちづく

りのため、精いっぱい取り組んでまいりますので、今後ともご理解とご協力を賜り
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ますようお願いをいたします。  

  詳細につきましては、担当部長からご説明をいたします。  

○田畑議長  事業部長。  

○田村事業部長  市來議員ご質問の２点目、市内の中小企業・個人事業所の現状と支

援についてお答えいたします。  

  新型コロナウイルス感染拡大による影響の現状について、市内事業者が受けた影

響につきましては、個人情報もあり、市で正確に把握することができませんが、商

工会や事業者からの聞き取りにより、ほぼ全業種について外出自粛による客足の減

少やサプライチェーンの毀損による商品、資材の入手困難などにより売上げや受注

の減少など何らかの影響が生じているものと聞いております。  

  また、支援策としましては、国、県では経営相談をはじめ、特別貸付、利子補給

制度による資金繰りの支援、持続化給付金などの給付、生産性革命推進事業などに

よる設備投資、販路開拓支援、経営環境の整備などに様々な中小企業や個人事業者

への支援事業を展開しており、これらの支援事業と併せて、本市では今回新たに国

の持続化給付金事業の対象とならなかった岩出市内の事業者を対象として 30万円を

限度額として事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広

く使える給付金の支給を開始するなどにより、市内事業者の支援を行ってまいりた

いと考えています。  

○田畑議長  生活福祉部長。  

○松尾生活福祉部長  ３点目の医療・介護分野での影響と支援につきましては、医療

分野への影響としては、那賀医師会岩出班によりますと、市内医療機関への患者は

全般的に減少傾向にあるようです。中でも耳鼻科、小児科に対する影響が大きく、

４割から５割程度患者が減っているとのことですが、個々の医療機関の経営状況ま

では把握できません。こうした状況の中で、オンライン診療を実施している医療機

関は、岩出市内に２か所あります。  

  また、支援の面では今議会において補正予算案としてご審議いただきましたとお

り、那賀地域の感染症指定医療機関である公立那賀病院に対し、トリアージ用備品

の設置をはじめとする院内感染及び地域感染拡大防止事業として、分担金を拠出し

ます。  

  次に、介護分野での影響についてですが、介護サービス事業所では、マスクや消

毒液については今のところ対応できているとのことですが、第２波が発生した際に

は、現在の備蓄では不足が懸念されるとの声を聞いています。市の支援といたしま
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しては、厚生労働省から介護事業所に対し、手指消毒用エタノールの代替品として、

高濃度エタノールを成分とする特定アルコールの無償配付があり、市内介護施設事

業所５事業所に 18リットル入りの一斗缶を配付しております。現在、市保管分とし

て６缶を備蓄しており、第２波の発生により市内介護サービス事業所等で感染者が

出た場合や入手困難になった場合には要望があれば配付する予定としています。  

  また、事業所の運営状況についてですが、４月の通所系サービスの利用者数が減

っていることから、緊急事態宣言発令によりサービス利用を控える方がいらっしゃ

ったと推測されますが、このことに対する事業者からの相談は特にございませんで

した。国は新型コロナウイルス感染症拡大防止及び事業者への影響に対応するため、

介護報酬算定について臨時的な取扱いを示しており、市は事業者からの問合せに対

応するなど事業者支援を行っているところです。  

  それから、続きまして、国保の傷病手当金につきましては、新型コロナウイルス

感染症に感染したこと、または感染が疑われる症状が現れたことにより、療養し、

労務に服することができない国保被保険者で、給与等の支払いを受けている被用者

に対して、令和２年１月１日から９月 30日までの間で、療養のため労務に服するこ

とができない期間において傷病手当金を支給するものであります。国保の傷病手当

金制度につきましては、職場から給与等の支払いを受けている被用者に限り傷病手

当金の支給対象として位置づけております。  

  ご質問の６番目の今後の拡大に備えたＰＣＲセンターの設置をについてお答えい

たします。県に問い合わせたところ、県としても岩出保健所管内に１か所はＰＣＲ

センターが必要であるとの考えを示しており、現在、県が医師会等の関係機関と協

議をしているところであると聞いております。  

○田畑議長  総務部長。  

○大平総務部長  市來議員の質問の４点目の、市民での影響はどうか、積極的な市の

追加支援策の考えはについてお答えいたします。  

  全国を対象とした緊急事態宣言発出から新型インフルエンザ等対策特別措置法に

基づく休業要請や学校休校などの緊急事態措置により、市民生活や経済には広く影

響が波及しております。本市では市民生活への影響を緩和する支援策としましては、

参考資料として提出しております一覧表のとおり水道基本料金の６か月間の免除、

妊婦応援給付金や事業所支援給付金など、国の新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金を大きく上回る対策事業の補正予算を計上したところです。  

  また、保育所、幼稚園、学童保育については４月 27日から、小・中学校について
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は６月 15日から、施設での感染を予防するため、毎日、園児、児童、生徒及び職員

の健康状態の把握に努めております。  

  なお、国においては医療強化、家賃支援、資金繰り支援などを柱とした第二次補

正予算が成立し、さらなる支援策が実施されます。  

  先ほど市長の答弁にもございましたが、現時点では各政策の要綱等の詳細は未達

でありますが、情報収集に努め、補助制度の活用を見据えつつ、追加支援策の検討

を進めてまいります。  

○田畑議長  再質問を許します。  

  市來議員。  

○市來議員  まず第１点目に、市長の見解をお伺いいたしました。今後第２波に向け

てということで、それに対する市長からの文言、メッセージを聞かせていただいた

んですが、私がここで言ったのは、これまで行われてきた政治の在り方、要は、病

院削減なら官から民へという形であったり、保健所削減、病院の削減等々に対して

も含めてですが、医療に関する福祉公共サービスの縮小や民営化という問題が、こ

こで大きくコロナによって浮き彫りになったという点について、どのように政治家

として見解を持っておられるのかということをお聞きをしたわけです。もし、それ

についてお答えしていただけるのであれば、ぜひお答えを願いたいと思います。  

  さらには、コロナの問題について、コロナというのは今皆さんもご存じかと思い

ますが、ほとんどの方がかかっておられないということになります。まだまだＰＣ

Ｒ検査もまだまだやられていない、抗体検査も当然まだまだ進められていない中で、

いつ誰がどこでかかるか分からない、かかったときに、これは別のところではござ

いますが、差別的なことだったり、人権侵害だったり、いろんな問題が起こりまし

た。  

  ここで私は必要なのは、コロナはいつ感染するかも分からないという現状である

けれども、しかし、必要ならば体調の変化など、そういった兆しがあるのならば、

すぐに病院に相談してほしいというような政治的メッセージが必要ではないかと。

やっぱりそうすることに岩出市民の命を守るという、そういう発信が私は市長のほ

うから必要ではないかと考えています。やはり差別や人権侵害などあってはならな

い、だからこそ、皆さんの健康に不調があった場合には、ぜひ相談機関にすぐにで

も相談をかけていただきたい、命を守るんだという、そういうようなメッセージを

送っていただきたいのですが、これについてお答えをしていただきたいと思います。  

  ２点目は、事業所に対する市としてやっていく事業所支援給付金をやるんですが、
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これフリーランスについてはどうなるのかという点と、商工会などに入っている

方々は商工会を通じてサポート体制が取られるとは思うんですが、商工会に入って

いない事業所がやはり相談に来られる場合があります。商工会に入っている事業所

さんばかりではありません。そうしたところがどうなるのか、やはり相談を受けた

ときに適切に諦めることなく市の支援を受けれるような体制をつくる、こういった

ことが必要ではないかと考えますので、この点を１点お聞きしたいと思います。  

  ３点目は、医療や介護分野に関することです。厚労省はコロナ患者が集中治療室

で治療を受ける場合の診療報酬は３倍に引き上げました。しかし、コロナ専用病棟

では、空いている病床に補助金を支払うなど、十分な医療体制を確保するために、

こうした支援金、しっかりと空いている病床に補助金など払うという、こうした国

の施策が必要だと考えますが、そういった問題について国にしっかり意見を上げて

いくなどのそういったお考えはあるのか、そういったことをしていただきたいと考

えますが、これについてお聞かせをしたいと思います。  

  ４点目は、市民の影響です。もちろん執行部のほうでも市民にも広く影響がある

ということの認識をしていただいていると思います。先ほど国の第二次補正予算を

使って４億 8,000万円ですか、新たにまた対策を打つということでございます。岩

出市の補正の部分ですね、１回目の、非常に遅い取組がというご指摘を市民の方々

からたくさん頂いています。新聞報道等では各市町村が早くにいろんな対策を打っ

ているのに、市はなぜ遅いのかという、そうした声、多分市のほうにも上がってい

るかと思うんです。やはり市民の実態をしっかり把握した上で、やっぱり早急にス

ピード感を持ってやるということが政治に問われているのかなと。自治体の暮らし

を守るという観点からも、早急に対策を打つ、こういうことをしていただきたいと。  

  これまで財政調整基金もかなりの額が積み上がってきました。住民はしっかり税

金を払っているのに、こうしたお金をすぐにでも活用しながら、どこで活用するん

ですかと、市民が困っているときに、やっぱり活用していく、これが必要だと思い

ます。今後、もちろん第２、第３と波が押し寄せてくるかもしれませんが、市民の

命を守るという点から、暮らしを守るという点から、こうしたお金を使いながら、

積極的にスピード感を持ってやっていただきたい、このように申しておきます。こ

れについてもご答弁を頂きますようお願いいたします。  

  ５点目の国保についてです。国保については、言わば給料支払いでもらっている

人に対してはもらえるという形になりました、今回ね。私が言っているのは、事業

主です、主。その方がコロナにかかって休まなければならなくなった場合に、やは
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り経営が収入が途絶えてしまいます。同じように国保税を払っているんであれば、

同じように傷病手当つけてもいいのではないかと。というのは、他の自治体でも全

国でも独自に条例を改正して、そして、この国保、事業主に対しても出せるように

している。こういった取組を行っている自治体があるということです。国民健康保

険税に支払っている事業主に対しても、これ傷病手当つける必要あるんではないか

と考えますので、もう一回そちらについては聞きます。  

  ６番目です。県に対してＰＣＲセンターのほうの件を聞いていただいたと思うん

ですが、ＰＣＲセンターと同時に、私、発熱外来もやっぱり必要ではないかという

ふうに考えているんです。  

  というのは、市民の方から先日、熱発で出たと。もちろん相談センターに電話し

たら、相談センターからかかりつけ医にかかってくださいと言われました。かかり

つけ医にかかったんですが、かかりつけ医の中まで入ることはできませんので、外

での診察になります。ところが、外での診察というのはほとんど問診だけなんです。

なぜかというと、プライバシーの関係で聴診器を当てることもなければ、実際に車

でだったりということであったんで、何を言われたかといったら、様子を見てくだ

さいという形だったんです。だから、なぜそこで熱が出てるのか、何が原因なのか

というのを全く分からず帰ってきたということで、不安をおっしゃっておりました。

ということは、やはり発熱外来をつくって何の熱なのかというのが分からなければ、

やはり多分皆さんもそうだと思うんですよ。原因が分からなければ、不安というの

は大きくなるばかりです。そういうことに対しても、やっぱり発熱外来をつくって、

症状が出たときにそこで診てもらう、そこで振り分けてもらうということをしてい

かなければ、またこれ医療機関に行っても大変なんですよ、医療機関だって病院を

守るためにはやっぱりそういう発熱の人、疑いのある方はなるべく控えていただき

たいという思いがあると。そういう中では、発熱外来をぜひつくっていただきたい

んですが、そちらについてもお聞きをしたいと思います。以上です。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  総務部長。  

○大平総務部長  市來議員の再質問の中で、市民の影響はどうかということの関連で、

スピード感を持って追加の支援策の検討はしていただきたいというご質問であった

かと思いますが、市といたしましても、現在、二次補正の国の予算が成立して、内

示が来たところですが、情報収集に努めて、スピード感を持ってすると。必要に応

じては、そういう定例議会前の開催、臨時議会等の要請とかも検討も含めてスピー
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ド感を持ってするということについては、取り組んでいきたいと思います。  

○田畑議長  事業部長。  

○田村事業部長  再質問にお答えいたします。フリーランスの方につきましては、確

定申告等事業所得として税の申告を行っておれば対象となります。商工会以外の方

につきましては、先ほども答弁させてもらったように、市役所に相談窓口を設置す

るとともに、商工会では、商工会未加入者につきましても、相談受付はしていただ

きます。  

○田畑議長  生活福祉部長。  

○松尾生活福祉部長  国保の傷病手当金の再質問についてお答えいたします。  

  国保の傷病手当金は、あくまでも国保被保険者で、職場から給与等の支払いを受

けている被用者に対して支給するものでありまして、給与等を従業員に支払う事業

主は被用者ではないため、傷病手当金の支給対象としない制度設計となっておりま

す。  

  残りのＰＣＲ、発熱外来と、それから医療機関への補助のことについては、担当

課長のほうから答弁いたします。  

○田畑議長  子育て世代包括支援センター長。  

○塩中子育て世代包括支援センター長  市來議員のＰＣＲセンターの発熱外来のこと

についてお答えいたします。ＰＣＲセンターは、県のほうが協議をしているところ

であり、地域の実情に応じて、住民に対して円滑に実施するために行われます。地

域外来検査センターとしての役目を果たすものでありますので、ＰＣＲセンターが

できることにより、発熱外来も対応できるものと考えております。  

○田畑議長  総務部長。  

○大平総務部長  先ほどお答えした中で、追加で、市來議員の質問の中で、スピード

感を持ってということと、基金の活用ということもあったかと思います。基金の活

用については、既に今議会で提案いたしました第一次の分でも取崩しを行ってやっ

てございます。追加の支援策についても、必要に応じて基金の活用というのは検討

してまいります。  

○田畑議長  副市長。  

○佐伯副市長  市來議員の再質問にお答えいたします。  

  １点目が、コロナ危機が示した政治的・社会的な見解ということで、医療機関等

への政策についてのご質問ですけども、この件につきましては、国の大きな政策、

方針の中で決められたことと、こういうふうに思っておりますので、コメントのほ
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うは差し控えたいと思います。  

  それから２点目の、コロナの感染者等に係る差別あるいは人権問題、こういうふ

うなご質問かと思います。これにつきましては、県のほうからもメッセージ出され

ておりますけど、市といたしましても、そういうことにつながらないように、広報、

ウェブサイト等を通じて防止に努めてまいりたいと考えてございます。以上です。  

○田畑議長  保険年金課長。  

○井辺保険年金課長  市來議員の再質問の３点目、十分な医療体制が必要であり、そ

のために、国に市として意見を上げていくべきではないかというご指摘であります

けれども、国では、コロナ対策として診療報酬引上げ等の施策を講じております。

市としましては、今後の感染状況等を踏まえ、適切に国のほうに提言を上げるべき

であれば上げていくことで、推移を見守っていきたいと考えております。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

  市來議員。  

○市來議員  １点だけお聞きをしたいんですが、これコロナで、今さっき答弁あった

んですが、対策やっている病院に対する部分について、国としてやっていると。そ

れだけで足りるというふうに思っているのかなというところがあるんです。一般の

病院や診療所に対しても日本医師会も診療報酬の増額を要望しているんですが、政

府は資金繰り支援にとどめているんですよね。このままでは地域の医療機関がなく

なってしまうことが懸念されると。  

  実は岩出市内のある病院で働いている方々から話を聞くと、コロナで対応してい

る病院ではないけども、やっぱり患者数が減ったりいろんな状況で、マスク等々、

備品等々の高騰によってそれが経営を圧迫し、ボーナスが出ないというような形の

話がありましたと。どんなに頑張って患者さんのために働いても、そういうような

形になってしまえば、やっぱり医療に携わる者としては頑張る意欲がやっぱりなく

なってくるという、一方でそういうような形にもなってしまいます。  

  これ民間だから、もちろん自治体がどうしろということではないんです。でも、

こういう民間の地域医療を守るという点では、自治体としてしっかり国に意見を上

げて、お金出していただくような形をしなければ、病院は守られないと考えていま

す。そこに対して、やはり適切に点検して、確かに最初言ったように、個々の事業

系の経営について、もちろん個人の問題、個人のことなんで、もちろんなかなか出

てこないと思いますが、しかし那賀病院についても、赤字の部分が出てきて、それ

を補塡するとなったら大変ですよ、これ。紀の川市と岩出市。そういうことはでき
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ないと思うんですよ。そうなれば何が必要かといったら、公的支援、国の支援しか

ありません。そういった点ではしっかりと、こういう地域医療を守っていくための

対策を国に対してしっかりと申し上げる、このことの決意について、市に答弁を求

めたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの再々質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  保険年金課長。  

○井辺保険年金課長  市來議員の再々質問にお答えいたします。  

  コロナの影響で地域医療機関が圧迫されていると、こういったご指摘であります

けれども、経営面のことで申し上げれば、国の施策として持続化給付金、また県及

び市についても、それぞれ給付金の対策を講じております。市としては、この経緯

を見守りながら、適切に対応していく考えでございます。  

○田畑議長  これで市來利恵議員の１番目の質問を終わります。  

  引き続きまして、２番目の質問をお願いします。  

  市來議員。  

○市來議員  ２つ目の質問は、子供の育ちを保障するために、現状を踏まえた学校教

育活動についてであります。  

  長期の休校による学習の遅れ、格差拡大、子供たちの不安とストレスが深刻とな

っています。国立成育医療研究センターのコロナ×こどもアンケートによれば、困

り事としてお友達に会えない 76％、学校に行けない 64％、外で遊べない 51％、勉強

が心配 50％という結果が出ました。また、各種のアンケート調査では、いらいらす

る、夜眠れなくなった、何もやる気がしない、死にたいなどの痛切な意見が示され

ているといいます。このようなアンケートをすると、本市では一体どうだろうと心

配になります。  

  現場の先生方には３か月の授業の遅れを早く取り戻したいと真剣に考え、そこに

全力を傾けようとされる方もいらっしゃると思いますが、まずは子供たちの本音を

受け止め、抱えた不安やストレスに共感しながら、心身のケアに一程度の手間と時

間をかける必要があると思います。ですから、家庭内における虐待の萌芽に気づく

ことも念頭に置きながら、場合によっては、現場教職員と教育委員会、地域、関係

者も入って、複数の目で立体的に子供たちを見守ることが必要です。  

  新型コロナウイルス感染症対策専門家会議は、新しい生活様式として、身体的距

離の確保を呼びかけています。文科省も学校の新しい生活様式としてマニュアルを

作成しています。持続的に児童生徒等の教育を受ける権利を保障していくために、
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本市としてどのような方針、基準、安全対策で対応していこうと、現在も行われて

いますが、されているのかをお考えをお聞きをいたしたいと思います。  

  また、子供たちへの対応方針、消毒等への対応、市の支援策についてお尋ねいた

します。  

  ２つ目は、学力テストについてであります。  

  市では、毎年、国、県、市独自の学力テストを行っているところだと思いますが、

政府は新型コロナウイルスの感染拡大による休校が長期化しているのを受け、 2020

年度の全国学力・学習状況調査、全国学力テストを中止する方針を固めました。県

や市の学力テストはどうなるのかお聞きをいたしたいと思います。  

  ３点目は、コロナ禍のもとの就学援助の拡充について、先ほども申し上げました

が、経済状況の悪化、収入の減、また家庭不仲での離婚などもあり、子供の家庭状

況も複雑化しているところも少なくありません。就学援助制度、年度最初にやって

いるとは思いますが、年度途中でも受けられるという周知を早急に進める対応を求

めますが、いかがでしょうか。  

  ４つ目は、新型コロナウイルス感染症の影響で、学生等が就学を諦めることがな

いよう、しっかりと支えていくことが何よりも重要と考えています。学生向けの市

独自の支援策についての考えをお聞かせください。  

○田畑議長  ただいまの２番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  教育部長。  

○湯川教育部長  市來議員の子供たちの学びを保障するための一般質問についてご質

問にお答えいたします。  

  まず、１点目の、現状を踏まえた学校教育活動の運営方針、基準、安全対策につ

いてでありますが、コロナウイルスの感染拡大が連日報道される中、我々、大前提

として考えたことは、子供たちの命と健康を守るということであり、絶対に感染さ

せない、感染を防ぐということを最重要方針として、国から示されるガイドライン

を基本に臨時休業期間から通常授業に戻った現在まで教育委員会、学校が一体とな

って意思統一を図り、その対応を続けてまいりました。  

  国からのガイドラインも状況が変化する中で、その内容も変化してきており、最

も新しい基準としては、学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理

マニュアル、学校の新しい生活様式というのが示されており、そのマニュアルの中

で、安全対策として基本的な感染症対策のほか、集団感染のリスクへの対応、具体

的な活動場面ごとの感染症予防対策など、様々な場面を想定した、具体的な行動指
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針が示されておりますので、子供への対応方針としても、このマニュアルに従い取

り組んでまいります。  

  消毒についてでございますが、まず消毒液につきましては、次亜塩素酸水の効力

について検証実験が続けられておりまして、現在、結論が出ていないというのが状

況でございます。いわゆるアルコール系の消毒液を主に、界面活性剤の成分を含む

家庭用洗剤を活用して消毒してございます。  

  子供たちの手洗いについては、児童生徒が登校して教室に入る前、トイレの後、

給食の前など、小まめに手洗いをするよう指導してございます。また、教員におい

ては、教室の机、テーブル、入り口の扉、トイレなど子供たちが学校生活において

手に触れる場所を毎日放課後に拭き取り消毒をしているところでございます。  

  市の支援といたしましては、手指消毒用アルコール、非接触赤外線体温計、ＩＣ

Ｔ機器や、体温計拭き取り用アルコール含有ウエットティッシュを４月に配付して

おります。また、今議会で採決を頂きました令和２年度一般会計補正予算（第２

号）に使い捨ての手袋、ハンドソープ、消毒用アルコール、界面活性剤含有拭き取

り用洗剤、マスクの予算を計上させていただいてございます。  

  次に、学力テストの件でございますが、本年度の全国学力状況調査は中止となり

ましたが、７月中旬には問題冊子が送付されますので、小学６年、中学３年生で独

自に実施いたします。  

  岩出市学力調査は６月 18日に実施してございます。７月中旬には結果が送付され

る予定です。和歌山県学習到達度調査は 12月８日に実施される予定でございます。

本年度は全国平均を意識した分析よりも、休業期間中に学級で学力格差が生じてい

ないかという視点に立って、個別の分析を徹底するという方針で学校に通知をして

ございます。実施期間は例年より遅くなりますが、結果分析については２サイクル

でしっかりと行い、個別の指導に役立ててまいります。  

  ３点目ですが、県内他市の状況を見ますと、昼食支援金とかフードチケットを配

付をしたところもございますが、本市といたしましては、現在のところ、新型コロ

ナウイルスの影響に伴う市独自の対応は考えてございません。  

  ４点目の学生向けの市独自の支援策については、国におきまして、５月 19日、学

生支援緊急給付金というのが創設されておりますので、市独自の対応については考

えておりません。  

○田畑議長  再質問を許します。  

  市來議員。  
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○市來議員  まず１点目は、もう既に再開して工夫して学校行われていると思うんで

すが、現場の子供たちの様子など分かってつかんでいるのであれば、そちらのほう

をお聞きをしたいと思います。  

  それから、多分、部長おっしゃっているのは、学校におけるコロナウイルス感染

症対策のやつだと思うんです。そちらでは、感染が確認された場合どうしていくの

かというようなことや、もちろん学校の役割等々も含めて全て書かれているわけで

すが、大事なことは、学校医だったり学校薬剤師等だったり、保健所管内だったり、

そういったことと連携を取ったり、相談ができるような形でやっていっているのか

どうかということがちょっと気になるんで、そちらについてどのように対応してい

るのか連携が取れているのかも含めてお聞かせ願いたいと思います。  

  三つ目は、感染症対策って、毎日、消毒、清掃、健康チェックなど、今までにな

い多くの業務が生じていると思うんですね。これをもともと異常な長時間労働とな

っている先生方に、これ以上の負担をかけていいのかっていうところに私は問題が

あると思うんです。教育活動への注力ができなくなってしまう心配があると。  

  この学校の消毒の部分というのを、例えば外部委託の考えだったり、学校の先生

方には子供たちに目いっぱい目をかけてあげれる。いっぱい先生に話を聞いてもら

いたいという子供もいらっしゃるだろうし、放課後であっても、やっぱり先生が次

の日の授業の対応だったり、そうしたことに精いっぱいやっていただくというよう

な対応をすることこそが、教育行政に求められることではないかと。だから、この

消毒作業というのを外部委託にできないのか。  

  また田辺市ではＳＳＳ、スクールサポートスタッフを、会計年度職員として 11人、

22校分、１日４時間で 3,740円で採用しています。こういったＳＳＳの活用も含め

て、検討するべきではないかと、消毒の最後の消毒までも学校の先生に託すという

のではない、もうすぐの放課後には、もう次の日の授業に当ててもらう、今日会っ

た子供たちの体調、また心理的なそうしたことにしっかりと目を向き合ってもらう

ような体制を整えるべきではないかと考えますので、そちらについてお聞きをした

いと思います。  

  学力テストの件でございます。この間、休校で子供たちの生活が激変し、心と体

の健康の不調を抱える子供も少なくありません。保護者や家族、教職員、学童保育

関係者などの疲れも相当なものとなっています。とりわけ新学年度は入学や進級、

クラス替え、教職員の移動、担任の交代など子供も教職員も不安やストレスを抱え

ています。こうした時期の学力テスト、私は見送るべきではなかったのかと考えて



－194－ 

います。  

  先ほどは学力がどのようになっているのか、調査をし、全国と比較するのではな

いと、どのように学習が定着されているのか、どこまで理解が進まれているのか、

独自として市として調査を行っただけだというふうにおっしゃるんですが、私は子

供にとってこの間学校に通えなかった、授業を受けられなかったという不安がある

中で行われたテストというのは、より一層子供たちにストレスを与えるものになっ

てしまってはいないのかと考えます。テストを行った理由はそれはあるかと思いま

すが、子供たちの視点に立って考えていただきたいなと。この市のテストで一定結

果が出るものであれば、私は県のテスト中止、市は行わない、こうした考えはない

のかをお聞きをしたいと思います。  

  就学援助の件なんですが、拡充ではなく、とにかくさらなる周知の徹底を行って

いただきたいということです、これについては。というのは、やはり家庭環境が複

雑化している子供たちというのはたくさん生まれてきています。そうした中で、や

っぱり経済状況が子育てにも影響してくるし、子供の心の問題にもつながってくる

と。そういう問題を早く解消するために、やはり少しでも周知をしていただき、該

当するのであれば受けれるよという、そうしたことに寄り添っていただきたいと思

うんで、早急にこちらは周知を徹底していただきたいなと思っています。  

  最後に、学生支援向けの市独自支援策についてです。  

  国の奨学金制度ができたんで、もちろんそちらの周知というのも徹底していただ

きたいんではございますが、例えば公益財団法人の上田徳一・千代子育英奨学金が

あるんですが、この市の実態や状況に合わせて、例えばこちらは高等学校奨学生２

名、大学奨学生２名のこうした枠をこの年度に限っては状況に応じて増やす、そう

したことができないのかということをお聞きをしたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  教育部長。  

○湯川教育部長  再質問にお答えいたします。  

  学校での子供たちの様子ということですけども、昨日もご質問に対して答弁させ

ていただきましたが、議員ご指摘のとおり、やっぱり学校へ行って友達に会いたい、

こういうことで学校へ来る時間も早くなっているとお答えさせていただいたとおり

ですけども、子供たちは喜んで学校生活を送っているということと、あと感染防止

に対して、これも昨日お話ししましたが、給食を食べるところにおきましても、言

うことを聞いていただいておりまして、全員、一方向を向いて、無言でということ
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で、給食のほうも取っていただいているということでございます。  

  それから、学校医と保健所等との連携ということでございましたが、これも昨日

答弁させていただきましたが、例えば市内、学校に感染者が出た場合、方針としま

しては、休校、休業ということで立ててございますが、もちろん学校医さん、ある

いは保健所との相談の上で、休業するべきであるということであれば、その相談の

上で決めていきたいなと思います。基本的には休業するということで考えてござい

ます。  

  それから、消毒の関係でございますが、外部委託してはどうかというお話でした。

今、先生、教員で消毒を行ってございますが、もちろんスクールサポートスタッフ

も含めて、教員の中で消毒をやっているということで、外部委託については今のと

ころ考えてございません。  

  それから、学力テストですが、先ほども言いましたが、健康と学力のバランスと

いうのが必要でございます。長期の臨時休業という中で、それぞれ学級での子供た

ちの学力の部分というのは、やはり今後の勉強を進めていく上でどういう状況にあ

るのかというのを調査する必要があるということで、今回の岩出市テストはそうい

う趣旨に基づいて実施をいたしました。  

  それから、就学援助の件ですけども、これも例年４月中旬の締切りとしてござい

ます。今年度は臨時休業の影響を考慮しまして、５月末まで受付期間を延長してご

ざいます。  

  それから、育英奨学会上田徳一・千代子の育英奨学会の募集人数を増やせないか

ということでございますが、現状、金利が下がっている中で、この奨学会の運営上、

今のところ高校２名、大学２名というのが精いっぱいであるということで、これも

増員については考えてございません。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

  市來議員。  

○市來議員  まず１点目です。学校の先生たちの消毒作業ですね、外部委託も考えて

いないということなんですが、やっぱり子供たちを目にかけていただくことやった

り、子供に対して精いっぱい頑張ろうと思っている時期だと思うんです、先生たち

は。それに併せてまたこれも負担になりますよね。ちょっとでもやっぱりそういう

部分を行政が環境を改善することが、岩出市の子供たちにとってもいいことなんで

すよ、子供にいっぱいかけれるというのは。  

  外部委託も考えない、ＳＳＳ、スクールサポートスタッフも考えないのであれば、
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これ全国で今、学校消毒ボランティアの活動や活躍というのが新聞報道で取上げら

れています。これはもう子供たちの保護者や地域の方々の協力のもと、地域の学校

を地域で支える活動として、学校の先生たちには子供としっかりと向き合う時間と

授業に対する準備と時間を保障すること、これをやっていただくために、この地域

ボランティアが放課後掃除に来てもらうというような対応を取っている自治体が結

構出てきました。こういった取組というのを、これはぜひ考えられるのではないか

と、取り組めるのではないかと、もちろん地域でみんな子供たち支えようというふ

うに考えているんであれば、こちらはできるんじゃないかと。ちょっとずつでも先

生の負担をなくし、そして子供たちに目をかけられる、そういう状況をつくること

こそが教育行政に求められていることだと思うんで、これについての提案に対する

お考えをお聞かせください。  

  最後の上田徳一・千代子の育英奨学金についての、今、財政的に金利が下がって

いるんで精いっぱいであれば、私は状況によっては、独自でこういった子供たちが

勉強していきたいという心、この心を大事にし、それを阻んではならないというふ

うに考えます。そうした支援策をつくっていくべきではないかと思いますんで、こ

ちらについて再度、未来ある子供たちに勉強する、そういう状況をつくってあげる、

そういった気持ちはないのか、この辺についてお聞かせください。  

○田畑議長  ただいまの再々質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  教育部長。  

○湯川教育部長  再々質問にお答えいたします。  

  消毒の外部委託については考えていないということで答弁させていただきました。

教育ボランティアの導入ということで、ボランティアさんが消毒ということでしょ

うけども、一回、スクールコミュニティの関係の皆さんと話をして、地域の人の導

入ということも考えられないことはございませんが、学校内のこと、地域とともに

ということで今進めてございますので、地域の方々と一度相談した上で、もし手を

挙げていただける方がいらっしゃいましたら、そういうことも検討したいと思いま

す。  

  それからスクールサポートスタッフについては、今、４名導入しておりますので、

先ほど申しましたのは、消毒の件でお話をしたということでございます。  

  それと、奨学会の話ですが、今、上田徳一・千代子育英奨学会についても大変厳

しい状況の中にあるということで、新たに財源も伴う話でございますので、新たな

そういう奨学会という部分については考えてございません。  
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○田畑議長  これで市來利恵議員の２番目の質問を終わります。  

  しばらく休憩いたします。  

  午前 10時 50分から再開いたします。  

                  休憩             （ 10時 35分）  

                  再開             （ 10時 50分）  

○田畑議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  

  一般質問を続けます。  

  引き続きまして、３番目の質問をお願いします。  

○市來議員  ３番目の質問は、避難所での感染症対策についてであります。  

  新型コロナウイルスの感染拡大が続く中で心配されるのが、地震や豪雨など大規

模災害が重なることです。特に多くの被災者が身を寄せる避難所は、感染の温床に

もなり得ます。対策を十分練り直しておく必要があると考えます。自然災害は毎年

のように全国各地で起こっており、これから梅雨による豪雨や台風などの自然災害

を受けやすい時期を迎える上で、市としてどんな対策を備えていくのか、また市民

もどのような備えや構えが必要なのか、改めて考える必要があります。  

  あらかじめ避難所に指定されている学校の体育館や公民館などでは、新型コロナ

対策として密閉、密集、密接の３密を避ける対策が必要です。衛生管理の徹底も欠

かせません。これまでも大規模災害時に避難所でノロウイルスやインフルエンザの

感染が起きた例も少なくありません。国は都道府県などに避難所での感染症対策を

通知しました。それによると、過密化を避けるためにあらかじめ指定された施設以

外にもできる限り多くの避難所を開設するよう求めています。ホテルや旅館を活用

し、可能なら親戚や友人宅への避難も促しています。  

  避難所内では換気に十分努め、発熱やせきなどの症状がある人には、専用スペー

スを確保して、他の避難者との動線を空ける、新型コロナウイルス感染者について

は、軽症でも避難所での滞在は適当でないと明記しています。しかし、避難する施

設が増えて分散すれば、それだけ物資や人手、医療の確保なども難しくなります。

専門家も被害を想定した事前の準備を急ぎ、訓練を実施しておくべきだと言われて

おります。  

  コロナ禍が進む中で、災害をどう察知し、どこに避難するのかを家族の間で話し

合っておくことも必要です。災害に備えるために自治体としての考えや備えをお聞

きをいたします。  

  まず一つ目は、備蓄品の確保はどうか、二つ目に、スクリーニングやゾーニング
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の事前準備、三つ目は、分散避難体制の構築、四つ目は、避難所運営マニュアルの

改訂や見直しは、五つ目は住民への周知、感染症対応防災訓練の実施はどうかにつ

いてお聞きをしたいと思います。  

○田畑議長  ただいまの３番目の質問に対する市当局の答弁を求めます。  

  総務部長。  

○大平総務部長  市來議員ご質問の３番目、避難所での感染症対策についてお答えい

たします。  

  １点目の備蓄品の確保はどうかについてでありますが、昨日の答弁でもさせてい

ただきましたが、市では６月 22日時点でＮ 95マスク 3,360枚、サージカルマスク２

万 9,500枚、防護服 90着、アルコール製剤等の消毒液を約 318リットルなどを備蓄し

ております。これらの備蓄物資については、新型コロナウイルス等感染発生時にお

ける職員などによる防疫活動等に用いるほか、災害発生時における避難所での使用

を想定しております。  

  次に２点目の、スクリーニングやゾーニングの事前準備、４点目の避難所運営マ

ニュアルの改訂、見直しについて、一括してお答えいたします。  

  避難所運営マニュアルについては、県避難所運営マニュアル作成モデルが、新型

コロナウイルス感染症を初めとする感染症対策の対応強化等を目的に改正されたこ

とに伴い、市においても本年６月に改正しております。  

  また、避難所におけるスクリーニングやゾーニングについては、間仕切り段ボー

ルの利用等を改正後のマニュアルに記載しており、避難所運営の際にはマニュアル

に基づき、医療機関をはじめとする関係機関と連携し対応することとしております。  

  次に、３点目の分散避難体制の構築についてですが、避難者同士の距離を確保す

る必要があることから、風水害における事前開設避難場所を、昨日もご答弁させて

いただきましたが、通常よりも拡大し、開設することとしております。  

  次に、４点目の住民への周知、感染症対応、防災訓練の実施についてですが、避

難所での３密の回避や感染予防物資の事前準備及び避難所への携行、避難所以外へ

の避難の検討などについての啓発チラシ、これを広報７月号と同時に全戸配布を予

定しております。  

  また、今年度の地域防災訓練の実施につきましては、地域防災訓練実行委員会に

て協議いただくこととしておりますが、新型コロナウイルス感染防止のため中止を

前提に考えております。また、訓練に代えてチラシ等により防災意識の高揚を図っ

てまいります。  
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○田畑議長  再質問を許します。  

  市來議員。  

○市來議員  まず１点目は、マニュアルについてです。県でモデルが出されて市でも

改正されていると言いました。職員のマニュアルの共有化というところが一番大事

ではないかと思っています。というのも、岩出市ではやはり災害が少ない、大きな

今のところ災害が少ないという現状もあって、すぐにやっぱり動ける体制がちゃん

と職員にあるのかというところが、今後もし起こったときに問われてくると思いま

す。そうした時点で、しっかりと共有できているのかどうかについてお聞かせくだ

さい。  

  二つ目は、あといろんな形でいろんなところからマニュアル等々も出ているんで

すが、例えば避難所運営時に受入れ体制面でどのようにしていくのかというところ

も踏まえて、きっちりそれが共有されているのかどうか、さらには物品ですね、必

要な備蓄品のものなんですが、その見直しはどのようにされていますでしょうか。

というのは、例えば使い捨ての手袋等々の備蓄はあるのかどうか、フェイスシール

ドの備蓄はあるのか、岩出市にそろえなくてならない追加のものが現状であるのか

ないかも含めて、これは必要だというものについては、必要なものについてきちっ

と準備をしておく、こういうことが備えにとって必要だと思います。  

  あとは、マニュアル等々では例えば避難をされてきたときに、市民がこのチェッ

クシートをつくっているのかどうかも併せて、要するにちゃんと想定をしながら、

そこについてできることというのを今のうちにやっとかないと、本当に起こったと

きに対応がし切れないという問題があります。ということで、これらについて一つ

一つないものについてはきっちり備えておくという準備をちゃんとできているのか

どうかについてお聞きをしたいと思います。  

  最後は、やはり住民に対する防災意識についてです。今、啓発を全戸にやってい

くということでありますが、やはりこの時期にしっかりと住民の方々に意識を持っ

てもらうことというのは、物すごい大切なことだと思います。意識を持つことによ

って、防災っていろんな準備を頭の中に入っていれば、動ける体制も取れると。そ

ういった意味では、チラシ等々についても工夫をしながら、少しでも市民の方々が

家庭で考えられるような、そういったものにするようにぜひしていただきたいと思

います。  

  以上です。  

○田畑議長  ただいまの再質問に対する市当局の答弁を求めます。  
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  総務部長。  

○大平総務部長  市來議員の再質問にお答えいたします。  

  まず１点目、市職員のマニュアルの共有化、それと併せて今回改正した点の、そ

れについて理解をしてもらっているかということだったかと思いますが、マニュア

ルについては、もう職員には行政のパソコンを通じて全員が見れるようにしており

まし、今後の災害、雨とか台風の時期を迎えますので、改めて各職員にはマニュア

ルを熟読するよう周知をしたいと思います。  

  今回、新型コロナウイルス対策ということで、新たな避難所の運営の方法という

ことで、マニュアルで変えている一例を申しますと、避難所スペースにおいては、

避難者の配置について世帯を単位として、世帯間の間隔を２メートル以上確保する

とか、あるいはあと、これは先ほどの質問で、市民に対しての自衛の準備というこ

とでもあったかとは思うんですけども、避難所に来た場合、発熱等の症状がないか

確認をするものをつくってございますので、それで発熱者には対応とかも考えてい

くという、そういうふうな変更がございます。  

  それと、住民に対する防災意識を持っていただくということが重要であるという

ことでのご質問であったと思いますけども、昨日も答弁いたしましたが、啓発のチ

ラシには、災害時の避難について、事前の備えということで、通常、非常持ち出し

品に加えて、マスクとか体温計とか除菌シートなどを各自まず準備しましょう、そ

れと密集を避けるために、今回の分散避難ということで、親戚や友人・知人宅など

へ避難することも検討しましょうということで、それを紹介したチラシ、昨日の答

弁でも申し上げましたが、その避難行動判定フロートいうことで、どういう避難行

動を取るべきかということをフロー図でチェックできるようなチラシ、それを作成

してございます。  

  あと、備蓄品の関係ですけども、使い捨ての物については、ローリングでストッ

クで実施をしていくということで、使った物は補充していくと。現状では、備蓄物

資については、十分用意されていると考えてございますが、昨日の答弁でも申し上

げましたが、必要に応じて実際に運営するに当たって、備蓄の必要性が出てくると

か、あるいはそういうことが分かった場合は、柔軟に対応していくということで考

えてございます。  

○田畑議長  再々質問を許します。  

（な   し）  

○田畑議長  これで、市來利恵議員の３番目の質問を終わります。  



－201－ 

  以上で、市來利恵議員の一般質問を終わります。  

  以上で、今期定例会に付議されました事件は、全て議了いたしました。  

  これにて、令和２年第２回岩出市議会定例会を閉会いたします。  

  慎重審議、どうもご苦労さまでした。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

                  閉会             （ 11時 04分）  



－202－ 

 

  地方自治法第１２３条第２項の規定に基づき上記議会の次第を記録し、これを証

するために署名する。  

 

 令和２年６月 25日  

 

 岩出市議会議長  田畑  昭二  

 

 署名議員   山本  重信  

 

 署名議員   福山  晴美  

 

 

 

 

 

 

 


